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１．概要 

  本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第４条 核燃料物質の臨界

防止」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事

項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙 1：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙 2：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展

開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展

開事項の分類、第 1 回申請の対象、第 2 回以降の申請書ごとの対象

設備を展開する。 

  別紙 3：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書類

単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙 4：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉と

比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がないか

を確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があること

が明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象外）。 

  別紙 5：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙 6：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 
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別紙 

：核不拡散の観点から公開できない箇所
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第四条 （核燃料物質の臨界防止）（10 / 14） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計 

被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質

取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを

設定することから，単一ユニットは，スタッ

ク編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接設

備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び燃

料棒解体設備の各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核

燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定

し，十分信頼性のある計算コードを使用し

て，中性子実効増倍率が0.95以下となるよう

に質量，平板厚さ又は段数を設定する。核②-

13 

 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は

下表の核的制限値以下となるようにすること

により，臨界を防止する設計とする。 

核②-14 

 

核②-15 

 

1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形

態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼

性のある計算コードで中性子実効増倍率が

0.95以下となるように単一ユニットの配置等

を設定することにより，臨界を防止する設計

とする。核③-11 

 

1.1.4 組立施設の臨界防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 主要な核的制限値 

① 単一ユニット 

被覆施設の臨界管理のために，核

燃料物質取扱い上の一つの単位とな

る単一ユニットを設定する。単一ユ

ニットの核的制限値は，取り扱う核

燃料物質の形態に応じ，裕度ある条

件を設定し，十分信頼性のある計算

コードを使用して，中性子実効増倍

率が0.95以下となるように質量，平

板厚さ又は段数を設定する。核②-13 

 

 

 

 

各単一ユニットでの核燃料物質の

取扱量は下表の核的制限値以下とな

るようにする。核②-14 

 

 

核②-15 

 

② 複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物

質の形態に応じ，裕度ある条件を設定

し，十分信頼性のある計算コードで中

性子実効増倍率が 0.95 以下となるよう

に単一ユニットの配置等を設定する。

核③-11 

 

 (ホ) 組立施設 

 (３) 処理する核燃料物質の種類及び最大

処理能力 

① 核燃料物質の種類 

ａ．ＭＯＸ 

プルトニウム富化度  18％以下 

プルトニウム中のプルトニウム－

240 含有率  17％以上 

ウラン中のウラン－235 含有率   

ては，核分裂性プルトニウム富化度について

も，プルトニウム富化度及び核分裂性プルト

ニウム割合に基づいて臨界管理用計算機及び

運転管理用計算機で計算し，核分裂性プルト

ニウム富化度が設定条件以下であることを必

要に応じ確認する。核◇4  

ⅲ．運転管理担当者は，運転管理用計算機に

よるプルトニウム富化度等の確認結果と搬入

予定に基づき，搬入の可否判断及び状況の監

視を行う。核◇4  

ⅳ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と

臨界管理用計算機の情報に基づき，プルトニ

ウム富化度等の状況の監視及び異常時の対応

を行う。核◇4  

(ｂ) 含水率 

粉末調整工程等の設備においては，ＭＯＸ粉

末中に添加剤を投入する。添加剤は有機物粉

末であることから，中性子の減速効果を考慮

して水分質量に換算し，以下のように確認す

る。核◇4  

ⅰ．添加剤を投入する単一ユニットにおいて

は，添加剤の投入後の含水率を設定条件とす

る。また，添加剤の投入に際しては，１回の

混合で使用する添加剤の秤量を二つの秤量器

により行い，秤量値に有意な差がないことを

確認するとともに，粉末の混合時に添加剤の

水分換算質量と投入先のＭＯＸ粉末中及びウ

ラン粉末中の水分質量の合計から得られる含

水率が設定条件以下であることを臨界管理用

計算機及び運転管理用計算機により確認す

る。この混合時の含水率の算出のために，原

料ＭＯＸ粉末及び原料ウラン粉末の含水率を

受入時に確認する。また，回収粉末について

は必要に応じ，粉末の含水率を確認する。 

核◇4  

ⅱ．運転管理担当者は，運転管理用計算機に

よる含水率の確認結果と投入予定に基づき，

添加剤のＭＯＸ粉末中への投入の可否判断及

び状況の監視を行う。また，運転管理担当者

は，運転管理用計算機の情報に基づき，工程

の運転状況を把握する。核◇4  

ⅲ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と

臨界管理用計算機の情報に基づき，含水率の

状況の監視及び異常時の対応を行う。核◇4  

 

 (ニ) その他の安全設計 

(１) 放射性物質の移動に対する考慮 

③ 臨界防止 

ａ．核燃料物質を移動する場合には，搬送装

置又は手作業で移動することとする。移動に

際しては，核的に安全な配置を保持するよう
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第四条 （核燃料物質の臨界防止）（11 / 14） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計 

組立施設の臨界管理のために，核燃料物質

取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを

設定することから，燃料集合体組立設備，燃

料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備，燃

料集合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷設

備の各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核

燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定

し，十分信頼性のある計算コードを使用し

て，中性子実効増倍率が0.95以下となるよう

に段数又は体数を設定する。核②-16 

 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は

下表の核的制限値以下となるようにすること

により，臨界を防止する設計とする。核②-17 

 

核②-18 

 

1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形

態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼

性のある計算コードで中性子実効増倍率が

0.95 以下となるように単一ユニットの配置等

を設定することにより，臨界を防止する設計

とする。 

核③-12 

 

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止 

1.6％以下 

ｂ．ウラン酸化物 

ウラン中のウラン－235 含有率  

天然ウラン中の含有率以下 

ウラン燃料棒として５％以下核□1  

 

(４) 主要な核的制限値 

① 単一ユニット 

組立施設の臨界管理のために，核

燃料物質取扱い上の一つの単位とな

る単一ユニットを設定する。単一ユ

ニットの核的制限値は，取り扱う核

燃料物質の形態に応じ，裕度ある条

件を設定し，十分信頼性のある計算

コードを使用して，中性子実効増倍

率が0.95以下となるように段数又は

体数を設定する。核②-16 

 

 

 

各単一ユニットでの核燃料物質の取

扱量は下表の核的制限値以下となるよ

うにする。核②-17 

 

核②-18 

 

② 複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物

質の形態に応じ，裕度ある条件を設定

し，十分信頼性のある計算コードで中

性子実効増倍率が 0.95 以下となるよう

に単一ユニットの配置等を設定する。

核③-12 

 

 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 

に定めた通路を移動する設計とする。核◇4  

ｂ．核燃料物質の移動に当たっては，搬送先

の単一ユニット内に存在するＰｕ＊質量又は

ウラン燃料棒の本数と搬送物のＰｕ＊質量又

はウラン燃料棒の本数の合計が核的制限値以

下であることを確認し，単一ユニット内に搬

入する設計とする。核◇4  

ｃ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と

臨界管理用計算機の情報に基づき，質量管理

又は本数管理の実施状況を監視する。また，

運転管理担当者は，Ｐｕ＊質量又はウラン燃

料棒の本数の確認結果と搬送予定に基づき，

核燃料物質の単一ユニットへの搬入の可否判

断を行うとともに，工程の運転状況を監視す

る。核◇4  

ｄ．混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，

構造的に核的制限値以下の体数でしか取り扱

えない搬送装置で移動する設計とする。核◇4  

ｅ．単一ユニットに核燃料物質を搬送装置で

移動する場合には，動力が喪失したときに，

搬送装置の移動を停止し，取扱中の核燃料物

質を保持できる設計とする。核◇4  

ｆ．バッグアウトした核燃料物質を台車等に

より移動する際は，誤搬送を防止する対策を

講ずるとともに，必要に応じ他の核燃料物質

との間隔を維持する対策を講ずる。核◇4  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第四条 （核燃料物質の臨界防止）（14 / 14） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 

核②-24 

 

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形

態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼

性のある計算コードで中性子実効増倍率が

0.95 以下となるように単一ユニットの配置等

を設定することにより，臨界を防止する設計

とする。核③-14，15 

 

核②-24 

 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料

物質の形態に応じ，裕度ある条件を

設定し，十分信頼性のある計算コー

ドで中性子実効増倍率が 0.95 以下と

なるように単一ユニットの配置等を

設定する。核③-15 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四条（核燃料物質の臨界防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

核① 核燃料物質の臨界防止 技術基準の要求を受けている内容 
１項 

２項 
－ a 

核② 単一ユニットの臨界安全設計 技術基準の要求を受けている内容 １項 － a 

核③ 複数ユニットの臨界安全設計 技術基準の要求を受けている内容 ２項 － a,b,c 

核④ 核的制限値の維持及び管理 技術基準の要求を受けている内容 １項 － a 

核⑤ 
臨界事故を防止するために必

要な設備 
技術基準の要求を受けている内容 ３項 － a,d 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

核□1  核燃料物質の種類 
臨界評価に関わる事項であることから，添付書類に記載

する。 
a 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

核◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と重複する内容で

あるため、記載しない。 
－ 

核◇2  
単一ユニットの臨界安全設計

に係る詳細説明 

単一ユニットの臨界安全設計に係る基本設計方針の詳細

説明項目であることから，添付書類に記載する。 
a 

核◇3  
複数ユニットの臨界安全設計

に係る詳細説明 

複数ユニットの臨界安全設計に係る基本設計方針の詳細

説明項目であることから，添付書類に記載する。 
a 

核◇4  
核的制限値の維持及び管理に

係る詳細説明 

核的制限値の維持及び管理に係る基本設計方針の詳細説

明項目であることから，添付書類に記載する。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

b Ⅲ 耐震性に関する説明書 

c Ⅴ－１－１－10 搬送設備に関する説明書 

d Ⅴ－１－１－11 警報設備等に関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

1. 核燃料物質の臨界防止
1.1 安全機能を有する施設の臨界防止
1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計
MOX燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要な工程を乾式で構成す
る設計とする。
安全機能を有する施設は，通常時に予想される機械若しくは器具の単一の
故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合におい
ても，核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう以下の設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
核燃料物質の臨界防止に関する設計の基本方針
臨界安全設計（単一ユニット，複数ユニット）の
考え方について，説明する。

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －
Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
核燃料物質の臨界防止に関する設
計の基本方針
臨界安全設計（単一ユニット，複
数ユニット）の考え方について，
説明する。

2

(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プルトニウム富化度60％以下，
プルトニウム中のプルトニウム－240含有率17％以上及びウラン中のウラン
－235含有率1.6％以下のウラン・プルトニウム混合酸化物，ウラン中のウ
ラン－235含有率5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化ウラン並びに標
準試料及び分析試料であり，このうちウラン・プルトニウム混合酸化物，
濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱う設備・機器に対して単一ユ
ニット，複数ユニットを設定し，臨界管理を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.1 臨界管理の対象とする核燃料物質】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.1 臨界管理の対象とする核燃料物質】
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の性状，取
扱単位及び形態を説明する。

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.1 臨界管理の対象とする核燃
料物質】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.1 臨界管理の対象とする核燃
料物質】
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料
物質の性状，取扱単位及び形態を
説明する。

3

(2) 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，核的制
限値(臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値)を設定する。
単一ユニットについては，技術的にみて想定されるいかなる場合でも臨界
を防止するために，形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プルトニウム
富化度等の制限及び中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せによって核
的に制限することにより臨界を防止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

機能要求② 粉末及びペレットを取り扱う工程 設計方針（単一ユニット） － － － － － 〇
燃料棒加工工程
(スタック編成設備，スタック乾燥設
備）

燃料棒加工工程
（挿入溶接設備，燃料棒解体設備）

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値
（Pu*質量)

機能要求②
燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジ
ンを取り扱う工程

設計方針（単一ユニット） － － － － － 〇
燃料棒加工工程
（燃料棒検査設備，燃料棒収容設備）

燃料棒加工工程
（燃料棒検査設備）
燃料集合体組立工程
（燃料集合体組立設備）

＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値（寸
法,段数,中性子吸
収材寸法,中性子
吸収材料（密度を
含む）

機能要求②
混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を
取り扱う工程

設計方針（単一ユニット） － － － － － 〇
燃料集合体組立工程
（燃料集合体組立工程搬送設備）

燃料集合体組立工程
（燃料集合体組立設備，燃料集合体洗
浄検査設備等）

＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値（体
数）

機能要求② ウラン燃料棒を取り扱う工程 設計方針（単一ユニット） － － － － － 〇 － ウラン燃料棒収容装置（貯蔵施設）

＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値（本
数）

機能要求② 分析設備 設計方針（単一ユニット） － － － － － 〇 － 分析設備

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
・核的制限値
（Pu*質量）

添付書類 説明内容
第1回申請 第２回申請

添付書類 構成
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】
・単一ユニットの臨界安全の考え
方を説明する。
・単一ユニットの設定及び核的制
限値の設定の考え方を説明する。

燃料棒，貯蔵マガジン及び組立
マガジンを取り扱う工程に係る単
一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する。

ウラン燃料棒を取り扱う工程
⇒設備・機器に設定する。

分析設備
⇒グローブボックスに設定する。

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】
・単一ユニットの臨界安全の考え方を説明する。
・単一ユニットの設定及び核的制限値の設定の考
え方を説明する。

粉末及びペレットを取り扱う工程に係る単一ユ
ニットの設定
⇒グローブボックス，焼結炉等に設定する。

燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り
扱う工程に係る単一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する。

混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う
工程に係る単一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する

ウラン燃料棒を取り扱う工程
⇒設備・機器に設定する。

分析設備
⇒グローブボックスに設定する。

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のうち，その
形状寸法を制限し得るものについては，その形状寸法について適切な核的
制限値を設ける設計とする。
b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニットとしてのグローブ
ボックスについては，取り扱う核燃料物質自体の質量について適切な核的
制限値を設ける設計とする。この場合，誤操作等を考慮しても工程内の核
燃料物質が上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高いインターロッ
クにより，核的制限値以下であることが確認されなければ次の工程に進め
ない設計とする。
c. 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料物質が
入るおそれのある設備・機器についても上記a.又はb.を満足する設計とす
る。

4
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

1

1. 核燃料物質の臨界防止
1.1 安全機能を有する施設の臨界防止
1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計
MOX燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要な工程を乾式で構成す
る設計とする。
安全機能を有する施設は，通常時に予想される機械若しくは器具の単一の
故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合におい
ても，核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう以下の設計とする。

冒頭宣言

2

(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プルトニウム富化度60％以下，
プルトニウム中のプルトニウム－240含有率17％以上及びウラン中のウラン
－235含有率1.6％以下のウラン・プルトニウム混合酸化物，ウラン中のウ
ラン－235含有率5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化ウラン並びに標
準試料及び分析試料であり，このうちウラン・プルトニウム混合酸化物，
濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱う設備・機器に対して単一ユ
ニット，複数ユニットを設定し，臨界管理を行う設計とする。

冒頭宣言

3

(2) 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，核的制
限値(臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値)を設定する。
単一ユニットについては，技術的にみて想定されるいかなる場合でも臨界
を防止するために，形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プルトニウム
富化度等の制限及び中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せによって核
的に制限することにより臨界を防止する設計とする。

冒頭宣言

機能要求②

機能要求②

機能要求②

機能要求②

機能要求②

項目番
号

基本設計方針 要求種別

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のうち，その
形状寸法を制限し得るものについては，その形状寸法について適切な核的
制限値を設ける設計とする。
b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニットとしてのグローブ
ボックスについては，取り扱う核燃料物質自体の質量について適切な核的
制限値を設ける設計とする。この場合，誤操作等を考慮しても工程内の核
燃料物質が上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高いインターロッ
クにより，核的制限値以下であることが確認されなければ次の工程に進め
ない設計とする。
c. 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料物質が
入るおそれのある設備・機器についても上記a.又はb.を満足する設計とす
る。

4

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ － － － － －

〇

粉末調整工程
ペレット加工工程

粉末調整工程
ペレット加工工程
小規模試験設備

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値
（Pu*質量)

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】

・粉末及びペレットを取り扱う工
程に係る単一ユニットの設定
⇒グローブボックス，焼結炉等に
設定する。

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

〇
原料粉末受入工程
（貯蔵容器受入設備）

原料粉末受入工程
（貯蔵容器受入設備）

＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値（体
数）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】

・混合酸化物貯蔵容器を取り扱う
工程に係る単一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

第３回申請 第４回申請

第２回申請と同一

第２回申請と同一

第２回申請と同一

第２回申請と同一

第２回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類 説明内容

第1回申請 第２回申請
添付書類 構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

評価方法（単一ユニット） － － － － － 〇 －

評価条件

Ⅰ-1-4 計算機プログラム（解析コード）の概要
【2. 解析コードの概要】

【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明
する。

－ － － － － 〇 －
Ⅰ-1-4 計算機プログラム（解析
コード）の概要
【2. 解析コードの概要】

【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラ
ムの概要を説明する。

7

(3) 複数ユニットの臨界安全設計
二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，技術的にみ
て想定されるいかなる場合でも臨界を防止するために，核的に安全な配置
とした単一ユニット相互の間隔の維持及び単一ユニット相互間における中
性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより，最も厳しい状態において
も臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
・複数ユニットの臨界安全設計の考え方を説明す
る。

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】
・複数ユニットの臨界安全設計の
考え方を説明する。

8
a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等の設置又は単一
ユニット相互間の距離を確保することにより，核的に安全な配置とする設
計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

複数ユニットを設定する設備（単一ユ
ニットのグローブボックス間距離）
複数ユニットを設定する設備（貯蔵設
備の貯蔵棚間距離）
コンクリート（臨界隔離壁）

設計方針（複数ユニット）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
・単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンク
リート等の設置又は単一ユニット相互間の距離を
確保することにより，核的に安全な配置とする設
計とする。なお，ユニット相互間に核的隔離条件
である30.5cm厚さ以上の普通コンクリートがある
場合には，核的に安全な配置である。

－ － － － － 〇
燃料棒加工工程
燃料集合体組立工程
貯蔵施設

燃料棒加工工程
燃料集合体組立工程
分析設備
貯蔵施設

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
＜ラック/ピット/
棚(臨界管理)＞
・単一ユニット相
互間距離
・コンクリート厚
さ
・コンクリートま
での距離

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】
・単一ユニット相互間は，十分な
厚さのコンクリート等の設置又は
単一ユニット相互間の距離を確保
することにより，核的に安全な配
置とする設計とする。なお，ユ
ニット相互間に核的隔離条件であ
る30.5cm厚さ以上の普通コンク
リートがある場合には，核的に安
全な配置である。

核的制限値を設定する設備 評価方法（単一ユニット） － － － － － 〇
燃料棒加工工程
燃料集合体組立工程

燃料棒加工工程
燃料集合体組立工程
ウラン燃料棒収容装置（貯蔵施設）
分析設備

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】
・核的制限値の設定に関する臨界評価方法を説明
する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる核的制
限値が各単一ユニットに設定されていることを確
認することで，MOX燃料加工施設に係る各単一ユ
ニットの臨界安全設計の妥当性を評価する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・十分な安全裕度を見込んだモデルで中性子実効
増倍率を計算する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる核的制
限値が各単一ユニットに設定されていることを確
認することで，MOX燃料加工施設に係る各単一ユ
ニットの臨界安全設計の妥当性を評価する。
・計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコード及
びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデル
を示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増
倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，
使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高い
ことが立証されたものを用いる。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算
し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。

施設共通 基本設計方針6

Ⅰ-1-1 臨界安全の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価要求

5

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプルトニ
ウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材
を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の
各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕
度を見込む。

評価要求

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】
・核的制限値の設定に関する臨界
評価方法を説明する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下となる核的制限値が各単一ユ
ニットに設定されていることを確
認することで，MOX燃料加工施設に
係る各単一ユニットの臨界安全設
計の妥当性を評価する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】
・十分な安全裕度を見込んだモデ
ルで中性子実効増倍率を計算す
る。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下となる核的制限値が各単一ユ
ニットに設定されていることを確
認することで，MOX燃料加工施設に
係る各単一ユニットの臨界安全設
計の妥当性を評価する。
・計算コードシステムSCALE-4の
KENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライ
ブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用
した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対す
る中性子実効増倍率は0.95以下で
あり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

施設共通 基本設計方針 施設共通 基本設計方針

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

7

(3) 複数ユニットの臨界安全設計
二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，技術的にみ
て想定されるいかなる場合でも臨界を防止するために，核的に安全な配置
とした単一ユニット相互の間隔の維持及び単一ユニット相互間における中
性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより，最も厳しい状態において
も臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言

8
a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等の設置又は単一
ユニット相互間の距離を確保することにより，核的に安全な配置とする設
計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，
使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高い
ことが立証されたものを用いる。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算
し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。

6 評価要求

5

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプルトニ
ウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材
を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の
各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕
度を見込む。

評価要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 施設共通 基本設計方針 施設共通 基本設計方針 － － － － － － －

－ － － － － －

〇
原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程

原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程
小規模試験設備

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
・単一ユニット相
互間距離
・コンクリート厚
さ
・コンクリートま
での距離

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】
・単一ユニット相互間は，十分な
厚さのコンクリート等の設置又は
単一ユニット相互間の距離を確保
することにより，核的に安全な配
置とする設計とする。なお，ユ
ニット相互間に核的隔離条件であ
る30.5cm厚さ以上の普通コンク
リートがある場合には，核的に安
全な配置である。

〇 － 貯蔵施設(輸送容器一時保管エリア） －

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】
・外部より受け入れるウラン燃料
棒をウラン燃料棒用輸送容器の内
容器に収納して保管する際には，
核的に安全な配置とする設計とす
る。

－

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】
・核的制限値の設定に関する臨界
評価方法を説明する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下となる核的制限値が各単一ユ
ニットに設定されていることを確
認することで，MOX燃料加工施設に
係る各単一ユニットの臨界安全設
計の妥当性を評価する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】
・十分な安全裕度を見込んだモデ
ルで中性子実効増倍率を計算す
る。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下となる核的制限値が各単一ユ
ニットに設定されていることを確
認することで，MOX燃料加工施設に
係る各単一ユニットの臨界安全設
計の妥当性を評価する。
・計算コードシステムSCALE-4の
KENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライ
ブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用
した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対す
る中性子実効増倍率は0.95以下で
あり，未臨界は確保される。

第２回申請と同一

第２回申請と同一第２回申請と同一

－ －－

Ⅰ-1-1 臨界安全の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設
計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程
小規模試験設備

－〇
原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類 説明内容

第1回申請 第２回申請
添付書類 構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

評価方法（複数ユニット） － － － － － 〇 －

評価条件

Ⅰ-1-4 計算機プログラム（解析コード）の概要
【2. 解析コードの概要】

【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明
する。

－ － － － － 〇 －
Ⅰ-1-4 計算機プログラム（解析
コード）の概要
【2. 解析コードの概要】

【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラ
ムの概要を説明する。

11

(4) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
a. 核的制限値の維持・管理
核的制限値の維持・管理については，形状寸法管理及び質量管理により，
起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り
臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
設計方針（核的制限値の維
持・管理）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】
・核的制限値の維持・管理に関する考え方につい
て，説明する。

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・核的制限値の維持・管理に関す
る考え方について，説明する。

施設共通 基本設計方針 施設共通 基本設計方針

－

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
・核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も
厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及
び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算に
よる誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下であることを
確認することで，臨界設計が妥当であると評価す
る。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・十分な安全裕度を見込んだモデルで中性子実効
増倍率を計算する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下であることを
確認することで，臨界設計が妥当であると評価す
る。
・計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコード及
びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計
算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未
臨界は確保されることを説明する。

燃料棒加工工程（挿入溶接設備，燃料
棒解体設備）
分析設備
貯蔵施設

－評価方法（複数ユニット）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

施設共通 基本設計方針

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，
使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高い
ことが立証されたものを用いる。
複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算
し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となるように単一ユニットの配
置を設定する。

評価要求

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】
・核的に安全な配置を定めるに当
たっては，最も厳しい結果を与え
るよう，中性子の減速，吸収及び
反射の各条件を仮定し，かつ，測
定又は計算による誤差，誤操作等
を考慮して裕度を見込む。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下であることを確認することで，
臨界設計が妥当であると評価す
る。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・十分な安全裕度を見込んだモデ
ルで中性子実効増倍率を計算す
る。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下であることを確認することで，
臨界設計が妥当であると評価す
る。
・計算コードシステムSCALE-4の
KENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライ
ブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する
際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

－

10

－ － － 〇
燃料棒加工工程
(スタック編成設備）
貯蔵施設

9

b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよ
う，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算
による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求 複数ユニットを設定する設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

11

(4) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
a. 核的制限値の維持・管理
核的制限値の維持・管理については，形状寸法管理及び質量管理により，
起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り
臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，
使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高い
ことが立証されたものを用いる。
複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算
し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となるように単一ユニットの配
置を設定する。

評価要求10

9

b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよ
う，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算
による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 施設共通 基本設計方針 施設共通 基本設計方針 － 〇 － 施設共通 基本設計方針 －

貯蔵施設(輸送容器一時保管エリア） －〇
原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程

原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程
小規模試験設備

－ 〇 －

第２回申請と同一

第２回申請と同一

第２回申請と同一

第２回申請と同一

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】
・核的に安全な配置を定めるに当
たっては，最も厳しい結果を与え
るよう，中性子の減速，吸収及び
反射の各条件を仮定し，かつ，測
定又は計算による誤差，誤操作等
を考慮して裕度を見込む。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下であることを確認することで，
臨界設計が妥当であると評価す
る。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・十分な安全裕度を見込んだモデ
ルで中性子実効増倍率を計算す
る。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下であることを確認することで，
臨界設計が妥当であると評価す
る。
・計算コードシステムSCALE-4の
KENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライ
ブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する
際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】
・外部より受け入れるウラン燃料
棒をウラン燃料棒用輸送容器の内
容器に収納して保管する際には，
核的に安全な配置とする設計とす
る。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・十分な安全裕度を見込んだモデ
ルで中性子実効増倍率を計算す
る。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下であることを確認することで，
臨界設計が妥当であると評価す
る。
・計算コードシステムSCALE-4の
KENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライ
ブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設
計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類 説明内容

第1回申請 第２回申請
添付書類 構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

機能要求②
設置要求

燃料棒を取り扱う工程において形状寸
法管理を行う単一ユニット

設計方針（核的制限値の維
持及び管理）

－ － － － － 〇 燃料棒加工工程 燃料棒加工工程

＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値（寸
法）

機能要求②
貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り
扱う工程において形状寸法管理を行う
単一ユニット

設計方針（核的制限値の維
持及び管理）

－ － － － － 〇
燃料棒加工工程
（燃料棒検査設備，燃料棒収容設備）

燃料棒加工工程
（燃料棒検査設備）
燃料集合体組立工程
（燃料集合体組立設備）

＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値（段
数）

14

b. 単一ユニット間距離の維持
単一ユニット間距離の維持については，以下に示す設計とすることによ
り，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない
限り臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
設計方針（単一ユニット間
距離の維持）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】
・単一ユニット間距離の維持に関する考え方につ
いて，説明する。

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・単一ユニット間距離の維持に関
する考え方について，説明する。

燃料集合体組立工程
（燃料集合体組立工程搬送設備）

燃料集合体組立工程
（燃料集合体組立設備，燃料集合体洗
浄検査設備等）

＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値（体
数）

機能要求②
混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を
体数で管理する単一ユニット

設計方針（核的制限値の維
持及び管理）

－ － － －

13

(b) 質量管理
質量管理は，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するととも
に，核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質
の質量，形態等を把握する設計とする。単一ユニットへの核燃料物質の搬
送においては，核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可
されないインターロックを設ける設計とする。

機能要求①
設置要求

質量管理を行う設備
（誤搬入防止機構は，秤量器，ＩＤ番
号読取機，運転管理用計算機，臨界管
理用計算機，誤搬入防止機構（シャッ
タ）等から構成する。
誤投入防止機構は，秤量器，ＩＤ番号
読取機，運転管理用計算機，臨界管理
用計算機及び誤投入防止機構（添加剤
受入バルブ）又は誤投入防止機構（添
加剤投入バルブ）から構成する。）

設計方針（核的制限値の維
持・管理）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】
・質量管理に係る臨界管理の考え方について，説
明する。
・誤搬入防止機構，誤投入防止機構に関する構
成，機構を説明する。
・MOX燃料加工施設における核的制限値の維持及び
管理のうち計量設備である秤量器，ＩＤ番号読取
機,臨界管理用計算機，運転管理用計算機及び誤搬
入防止機構，誤投入防止機構を用いた質量管理の
システム構成について説明する。
・誤搬入防止機構、誤投入防止機構の具体的設計
を説明する。

・各設備の誤搬入防止機構，誤投入防止機構
・各設備の計量設備

・誤搬入防止機構及び誤投入防止機構の動作は，
核燃料物質の搬送元及び搬送先における臨界管理
の方法（質量・本数，形状・体数）を考慮した搬
送パターン及び添加剤投入パターンを踏まえた設
計となっていることを示す
・質量管理における核的制限値設定条件の確認に
ついて説明する。
・各搬送パターン及び添加剤投入パターンにおけ
る核的制限値設定条件の確認について説明する。 － － － － － 〇

燃料棒加工工程
(スタック編成設備)

燃料棒加工工程
（挿入溶接設備，燃料棒解体設備）
ウラン燃料棒収容装置（貯蔵施設）
分析設備

－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】
・形状寸法管理に係る臨界管理の考え方につい
て，説明する。

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・
機器の構造又は機構により核的制限値を維持する
設計とする。

混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体数で管
理する単一ユニットにおいては，構成する設備・
機器が構造的に核的制限値以下の体数でなければ
取り扱えない設計とする。

燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理を
行う単一ユニットは，単一ユニットの入口に核的
制限値以内に制限するためのゲートを設置すると
ともに，燃料棒を平板厚さに対する核的制限値以
内で取り扱うように設計する。

貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程
において形状寸法管理を行う単一ユニットは，貯
蔵マガジン及び組立マガジンを積み重ねて取り扱
うことのない機構とする。

－ 〇

12

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・形状寸法管理に係る臨界管理の
考え方について，説明する。

形状寸法管理は，核燃料物質を
取り扱う設備・機器の構造又は機
構により核的制限値を維持する設
計とする。

混合酸化物貯蔵容器及び燃料集
合体を体数で管理する単一ユニッ
トにおいては，構成する設備・機
器が構造的に核的制限値以下の体
数でなければ取り扱えない設計と
する。

燃料棒を取り扱う工程において
形状寸法管理を行う単一ユニット
は，単一ユニットの入口に核的制
限値以内に制限するためのゲート
を設置するとともに，燃料棒を平
板厚さに対する核的制限値以内で
取り扱うように設計する。

貯蔵マガジン及び組立マガジン
を取り扱う工程において形状寸法
管理を行う単一ユニットは，貯蔵
マガジン及び組立マガジンを積み
重ねて取り扱うことのない機構と
する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・質量管理に係る臨界管理の考え
方について，説明する。
・誤搬入防止機構，誤投入防止機
構に関する構成，機構を説明す
る。
・MOX燃料加工施設における核的制
限値の維持及び管理のうち計量設
備である秤量器，ＩＤ番号読取機,
臨界管理用計算機，運転管理用計
算機及び誤搬入防止機構，誤投入
防止機構を用いた質量管理のシス
テム構成について説明する。
・誤搬入防止機構、誤投入防止機
構の具体的設計を説明する。

・各設備の誤搬入防止機構，誤
投入防止機構

・各設備の計量設備
・誤搬入防止機構及び誤投入防止
機構の動作は，核燃料物質の搬送
元及び搬送先における臨界管理の
方法（質量・本数，形状・体数）
を考慮した搬送パターン及び添加
剤投入パターンを踏まえた設計と
なっていることを示す
・質量管理における核的制限値設
定条件の確認について説明する。
・各搬送パターン及び添加剤投入
パターンにおける核的制限値設定
条件の確認について説明する。

(a) 形状寸法管理
形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により
核的制限値を維持する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

機能要求②
設置要求

機能要求②

14

b. 単一ユニット間距離の維持
単一ユニット間距離の維持については，以下に示す設計とすることによ
り，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない
限り臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言

機能要求②

13

(b) 質量管理
質量管理は，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するととも
に，核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質
の質量，形態等を把握する設計とする。単一ユニットへの核燃料物質の搬
送においては，核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可
されないインターロックを設ける設計とする。

機能要求①
設置要求

12
(a) 形状寸法管理
形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により
核的制限値を維持する設計とする。

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － －〇
原料粉末受入工程
（貯蔵容器受入設備）

原料粉末受入工程
（貯蔵容器受入設備）

＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値（体
数）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
形状寸法管理に係る臨界管理の考
え方について，説明する。
・形状寸法管理は，核燃料物質を
取り扱う設備・機器の構造又は機
構により核的制限値を維持する設
計とする。
・混合酸化物貯蔵容器を体数で管
理する単一ユニットにおいては，
構成する設備・機器が構造的に核
的制限値以下の体数でなければ取
り扱えない設計とする。

－ － －

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・質量管理に係る臨界管理の考え
方について，説明する。
・誤搬入防止機構，誤投入防止機
構に関する構成，機構を説明す
る。
・MOX燃料加工施設における核的制
限値の維持及び管理のうち計量設
備である秤量器，ＩＤ番号読取機,
臨界管理用計算機，運転管理用計
算機及び誤搬入防止機構，誤投入
防止機構を用いた質量管理のシス
テム構成について説明する。
・誤搬入防止機構、誤投入防止機
構の具体的設計を説明する。

・各設備の誤搬入防止機構，誤
投入防止機構

・各設備の計量設備
・誤搬入防止機構及び誤投入防止
機構の動作は，核燃料物質の搬送
元及び搬送先における臨界管理の
方法（質量・本数，形状・体数）
を考慮した搬送パターン及び添加
剤投入パターンを踏まえた設計と
なっていることを示す
・質量管理における核的制限値設
定条件の確認について説明する。
・各搬送パターン及び添加剤投入
パターンにおける核的制限値設定
条件の確認について説明する。

〇

粉末調整工程
ペレット加工工程
計量設備（秤量器，ＩＤ番号読取機）

粉末調整工程
ペレット加工工程
小規模試験設備
計量設備（運転管理用計算機，臨界管
理用計算機）

－ －－ －

第２回申請と同一 第２回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類 説明内容

第1回申請 第２回申請
添付書類 構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16
また，核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件において容易に変形
しない構造材を用いる設計とする。

機能要求② 核燃料物質を取り扱う容器
設計方針（単一ユニット間
距離の維持）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件
において容易に変形しない構造材を用いる設計と
する。

－ － － － － 〇 貯蔵施設の容器 貯蔵施設の容器
＜運搬・製品容器
(臨界管理)＞
・主要材料

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

核燃料物質を取り扱う容器は，
通常の取扱条件において容易に変
形しない構造材を用いる設計とす
る。

17

(b) 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ処理)施設においては，核燃
料物質を次の工程に移動させようとしても，核燃料物質を受け入れる工程
が核的制限値を満足する状態にならなければ，移動することができない設
計とする。

機能要求①
核燃料物質を不連続的に取り扱う
（バッチ処理）施設
(質量管理を行う設備）

設計方針（単一ユニット間
距離の維持）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】
・バッチ処理における核燃料物質の次工程への移
動について核的制限値を満足する状態にならなけ
れば，移動できない設計を説明する。

－ － － － － 〇
燃料棒加工工程
(スタック編成設備）

燃料棒加工工程
（挿入溶接設備，燃料棒解体設備）
ウラン燃料棒収容装置（貯蔵施設）
分析設備

－
Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・バッチ処理における核燃料物質
の次工程への移動について核的制
限値を満足する状態にならなけれ
ば，移動できない設計を説明す
る。

18
(c) 単一ユニット間距離を維持するため，核燃料物質を搬送するための動
力の供給が停止した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構によ
り，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計とする。

機能要求① 核燃料物質を搬送する機器
設計方針（単一ユニット間
距離の維持）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】
・核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止
した場合，搬送中の核燃料物質を安全に保持する
設計を説明する。

Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明書
・搬送中の核燃料物質の具体的な保持方法を示
す。 － － － － － 〇

燃料棒加工工程
燃料集合体組立工程
貯蔵施設

燃料棒加工工程
燃料集合体組立工程
分析設備
貯蔵施設

－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明
書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・核燃料物質を搬送するための動
力の供給が停止した場合，搬送中
の核燃料物質を安全に保持する設
計を説明する。

Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明
書
・搬送中の核燃料物質の具体的な
保持方法を示す。

15

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用
している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構造強度を持
つ構造材を用いて固定する設計とする。なお，固定することが困難な設
備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔を維持する
ための剛構造物を取り付ける又は移動範囲を制限する設計とする。

機能要求② 核燃料物質を収納する設備・機器
設計方針（単一ユニット間
距離の維持）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】

Ⅰ-1-5 臨界安全設計に係る耐震設計
【4. 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備に要求される機能及び機能維持の方針】
【4.2 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の機能維持の基本方針】
【4.2.1 地震時に単一ユニット間距離の確保が必
要な設備の機能維持の基本方針】

Ⅲ 耐震性に関する説明書
Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の耐震性に関する説明書

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット
間距離の維持】
・通常時に作用している荷重に対して発生する変
形が過大とならないように構造強度を持つ構造材
を用いて固定することを説明する。

Ⅰ-1-5 臨界安全設計に係る耐震設計
【4. 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備に要求される機能及び機能維持の方針】
【4.2 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の機能維持の基本方針】
【4.2.1 地震時に単一ユニット間距離の確保が必
要な設備の機能維持の基本方針】
・地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設
備については，基準地震動Ｓｓに対して，複数ユ
ニットにおける単一ユニット相互間距離を維持で
きるよう構造強度を確保するとともに，変位及び
変形を許容値内に維持することで臨界防止機能を
維持できる設計とする。

Ⅲ 耐震性に関する説明書
Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の耐震性に関する説明書
「I-1-5 臨界安全設計に係る耐震設計」に基づ
き，地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な
設備の基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震
計算を説明する。

－ － － － － 〇
燃料棒加工工程
燃料集合体組立工程
貯蔵施設

燃料棒加工工程
燃料集合体組立工程
分析設備
貯蔵施設

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理＞
＜ラック/ピット/
棚(臨界管理)＞

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

Ⅰ-1-5 臨界安全設計に係る耐震
設計
【4. 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備に要求され
る機能及び機能維持の方針】
【4.2 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備の機能維持
の基本方針】
【4.2.1 地震時に単一ユニット間
距離の確保が必要な設備の機能維
持の基本方針】

Ⅲ 耐震性に関する説明書
Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備の耐震性に
関する説明書

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・通常時に作用している荷重に対
して発生する変形が過大とならな
いように構造強度を持つ構造材を
用いて固定することを説明する。

Ⅰ-1-5 臨界安全設計に係る耐震
設計
【4. 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備に要求され
る機能及び機能維持の方針】
【4.2 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備の機能維持
の基本方針】
【4.2.1 地震時に単一ユニット間
距離の確保が必要な設備の機能維
持の基本方針】
・地震時に単一ユニット間距離の
確保が必要な設備については，基
準地震動Ｓｓに対して，複数ユ
ニットにおける単一ユニット相互
間距離を維持できるよう構造強度
を確保するとともに，変位及び変
形を許容値内に維持することで臨
界防止機能を維持できる設計とす
る。

Ⅲ 耐震性に関する説明書
Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備の耐震性に
関する説明書
「I-1-5 臨界安全設計に係る耐震
設計」に基づき，地震時に単一ユ
ニット間距離の確保が必要な設備
の基準地震動Ｓｓによる地震力に
対する耐震計算を説明する。
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別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

16
また，核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件において容易に変形
しない構造材を用いる設計とする。

機能要求②

17

(b) 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ処理)施設においては，核燃
料物質を次の工程に移動させようとしても，核燃料物質を受け入れる工程
が核的制限値を満足する状態にならなければ，移動することができない設
計とする。

機能要求①

18
(c) 単一ユニット間距離を維持するため，核燃料物質を搬送するための動
力の供給が停止した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構によ
り，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計とする。

機能要求①

15

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用
している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構造強度を持
つ構造材を用いて固定する設計とする。なお，固定することが困難な設
備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔を維持する
ための剛構造物を取り付ける又は移動範囲を制限する設計とする。

機能要求②

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－ － － － － － 〇
貯蔵施設の容器
(混合酸化物貯蔵容器，粉末缶)

－
＜運搬・製品容器
(臨界管理)＞
・主要材料

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

核燃料物質を取り扱う容器は，
通常の取扱条件において容易に変
形しない構造材を用いる設計とす
る。

〇
粉末調整工程
ペレット加工工程

粉末調整工程
ペレット加工工程
小規模試験設備

－
Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・バッチ処理における核燃料物質
の次工程への移動について核的制
限値を満足する状態にならなけれ
ば，移動できない設計を説明す
る。

－ － － － － －

〇
原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程

原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程
小規模試験設備

－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明
書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・核燃料物質を搬送するための動
力の供給が停止した場合，搬送中
の核燃料物質を安全に保持する設
計を説明する。

Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明
書
・搬送中の核燃料物質の具体的な
保持方法を示す。

－ － － － － －

原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程

原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程
小規模試験設備

〇

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】

Ⅰ-1-5 臨界安全設計に係る耐震
設計
【4. 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備に要求され
る機能及び機能維持の方針】
【4.2 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備の機能維持
の基本方針】
【4.2.1 地震時に単一ユニット間
距離の確保が必要な設備の機能維
持の基本方針】

Ⅲ 耐震性に関する説明書
Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備の耐震性に
関する説明書

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及
び単一ユニット間距離の維持】
・通常時に作用している荷重に対
して発生する変形が過大とならな
いように構造強度を持つ構造材を
用いて固定することを説明する。

Ⅰ-1-5 臨界安全設計に係る耐震
設計
【4. 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備に要求され
る機能及び機能維持の方針】
【4.2 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備の機能維持
の基本方針】
【4.2.1 地震時に単一ユニット間
距離の確保が必要な設備の機能維
持の基本方針】
・地震時に単一ユニット間距離の
確保が必要な設備については，基
準地震動Ｓｓに対して，複数ユ
ニットにおける単一ユニット相互
間距離を維持できるよう構造強度
を確保するとともに，変位及び変
形を許容値内に維持することで臨
界防止機能を維持できる設計とす
る。

Ⅲ 耐震性に関する説明書
Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距
離の確保が必要な設備の耐震性に
関する説明書
「I-1-5 臨界安全設計に係る耐震
設計」に基づき，地震時に単一ユ
ニット間距離の確保が必要な設備
の基準地震動Ｓｓによる地震力に
対する耐震計算を説明する。

－ － － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類 説明内容

第1回申請 第２回申請
添付書類 構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

19

(5) 臨界事故を防止するために必要な設備
臨界事故を防止するために必要な設備として臨界の発生を検知することが
できる設備を設置する設計とする。
臨界を検知する設備の設計方針については，第１章 共通項目の「8.5 警
報設備等」に示す。

設置要求
臨界事故を防止するために必要な設備

設計方針（臨界事故を防止
するために必要な設備）

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.5 臨界事故を防止するために必要な設備】

Ⅴ-１-１-11 警報設備等に関する説明書

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.5 臨界事故を防止するために必要な設備】
臨界検知用ガスモニタを設けることを説明する。

Ⅴ-１-１-11 警報設備等に関する説明書
臨界検知用ガスモニタの基本方針を説明する。

－ － － － － － － － － － －

－－－－－－－－－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】
・成形施設の単一ユニットの臨界安全設計につい
て説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・成形施設の単一ユニットの臨界評価方法につい
て説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデル
を示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増
倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（単一ユニット）成形施設
機能要求②
評価要求

1.1.2 成形施設の臨界防止
1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計
成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単
一ユニットを設定することから，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料
粉末受払設備，原料MOX粉末缶取出設備，一次混合設備，二次混合設備，分
析試料採取設備，スクラップ処理設備，圧縮成形設備，焼結設備，研削設
備，ペレット検査設備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・機器に
設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度あ
る条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増
倍率が0.95以下となるように体数又は質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

20

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】
・成形施設の複数ユニットの臨界安全設計につい
て説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・成形施設の複数ユニットの臨界評価方法につい
て説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計
算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未
臨界は確保されることを説明する。

Ⅰ-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（複数ユニット）成形施設
機能要求②
評価要求

1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるよ
うに単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計と
する。

－－－－－－－ － －－ －

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】
・被覆施設の単一ユニットの臨界
安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】
・被覆施設の単一ユニットの臨界
評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用
した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対す
る中性子実効増倍率は0.95以下で
あり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値
（Pu*質量)

＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値（寸
法,段数,中性子吸
収材寸法,中性子
吸収材料（密度を
含む）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】
・被覆施設の単一ユニットの臨界安全設計につい
て説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・被覆施設の単一ユニットの臨界評価方法につい
て説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデル
を示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増
倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（単一ユニット） －－－－－

被覆施設
燃料棒加工工程
（挿入溶接設備，燃料棒解体設備，燃
料棒検査設備）

被覆施設
燃料棒加工工程
(スタック編成設備，スタック乾燥設
備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設
備）

〇

21

機能要求②
評価要求

1.1.3 被覆施設の臨界防止
1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計
被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単
一ユニットを設定することから，単一ユニットは，スタック編成設備，ス
タック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び燃
料棒解体設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度あ
る条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増
倍率が0.95以下となるように質量，平板厚さ又は段数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

22 被覆施設
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項目番
号

基本設計方針 要求種別

19

(5) 臨界事故を防止するために必要な設備
臨界事故を防止するために必要な設備として臨界の発生を検知することが
できる設備を設置する設計とする。
臨界を検知する設備の設計方針については，第１章 共通項目の「8.5 警
報設備等」に示す。

設置要求

機能要求②
評価要求

1.1.2 成形施設の臨界防止
1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計
成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単
一ユニットを設定することから，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料
粉末受払設備，原料MOX粉末缶取出設備，一次混合設備，二次混合設備，分
析試料採取設備，スクラップ処理設備，圧縮成形設備，焼結設備，研削設
備，ペレット検査設備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・機器に
設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度あ
る条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増
倍率が0.95以下となるように体数又は質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

20

機能要求②
評価要求

1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるよ
うに単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計と
する。

21

機能要求②
評価要求

1.1.3 被覆施設の臨界防止
1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計
被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単
一ユニットを設定することから，単一ユニットは，スタック編成設備，ス
タック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び燃
料棒解体設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度あ
る条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増
倍率が0.95以下となるように質量，平板厚さ又は段数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

22

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 －
警報関連設備
（臨界検知用ガスモニタ）

－

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.5 臨界事故を防止するために
必要な設備】

Ⅴ-１-１-11 警報設備等に関する
説明書

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.5 臨界事故を防止するために
必要な設備】
臨界検知用ガスモニタを設けるこ
とを説明する。

Ⅴ-１-１-11 警報設備等に関する
説明書
臨界検知用ガスモニタの基本方針
を説明する。

－ － － － － －

－－－－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】
・成形施設の単一ユニットの臨界
安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】
・成形施設の単一ユニットの臨界
評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用
した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対す
る中性子実効増倍率は0.95以下で
あり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値（体
数）

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値
（Pu*質量)

成形施設
粉末調整工程
原料粉末受入工程（洞道搬送台車）
ペレット加工工程
小規模試験設備

成形施設
原料粉末受入工程（貯蔵容器受入設
備）
粉末調整工程
ペレット加工工程

〇

成形施設
原料粉末受入工程
粉末調整工程
小規模試験設備

成形施設
原料粉末受入工程
粉末調整工程
ペレット加工工程

〇 －－

－－－－－－－－－－

－－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】
・成形施設の複数ユニットの臨界
安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・成形施設の複数ユニットの臨界
評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する
際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

Ⅰ-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
・単一ユニット相
互間距離
・コンクリート厚
さ
・コンクリートま
での距離

－－
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説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類 説明内容

第1回申請 第２回申請
添付書類 構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】
・組立施設の単一ユニットの臨界
安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】
・組立施設の単一ユニットの臨界
評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用
した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対す
る中性子実効増倍率は0.95以下で
あり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値（体
数）

－－

－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】
・被覆施設の複数ユニットの臨界安全設計につい
て説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・被覆施設の複数ユニットの臨界評価方法につい
て説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計
算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未
臨界は確保されることを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（複数ユニット）
被覆施設
燃料棒加工工程（挿入溶接設備，燃料
棒解体設備）

－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】
・被覆施設の複数ユニットの臨界
安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・被覆施設の複数ユニットの臨界
評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する
際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
＜ラック/ピット/
棚(臨界管理)＞
・単一ユニット相
互間距離
・コンクリート厚
さ
・コンクリートま
での距離

被覆施設
燃料棒加工工程
(スタック編成設備）

〇－

－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】
・組立施設の単一ユニットの臨界安全設計につい
て説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・組立施設の単一ユニットの臨界評価方法につい
て説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデル
を示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増
倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】
・組立施設の複数ユニットの臨界
安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・組立施設の複数ユニットの臨界
評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する
際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
＜ラック/ピット/
棚(臨界管理)＞
・単一ユニット相
互間距離
・コンクリート厚
さ
・コンクリートま
での距離

組立施設
燃料集合体組立工程
（燃料集合体組立設備，燃料集合体洗
浄検査設備等）

組立施設
組立施設
燃料集合体組立工程
（燃料集合体組立工程搬送設備）

〇－

組立施設
燃料集合体組立工程

〇－－

－

－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】
・組立施設の複数ユニットの臨界安全設計につい
て説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・組立施設の複数ユニットの臨界評価方法につい
て説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計
算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未
臨界は確保されることを説明する。

25

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（複数ユニット）組立施設
機能要求②
評価要求

1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるよ
うに単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計と
する。

1.1.4 組立施設の臨界防止
1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計
組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単
一ユニットを設定することから，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設
備，燃料集合体検査設備，燃料集合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷設
備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度あ
る条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増
倍率が0.95以下となるように段数又は体数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

24

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（単一ユニット）組立施設
機能要求②
評価要求

被覆施設
機能要求②
評価要求

1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるよ
うに単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計と
する。

23
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25
機能要求②
評価要求

1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるよ
うに単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計と
する。

1.1.4 組立施設の臨界防止
1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計
組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単
一ユニットを設定することから，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設
備，燃料集合体検査設備，燃料集合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷設
備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度あ
る条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増
倍率が0.95以下となるように段数又は体数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

24
機能要求②
評価要求

機能要求②
評価要求

1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるよ
うに単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計と
する。

23

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－

－－－－－－－－－－－－

－－－－－

－－－－ － －

－－－－－－－

－－－－－
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説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類 説明内容

第1回申請 第２回申請
添付書類 構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

－－－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨界安全設計】
・貯蔵施設の複数ユニットの臨界安全設計につい
て説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・貯蔵施設の複数ユニットの臨界評価方法につい
て説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計
算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未
臨界は確保されることを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨
界安全設計】
・貯蔵施設の複数ユニットの臨界
安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・貯蔵施設の複数ユニットの臨界
評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する
際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨
界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
＜ラック/ピット/
棚(臨界管理)＞
・単一ユニット相
互間距離
・コンクリート厚
さ
・コンクリートま
での距離

貯蔵施設貯蔵施設
〇

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安
全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設
備の単一ユニットの臨界安全設計
について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】
・核燃料物質の検査設備の分析設
備の単一ユニットの臨界評価方法
について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用
した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対す
る中性子実効増倍率は0.95以下で
あり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安
全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値
（Pu*質量)

分析設備分析設備－

－－－－－－－－

〇－

－－－

－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設備の単一ユニッ
トの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・核燃料物質の検査設備の分析設備の単一ユニッ
トの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデル
を示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増
倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
・実験設備の小規模試験設備の単一ユニットの臨
界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・実験設備の小規模試験設備の単一ユニットの臨
界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデル
を示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増
倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（単一ユニット）

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（複数ユニット）

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止
1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の検査設備の分析設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い
上の一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限
値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信
頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるよ
うに質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

27

貯蔵施設
機能要求②
評価要求

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止
1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計
貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯蔵単位の集合を複数
ユニットとし，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以
下となるように配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。
貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保
管設備，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設
備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚及び燃料
集合体貯蔵設備とする。
なお，燃料棒貯蔵設備のうち，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒
収容装置には，臨界管理のために単一ユニットを設定する。

26

28

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（単一ユニット）小規模試験設備
機能要求②
評価要求

実験設備の小規模試験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一
つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，
取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性の
ある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質
量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

分析設備
機能要求②
評価要求
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1.1.6 その他の加工施設の臨界防止
1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の検査設備の分析設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い
上の一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限
値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信
頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるよ
うに質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

27

機能要求②
評価要求

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止
1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計
貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯蔵単位の集合を複数
ユニットとし，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以
下となるように配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。
貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保
管設備，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設
備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚及び燃料
集合体貯蔵設備とする。
なお，燃料棒貯蔵設備のうち，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒
収容装置には，臨界管理のために単一ユニットを設定する。

26

28
機能要求②
評価要求

実験設備の小規模試験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一
つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，
取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性の
ある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質
量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるよ
うにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－－－ －－－－－－－－－

－－－ －－－－－－－－－

－－－－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安
全設計】
・実験設備の小規模試験設備の単
一ユニットの臨界安全設計につい
て説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】
・実験設備の小規模試験設備の単
一ユニットの臨界評価方法につい
て説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用
した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対す
る中性子実効増倍率は0.95以下で
あり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安
全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
・核的制限値
（Pu*質量)

小規模試験設備－〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類 説明内容

第1回申請 第２回申請
添付書類 構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設備及び実験設備
の小規模試験設備の複数ユニットの臨界安全設計
について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・核燃料物質の検査設備の分析設備及び実験設備
の小規模試験設備の複数ユニットの臨界評価方法
について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計
算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未
臨界は確保されることを説明する。 －－－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安
全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設
備及び実験設備の小規模試験設備
の複数ユニットの臨界安全設計に
ついて説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・核燃料物質の検査設備の分析設
備及び実験設備の小規模試験設備
の複数ユニットの臨界評価方法に
ついて説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する
際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安
全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
＜ラック/ピット/
棚(臨界管理)＞
・単一ユニット相
互間距離
・コンクリート厚
さ
・コンクリートま
での距離

分析設備分析設備〇

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算
書
【2. 計算モデル及び計算結果】

評価方法（複数ユニット）
小規模試験設備
分析設備

機能要求②
評価要求

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95 以下となるよ
うに単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計と
する。

29
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

機能要求②
評価要求

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95 以下となるよ
うに単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計と
する。

29

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

・「説明対象」について

小規模試験設備－〇 －－－－－－

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安
全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設
備及び実験設備の小規模試験設備
の複数ユニットの臨界安全設計に
ついて説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】
・核燃料物質の検査設備の分析設
備及び実験設備の小規模試験設備
の複数ユニットの臨界評価方法に
ついて説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する
際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下
となるので，未臨界は確保される
ことを説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の
設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安
全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
＜ラック/ピット/
棚(臨界管理)＞
・単一ユニット相
互間距離
・コンクリート厚
さ
・コンクリートま
での距離
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基本設計方針の添付書類への展開
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載 補足すべき事項

1

1. 核燃料物質の臨界防止
1.1 安全機能を有する施設の臨界防止
1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計
MOX燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要な工程を乾式で構成する設計とする。
安全機能を有する施設は，通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合においても，核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう以下の設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針 【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
核燃料物質の臨界防止に関する設計の基本方針
臨界安全設計（単一ユニット，複数ユニット）の考え方について，説明
する。

※補足すべき事項の対象なし

2

(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プルトニウム富化度60％以下，プルトニウム中のプルトニウム－240含有率17％以上及びウラン中のウラン－235含有率1.6％以下のウラン・プルトニウム混合酸化物，ウラン中のウ
ラン－235含有率5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化ウラン並びに標準試料及び分析試料であり，このうちウラン・プルトニウム混合酸化物，濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱う設備・機器に対して単一ユ
ニット，複数ユニットを設定し，臨界管理を行う設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.1 臨界管理の対象とする核燃料物質

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.1 臨界管理の対象とする核燃料物質】
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の性状，取扱単位及び形態を説
明する。 ※補足すべき事項の対象なし

3

(2) 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，核的制限値(臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値)を設定する。単一ユニットについては，技術的にみて想定されるいかなる場合でも臨界を
防止するために，形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プルトニウム富化度等の制限及び中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せによって核的に制限することにより臨界を防止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.2 単一ユニットの臨界安全設計

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】
・単一ユニットの臨界安全の考え方を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

5

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の各
条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求
核的制限値を設定
する設備

評価方法 単一ユ
ニット）

6

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。

評価要求
施設共通 基本設
計方針

評価方法 単一ユ
ニット）

機能要求②
粉末及びペレット
を取り扱う工程

設計方針 単一ユ
ニット）

機能要求②

燃料棒，貯蔵マガ
ジン及び組立マガ
ジンを取り扱う工
程

設計方針 単一ユ
ニット）

機能要求②
混合酸化物貯蔵容
器及び燃料集合体
を取り扱う工程

設計方針 単一ユ
ニット）

機能要求②
ウラン燃料棒を取
り扱う工程

設計方針 単一ユ
ニット）

機能要求② 分析設備
設計方針 単一ユ
ニット）

6

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。

評価要求
施設共通 基本設
計方針

評価方法 単一ユ
ニット）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.2 単一ユニットの臨界安全設計
(2) 単一ユニットにおける臨界安全設計の妥当性評価

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】
【(2) 単一ユニットにおける臨界安全設計の妥当性評価】
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる核的制限値が各単一ユニット
に設定されていることを確認することで，MOX燃料加工施設に係る各単
一ユニットの臨界安全設計の妥当性を評価する。 ※補足すべき事項の対象なし

7

(3) 複数ユニットの臨界安全設計
二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，技術的にみて想定されるいかなる場合でも臨界を防止するために，核的に安全な配置とした単一ユニット相互の間隔の維持及び単一ユニット相互間における中性
子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより，最も厳しい状態においても臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.3 複数ユニットの臨界安全設計

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
・複数ユニットの臨界安全設計の考え方を説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

9
b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求
複数ユニットを設
定する設備

評価方法 複数ユ
ニット）

10
また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。 評価要求

施設共通 基本設
計方針

評価方法 複数ユ
ニット）

8 a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等の設置又は単一ユニット相互間の距離を確保することにより，核的に安全な配置とする設計とする。
機能要求②
設置要求
評価要求

複数ユニットを設
定する設備 単一
ユニットのグロー
ブボックス間距
離）
複数ユニットを設
定する設備 貯蔵
設備の貯蔵棚間距
離）
コンクリート（臨
界隔離壁）

設計方針 複数ユ
ニット）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.3 複数ユニットの臨界安全設計
(1) 複数ユニットの臨界安全の考え方
a.

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
【(1) 複数ユニットの臨界安全の考え方】
【a.】
・単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等の設置又は単一
ユニット相互間の距離を確保することにより，核的に安全な配置とする
設計とする。なお，ユニット相互間に核的隔離条件である30.5cm厚さ以
上の普通コンクリートがある場合には，核的に安全な配置である。

※補足すべき事項の対象なし

10
また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。 評価要求

施設共通 基本設
計方針

評価方法 複数ユ
ニット）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.3 複数ユニットの臨界安全設計
(2) 複数ユニットにおける臨界安全設計の妥当性評価

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
【(2) 複数ユニットにおける臨界安全設計の妥当性評価】
・中性子実効増倍率の値が0.95以下であることを確認することで，臨界
設計が妥当であると評価する。

※補足すべき事項の対象なし

11

(4) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
a. 核的制限値の維持・管理
核的制限値の維持・管理については，形状寸法管理及び質量管理により，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
設計方針 核的制
限値の維持・管
理）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
(1) 核的制限値の維持・管理

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
【(1) 核的制限値の維持・管理】
・核的制限値の維持・管理に関する考え方について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

4

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のうち，その形状寸法を制限し得るものについては，その形状寸法について適切な核的制限値を設ける設計とする。
b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニットとしてのグローブボックスについては，取り扱う核燃料物質自体の質量について適切な核的制限値を設ける設計とする。この場合，誤操作等を考慮しても工程内の核燃
料物質が上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高いインターロックにより，核的制限値以下であることが確認されなければ次の工程に進めない設計とする。
c. 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料物質が入るおそれのある設備・機器についても上記a.又はb.を満足する設計とする。

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.2 単一ユニットの臨界安全設計
(1) 単一ユニットの設定及び核的制限値設定の考え方
a. b. c.

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】
【(1) 単一ユニットの設定及び核的制限値設定の考え方】
【a.】【b.】【c.】
・単一ユニットの設定及び核的制限値の設定の考え方を説明する。

粉末及びペレットを取り扱う工程に係る単一ユニットの設定
⇒グローブボックス，焼結炉等に設定する。

燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程に係る単一ユ
ニットの設定
⇒設備・機器に設定する。

混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う工程に係る単一ユニッ
トの設定
⇒設備・機器に設定する

ウラン燃料棒を取り扱う工程
⇒設備・機器に設定する。

分析設備
⇒グローブボックスに設定する。

※補足すべき事項の対象なし

I-1-1 臨界安全設
計の基本方針

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.2 単一ユニットの臨界安全設計

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】
・核的制限値の設定に関する臨界評価方法を説明する。

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.3 複数ユニットの臨界安全設計

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
・核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよ
う，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計
算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載 補足すべき事項

機能要求②
設置要求

燃料棒を取り扱う
工程において形状
寸法管理を行う単
一ユニット

設計方針 核的制
限値の維持及び管
理）

機能要求②

貯蔵マガジン及び
組立マガジンを取
り扱う工程におい
て形状寸法管理を
行う単一ユニット

設計方針 核的制
限値の維持及び管
理）

14
b. 単一ユニット間距離の維持
単一ユニット間距離の維持については，以下に示す設計とすることにより，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
設計方針 単一ユ
ニット間距離の維
持）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
(2) 単一ユニット間距離の維持

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
【(2) 単一ユニット間距離の維持】
・単一ユニット間距離の維持に関する考え方について，説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

15
(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を用いて固定する設計とする。なお，固定することが困難な設備・
機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は移動範囲を制限する設計とする。

機能要求②
核燃料物質を収納
する設備・機器

設計方針 単一ユ
ニット間距離の維
持）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
(2) 単一ユニット間距離の維持
a.

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
【(2) 単一ユニット間距離の維持】
【a.]
・通常時に作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないよ
うに構造強度を持つ構造材を用いて固定することを説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

16 また，核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件において容易に変形しない構造材を用いる設計とする。 機能要求②
核燃料物質を取り
扱う容器

設計方針 単一ユ
ニット間距離の維
持）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
(2) 単一ユニット間距離の維持
a.

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
【(2) 単一ユニット間距離の維持】
【a.】
核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件において容易に変形し

ない構造材を用いる設計とする。
※補足すべき事項の対象なし

17
(b) 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ処理)施設においては，核燃料物質を次の工程に移動させようとしても，核燃料物質を受け入れる工程が核的制限値を満足する状態にならなければ，移動することができない設計
とする。

機能要求①

核燃料物質を不連
続的に取り扱う
（バッチ処理）施
設
(質量管理を行う設
備）

設計方針 単一ユ
ニット間距離の維
持）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
(2) 単一ユニット間距離の維持
b.

【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
【(2) 単一ユニット間距離の維持】
【b.】
・バッチ処理における核燃料物質の次工程への移動について核的制限値
を満足する状態にならなければ，移動できない設計を説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

18 (c) 単一ユニット間距離を維持するため，核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計とする。 機能要求①
核燃料物質を搬送
する機器

設計方針 単一ユ
ニット間距離の維
持）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
(2) 単一ユニット間距離の維持
c.

【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
【(2) 単一ユニット間距離の維持】
【c.】
・核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，搬送中の核
燃料物質を安全に保持する設計を説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

19

(5) 臨界事故を防止するために必要な設備
臨界事故を防止するために必要な設備として臨界の発生を検知することができる設備を設置する設計とする。
臨界を検知する設備の設計方針については，第１章 共通項目の「8.5 警報設備等」に示す。 設置要求

臨界事故を防止す
るために必要な設
備

設計方針 臨界事
故を防止するため
に必要な設備）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.5 臨界事故を防止するために必要な設備

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.5 臨界事故を防止するために必要な設備】
臨界検知用ガスモニタを設けることを説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

20

1.1.2 成形施設の臨界防止
1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計
成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料粉末受払設備，原料MOX粉末缶取出設備，一次混合設備，二次混合設備，分析
試料採取設備，スクラップ処理設備，圧縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレット検査設備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように体数又は質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

成形施設
評価方法 単一ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.1 成形施設の臨界安全設計
(1) 単一ユニットの臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】
【(1)単一ユニットの臨界安全設計】
・成形施設の単一ユニットの臨界安全設計について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

21
1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

成形施設
評価方法 複数ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.1 成形施設の臨界安全設計
(2) 複数ユニットの臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】
【(2) 複数ユニットの臨界安全設計】
・成形施設の複数ユニットの臨界安全設計について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

12
(a) 形状寸法管理
形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により核的制限値を維持する設計とする。

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
(1) 核的制限値の維持・管理
a. 形状寸法管理

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
【(1) 核的制限値の維持・管理】
【a. 形状寸法管理】
・形状寸法管理に係る臨界管理の考え方について，説明する。
形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構に

より核的制限値を維持する設計とする。
混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体数で管理する単一ユニットに

おいては，構成する設備・機器が構造的に核的制限値以下の体数でなけ
れば取り扱えない設計とする。
燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理を行う単一ユニットは，

単一ユニットの入口に核的制限値以内に制限するためのゲートを設置す
るとともに，燃料棒を平板厚さに対する核的制限値以内で取り扱うよう
に設計する。
貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程において形状寸法管理

を行う単一ユニットは，貯蔵マガジン及び組立マガジンを積み重ねて取
り扱うことのない機構とする。

機能要求②

混合酸化物貯蔵容
器及び燃料集合体
を体数で管理する
単一ユニット

設計方針（核的制
限値の維持及び管

理）

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針
2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
(1) 核的制限値の維持・管理
b. 質量管理

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
【(1) 核的制限値の維持・管理】
【b. 質量管理】
・質量管理に係る臨界管理の考え方について，説明する。
・誤搬入防止機構，誤投入防止機構に関する構成，機構を説明する。
・MOX燃料加工施設における核的制限値の維持及び管理のうち計量設備
である秤量器，ＩＤ番号読取機,臨界管理用計算機，運転管理用計算機
及び誤搬入防止機構，誤投入防止機構を用いた質量管理のシステム構成
について説明する。
・誤搬入防止機構、誤投入防止機構の具体的設計を説明する。
・各設備の誤搬入防止機構，誤投入防止機構
・各設備の計量設備

・誤搬入防止機構及び誤投入防止機構の動作は，核燃料物質の搬送元及
び搬送先における臨界管理の方法（質量・本数，形状・体数）を考慮し
た搬送パターン及び添加剤投入パターンを踏まえた設計となっているこ
とを示す
・質量管理における核的制限値設定条件の確認について説明する。
・各搬送パターン及び添加剤投入パターンにおける核的制限値設定条件
の確認について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし13
(b) 質量管理
質量管理は，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握する設計とする。単一ユニットへの核燃料物質の搬送
においては，核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可されないインターロックを設ける設計とする。

機能要求①
設置要求

質量管理を行う設
備
誤搬入防止機構

は，秤量器，ＩＤ
番号読取機，運転
管理用計算機，臨
界管理用計算機，
誤搬入防止機構
（シャッタ）等か
ら構成する。
誤投入防止機構
は，秤量器，ＩＤ
番号読取機，運転
管理用計算機，臨
界管理用計算機及
び誤投入防止機構
添加剤受入バル

ブ）又は誤投入防
止機構（添加剤投
入バルブ）から構
成する。）

設計方針 核的制
限値の維持・管
理）

I-1-1 臨界安全設
計の基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載 補足すべき事項

22

1.1.3 被覆施設の臨界防止
1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計
被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，単一ユニットは，スタック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び燃料
棒解体設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量，平板厚さ又は段数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

被覆施設
評価方法 単一ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.2 被覆施設の臨界安全設計
(1) 単一ユニットの臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】
【(1) 単一ユニットの臨界安全設計】
・被覆施設の単一ユニットの臨界安全設計について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

23
1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

被覆施設
評価方法 複数ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.2 被覆施設の臨界安全設計
(2) 複数ユニットの臨界安全設計

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】
【(2) 複数ユニットの臨界安全設計】
・被覆施設の複数ユニットの臨界安全設計について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

24

1.1.4 組立施設の臨界防止
1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計
組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備，燃料集合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷設備
の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように段数又は体数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

組立施設
評価方法 単一ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.3 組立施設の臨界安全設計
(1) 単一ユニットの臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】
【(1) 単一ユニットの臨界安全設計】
・組立施設の単一ユニットの臨界安全設計について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

25
1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

組立施設
評価方法 複数ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.3 組立施設の臨界安全設計
(2) 複数ユニットの臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】
【(2) 複数ユニットの臨界安全設計】
・組立施設の複数ユニットの臨界安全設計について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

26

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止
1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計
貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯蔵単位の集合を複数ユニットとし，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下と
なるように配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とする。
貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚及び燃料集合
体貯蔵設備とする。
なお，燃料棒貯蔵設備のうち，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置には，臨界管理のために単一ユニットを設定する。

機能要求②
評価要求

貯蔵施設
評価方法 複数ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨界安全設計
(1) 貯蔵施設の臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨界安全設計】
【(1) 貯蔵施設の臨界安全設計】
・貯蔵施設の複数ユニットの臨界安全設計について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

27

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止
1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の検査設備の分析設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼
性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

分析設備
評価方法 単一ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.5 その他の加工施設の臨界安全設計
(1) 単一ユニットの臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
【(1) 単一ユニットの臨界安全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設備の単一ユニットの臨界安全設計につ
いて説明する。

※補足すべき事項の対象なし

28
実験設備の小規模試験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のあ
る計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

小規模試験設備
評価方法 単一ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.5 その他の加工施設の臨界安全設計
(1) 単一ユニットの臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
【(1) 単一ユニットの臨界安全設計】
・実験設備の小規模試験設備の単一ユニットの臨界安全設計について説
明する。

※補足すべき事項の対象なし

29
1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

小規模試験設備
分析設備

評価方法 複数ユ
ニット）

3. 各施設における臨界防止の設計方針
3.5 その他の加工施設の臨界安全設計
(2) 複数ユニットの臨界安全設計

【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
【(2) 複数ユニットの臨界安全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設備及び実験設備の小規模試験設備の複
数ユニットの臨界安全設計について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

20

1.1.2 成形施設の臨界防止
1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計
成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料粉末受払設備，原料MOX粉末缶取出設備，一次混合設備，二次混合設備，分析
試料採取設備，スクラップ処理設備，圧縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレット検査設備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように体数又は質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

成形施設
評価方法 単一ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.1 単一ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・成形施設の単一ユニットの臨界評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

22

1.1.3 被覆施設の臨界防止
1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計
被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，単一ユニットは，スタック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び燃料
棒解体設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量，平板厚さ又は段数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

被覆施設
評価方法 単一ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.1 単一ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・被覆施設の単一ユニットの臨界評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

24

1.1.4 組立施設の臨界防止
1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計
組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備，燃料集合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷設備
の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように段数又は体数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

組立施設
評価方法 単一ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.1 単一ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・組立施設の単一ユニットの臨界評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

27

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止
1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の検査設備の分析設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼
性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

分析設備
評価方法 単一ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.1 単一ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・核燃料物質の検査設備の分析設備の単一ユニットの臨界評価方法につ
いて説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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実験設備の小規模試験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のあ
る計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

小規模試験設備
評価方法 単一ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.1 単一ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・実験設備の小規模試験設備の単一ユニットの臨界評価方法について説
明する。

※補足すべき事項の対象なし

5

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の各
条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求
核的制限値を設定
する設備

評価方法 単一ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.1 単一ユニットの臨界評価方法
(2) 計算条件

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
【(2) 計算条件】
・十分な安全裕度を見込んだモデルで中性子実効増倍率を計算する。
・計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライブラ
リを用いて計算する。

6

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。

評価要求
施設共通 基本設
計方針

評価方法 単一ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.1 単一ユニットの臨界評価方法
(4) 核的制限値の設定

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
【(4) 核的制限値の設定】
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる核的制限値が各単一ユニット
に設定されていることを確認することで，MOX燃料加工施設に係る各単
一ユニットの臨界安全設計の妥当性を評価する。

21
1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

成形施設
評価方法 複数ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.2 複数ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・成形施設の複数ユニットの臨界評価方法について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

23
1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

被覆施設
評価方法 複数ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.2 複数ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・被覆施設の複数ユニットの臨界評価方法について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

25
1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

組立施設
評価方法 複数ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.2 複数ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・組立施設の複数ユニットの臨界評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

26

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止
1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計
貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯蔵単位の集合を複数ユニットとし，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下と
なるように配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とする。
貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚及び燃料集合
体貯蔵設備とする。
なお，燃料棒貯蔵設備のうち，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置には，臨界管理のために単一ユニットを設定する。

機能要求②
評価要求

貯蔵施設
評価方法 複数ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.2 複数ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・貯蔵施設の複数ユニットの臨界評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

29
1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

小規模試験設備
分析設備

評価方法 複数ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.2 複数ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・核燃料物質の検査設備の分析設備及び実験設備の小規模試験設備の複
数ユニットの臨界評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

9
b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求
複数ユニットを設
定する設備

評価方法 複数ユ
ニット）

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.2 複数ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・十分な安全裕度を見込んだモデルで中性子実効増倍率を計算する。
・計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライブラ
リを用いて計算する。

※補足すべき事項の対象なし

I-1-1 臨界安全設
計の基本方針

Ⅰ-1-2 臨界防止
に関する計算の基
本方針

※補足すべき事項の対象なし
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10
また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。 評価要求

施設共通 基本設
計方針

評価方法 複数ユ
ニット）

Ⅰ-1-2 臨界防止
に関する計算の基
本方針

2. 臨界評価方法の基本的な考え方
2.2 複数ユニットの臨界評価方法

【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・十分な安全裕度を見込んだモデルで中性子実効増倍率を計算する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下であることを確認することで，臨界
設計が妥当であると評価する。
・計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライブラ
リを用いて計算する。

※補足すべき事項の対象なし

5

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の各
条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求
核的制限値を設定
する設備

評価方法 単一ユ
ニット）

6

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。

評価要求
施設共通 基本設
計方針

評価方法 単一ユ
ニット）

20

1.1.2 成形施設の臨界防止
1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計
成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料粉末受払設備，原料MOX粉末缶取出設備，一次混合設備，二次混合設備，分析
試料採取設備，スクラップ処理設備，圧縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレット検査設備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように体数又は質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

成形施設
評価方法 単一ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であ
り，未臨界は確保される。 ※補足すべき事項の対象なし

22

1.1.3 被覆施設の臨界防止
1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計
被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，単一ユニットは，スタック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び燃料
棒解体設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量，平板厚さ又は段数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

被覆施設
評価方法 単一ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であ
り，未臨界は確保される。 ※補足すべき事項の対象なし

24

1.1.4 組立施設の臨界防止
1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計
組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することから，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備，燃料集合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷設備
の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように段数又は体数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

組立施設
評価方法 単一ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であ
り，未臨界は確保される。 ※補足すべき事項の対象なし

27

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止
1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の検査設備の分析設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼
性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

分析設備
評価方法 単一ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であ
り，未臨界は確保される。 ※補足すべき事項の対象なし

28
実験設備の小規模試験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のあ
る計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

小規模試験設備
評価方法 単一ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であ
り，未臨界は確保される。 ※補足すべき事項の対象なし

9
b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求
複数ユニットを設
定する設備

評価方法 複数ユ
ニット）

10
また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。 評価要求

施設共通 基本設
計方針

評価方法 複数ユ
ニット）

21
1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

成形施設
評価方法 複数ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されること
を説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

23
1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

被覆施設
評価方法 複数ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されること
を説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

25
1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

組立施設
評価方法 複数ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されること
を説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

26

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止
1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計
貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯蔵単位の集合を複数ユニットとし，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下と
なるように配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とする。
貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚及び燃料集合
体貯蔵設備とする。
なお，燃料棒貯蔵設備のうち，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置には，臨界管理のために単一ユニットを設定する。

機能要求②
評価要求

貯蔵施設
評価方法 複数ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されること
を説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

29
1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで中性子実効増倍率が0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

小規模試験設備
分析設備

評価方法 複数ユ
ニット）

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されること
を説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

6

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。

評価要求
施設共通 基本設
計方針

評価方法 単一ユ
ニット）

2. 解析コードの概要 【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

10
また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。 評価要求

施設共通 基本設
計方針

評価方法 複数ユ
ニット）

2. 解析コードの概要 【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

15
(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を用いて固定する設計とする。なお，固定することが困難な設備・
機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は移動範囲を制限する設計とする。

機能要求②
核燃料物質を収納
する設備・機器

設計方針 単一ユ
ニット間距離の維
持）

Ⅰ-1-5 臨界安全
設計に係る耐震設
計

4. 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備に要求される機能
及び機能維持の方針
4.2 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能維持の基
本方針
4.2.1 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能維持の
基本方針

【4. 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備に要求される機
能及び機能維持の方針】
【4.2 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能維持の
基本方針】
【4.2.1 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能維持
の基本方針】
・地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備については，基準地
震動Ｓｓに対して，複数ユニットにおける単一ユニット相互間距離を維
持できるよう構造強度を確保するとともに，変位及び変形を許容値内に
維持することで臨界防止機能を維持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

15
(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を用いて固定する設計とする。なお，固定することが困難な設備・
機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は移動範囲を制限する設計とする。

機能要求②
核燃料物質を収納
する設備・機器

設計方針 単一ユ
ニット間距離の維
持）

Ⅲ-3 地震時に単
一ユニット間距離
の確保が必要な設
備の耐震性に関す
る説明書

Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震性に関す
る説明書

Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震性に関す
る説明書
「I-1-5 臨界安全設計に係る耐震設計」に基づき，地震時に単一ユ
ニット間距離の確保が必要な設備の基準地震動Ｓｓによる地震力に対す
る耐震計算を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-1-4 計算機プ
ログラム（解析
コード）の概要

Ⅰ-1-3-1 単一ユ
ニットの臨界防止
に関する計算書

Ⅰ-1-3-2 複数ユ
ニットの臨界防止
に関する計算書

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されること
を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
2. 計算モデル及び計算結果

※補足すべき事項の対象なし

【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であ
り，未臨界は確保される。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載 補足すべき事項

18 (c) 単一ユニット間距離を維持するため，核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計とする。 機能要求①
核燃料物質を搬送
する機器

設計方針 単一ユ
ニット間距離の維
持）

Ⅴ-1-1-10 搬送設
備に関する説明書

Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明書 【Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明書】
・搬送中の核燃料物質の具体的な保持方法を示す。

※補足すべき事項の対象なし

19

(5) 臨界事故を防止するために必要な設備
臨界事故を防止するために必要な設備として臨界の発生を検知することができる設備を設置する設計とする。
臨界を検知する設備の設計方針については，第１章 共通項目の「8.5 警報設備等」に示す。 設置要求

臨界事故を防止す
るために必要な設
備

設計方針 臨界事
故を防止するため
に必要な設備）

Ⅴ-１-１-11 警報
設備等に関する説
明書

Ⅴ-１-１-11 警報設備等に関する説明書 【Ⅴ-１-１-11 警報設備等に関する説明書】
・臨界検知用ガスモニタの基本方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回 記載概要 第2回 第2回 記載概要 第3回 第3回 記載概要 第4回 第4回 記載概要

（表紙） －

1. 概要 添付書類の概要を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 基本方針の概要を説明する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針

核燃料物質の臨界防止に関する設計の基本
方針
臨界安全設計（単一ユニット，複数ユニッ
ト）の考え方について，説明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 臨界安全設計の基本方針を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.1 臨界管理の対象とする核燃料物質
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の性
状，取扱単位及び形態を説明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし
臨界管理の対象とする核燃料物質を記載す

る。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.2 単一ユニットの臨界安全設計
単一ユニットの臨界安全設計の考え方を説
明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニットの臨界安全設計の

基本方針を記載する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(1) 単一ユニットの設定及び核的制限値の設定の考え方

〇単一ユニットの設定及び核的制限値の設
定の考え方を説明する。

〇各設備に設定した単一ユニットを示す。

・粉末及びペレットを取り扱う工程に係る
単一ユニットの設定
⇒グローブボックス，焼結炉等に設定す
る。

・燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジン
を取り扱う工程に係る単一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する。

・燃料集合体を取り扱う工程に係る単一ユ
ニットの設定
⇒設備・機器に設定する

・ウラン燃料棒を取り扱う工程
⇒設備・機器に設定する。

・少量の溶液を取り扱う分析設備
⇒グローブボックスに設定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニットの設定及び核的制限値の

設定及びその考え方を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 単一ユニットにおける臨界安全設計の妥当性評価

・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる
核的制限値が各単一ユニットに設定されて
いることを確認することで，MOX燃料加工施
設に係る各単一ユニットの臨界安全設計の
妥当性を評価する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
核的制限値の設定に関する臨界評価方法を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.3 複数ユニットの臨界安全設計

・複数ユニットの設定及び単一ユニット間
距離の設定の考え方を説明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
複数ユニットの設定及び単一ユニット間
距離の設定及びその考え方を記載する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(1) 複数ユニットの臨界安全の考え方

・単一ユニット相互間は，十分な厚さのコ
ンクリート等の設置又は単一ユニット相互
間の距離を確保することにより，核的に安
全な配置とする設計とする。なお，ユニッ
ト相互間に核的隔離条件である30.5cm厚さ
以上の普通コンクリートがある場合には，
核的に安全な配置である

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
複数ユニットの臨界安全の考え方を

記載する。
－ 対象となる設備なしのため、追記事項なし 〇

複数ユニットの臨界安全の考え方及びウラ
ン輸送容器一時保管エリアの設計を記載す

る。
－

(2) 複数ユニットにおける臨界安全設計の妥当性評価

・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる
単一ユニット間距離が設定されていること
を確認することで，MOX燃料加工施設に係る
各複数ユニットの臨界安全設計の妥当性を
評価する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 複数ユニットの臨界評価方法を記載する △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

補足説明資料

I-1-1 臨界安全設計の基本方針

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

申請回次
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2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持 － －

(1) 核的制限値の維持・管理

・形状寸法管理及び質量管理により，起こ
るとは考えられない独立した二つ以上の異
常が同時に起こらない限り臨界に達しない
設計とする。
・プルトニウム富化度，含水率等について
は，核的制限値の設定条件以下であること
を確認する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
核的制限値の維持・管理の設計方針を記載

する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

a. 形状寸法管理

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う
設備・機器の構造又は機構により核的制限
値を維持する設計とする。

核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取
扱条件において容易に変形しない構造材を
用いる設計とする。

混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体
数で管理する単一ユニットにおいては，構
成する設備・機器が構造的に核的制限値以
下の体数でなければ取り扱えない設計とす
る。

燃料棒を取り扱う工程において形状寸法
管理を行う単一ユニットは，単一ユニット
の入口に核的制限値以内に制限するための
ゲートを設置するとともに，燃料棒を平板
厚さに対する核的制限値以内で取り扱うよ
うに設計する。

貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱
う工程において形状寸法管理を行う単一ユ
ニットは，貯蔵マガジン及び組立マガジン
を積み重ねて取り扱うことのない機構とす
る。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
各設備の形状寸法管理方法について記載す

る
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 質量管理

・質量管理に係る臨界管理の考え方につい
て，説明する。

・誤搬入防止機構に関する構成，機構を説
明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
各設備の質量管理方法の設計方針について

記載する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 質量管理に関する考え方 － －

イ.
質量管理を行う単一ユニットへの搬送装置を介した核燃料
物質の搬入

質量管理を行う単一ユニットへの搬送装置
を介した核燃料物質の搬入について。機器
の単一故障若しくはその誤作動又は運転員
の単一誤操作では核的制限値を逸脱しない
設計とすることを示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
質量管理を行う単一ユニットへの搬送装置
を介した核燃料物質の搬入について設計方

針を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ロ.
ウラン燃料棒を本数で管理する単一ユニットへのウラン燃
料棒の搬入

ウラン燃料棒を本数で管理する単一ユニッ
トについて，臨界管理用計算機及び運転管
理用計算機による本数の確認，運転管理担
当者による搬入の可否判断及び工程の運転
状況の監視，さらに臨界管理担当者による
状況の監視及び異常時の対応を質量管理と
同様に行う。なお，本数管理においては，
輸送容器の内容器の識別番号に関連付けら
れたウラン燃料棒本数の確認等を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
ウラン燃料棒を本数で管理する単一ユニッ
トへのウラン燃料棒の搬入について設計方

針を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 搬送パターン及び搬送方法及
MOX燃料加工施設における搬送パターンは5
つのパターンに分類でき，それぞれの搬送
に係る搬送方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
搬送パターン及び搬送方法の方針を記載す

る。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

イ.
質量管理ユニットから質量管理ユニットへの搬送(パターン
A)

質量管理ユニット間での搬送に係る誤搬入
防止機構を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
質量管理ユニット間での搬送に係る誤搬入

防止機構の設計方針を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ロ.
質量管理ユニットから形状寸法管理ユニットへの容器の搬
送（パターンB）

質量管理ユニットから形状寸法管理ユニッ
トへの搬送に係る誤搬入防止機構を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
質量管理ユニットから形状寸法管理ユニッ
トへの搬送に係る誤搬入防止機構の設計方
針を示す。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ハ.
形状寸法管理ユニットから質量管理ユニットへの容器の搬
送（パターンC）

形状寸法管理ユニットから質量管理ユニッ
トへの容器の搬送に係る誤搬入防止機構を
示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
形状寸法管理ユニットから質量管理ユニッ
トへの容器の搬送に係る誤搬入防止機構の
設計方針を示す。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ニ.
質量管理ユニットから臨界管理外への容器の搬送（パター
ンD）

形質量管理ユニットから臨界管理外への容
器の搬送に係る誤搬入防止機構を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
形質量管理ユニットから臨界管理外への容
器の搬送に係る誤搬入防止機構の設計方針
を示す。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ホ.
臨界管理外から質量管理ユニットへのウラン粉末の搬送
（パターンE)

臨界管理外から質量管理ユニットへのウラ
ン粉末の搬送に係る誤搬入防止機構を示
す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
臨界管理外から質量管理ユニットへのウラ
ン粉末の搬送に係る誤搬入防止機構の設計
方針を示す。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －
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(C) 装置ごとの搬送パターン一覧
各単一ユニットにおける搬送パターンに関
連する計量設備を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
各単一ユニットにおける搬送パターンに関
連する計量設備の一覧を示す。

〇
各単一ユニットにおける搬送パターンに関
連する計量設備の一覧を示す。

△ 第3回ですべて説明されるため追加事項なし －

c. 核的制限値設定条件の確認
質量管理と容器の識別の組合せにより，プ
ルトニウム富化度が設定条件以下であるこ
と等を確認する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
核的制限値設定条件の確認について方針を

示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) プルトニウム富化度等

各単一ユニットにおいて取り扱うMOX粉末等
の各形態のプルトニウム富化度について
は，60％以下，33％以下又は18％以下を設
定条件とする。燃料棒の各形態について
は，BWR燃料棒は17％以下，PWR燃料棒は
18％以下を設定条件とする。また，燃料集
合体の各形態については，燃料集合体平均
で，BWR燃料集合体は11％以下，PWR燃料集
合体は14％以下を設定条件とする。
プルトニウム富化度等の確認方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
プルトニウム富化度に係る核的制限値設定

条件の確認について方針を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 含水率

粉末調整工程等の設備においては，MOX粉末
中に添加剤を投入する。添加剤は有機物粉
末であることから，中性子の減速効果を考
慮して水分質量に換算し，確認する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
含水率に係る核的制限値設定条件の確認に

ついて方針を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

イ. 添加剤投入に関する考え方
機器の単一故障若しくはその誤作動又は運
転員の単一誤操作では核的制限値を逸脱し
ない設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 添加剤投入に関する考え方を示す。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ロ. 添加剤の投入方法
添加剤の受け入れと誤投入防止機構を示
す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
添加剤の受け入れと誤投入防止機構の設計

方針を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 単一ユニット間距離の維持

・形状寸法管理及び質量管理により，起こ
るとは考えられない独立した二つ以上の異
常が同時に起こらない限り臨界に達しない
設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
含水率に係る核的制限値設定条件の確認に

ついて方針を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.5 臨界事故を防止するために必要な設備
・臨界検知用ガスモニタの構成について説
明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
臨界事故を防止するために必要な設備の設

計方針を記載する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3. 各施設における臨界防止の設計方針 － －

3.1 成形施設の臨界防止の設計方針 － －

(1) 単一ユニットの臨界安全設計

・成形施設に設定した単一ユニット及び核
的制限値を示す。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる
核的制限値が各単一ユニットに設定されて
いることを確認することで，MOX燃料加工施
設に係る各単一ユニットの臨界安全設計の
妥当性を評価する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設の単一ユニット及び核的制限値を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

a. 貯蔵容器受入設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 原料粉末受払設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

c. 原料MOX粉末缶取出設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

d. 一次混合設備 ・単一ユニットの設定の考え方を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニット設定の考え方を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 原料MOX粉末秤量・分取装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(c) 予備混合装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(d) 一次混合装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

e. 二次混合設備 ・単一ユニットの設定の考え方を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニット設定の考え方を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 一次混合粉末秤量・分取装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 均一化混合装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(c) 造粒装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(d) 添加剤混合装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

f. 分析試料採取設備 ・単一ユニットの設定の考え方を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニット設定の考え方を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 原料MOX分析試料採取装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 分析試料採取・詰替装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

48



基本設計方針の添付書類への展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回 記載概要 第2回 第2回 記載概要 第3回 第3回 記載概要 第4回 第4回 記載概要
補足説明資料

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

申請回次

g. スクラップ処理設備 ・単一ユニットの設定の考え方を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニット設定の考え方を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 回収粉末処理・詰替装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 回収粉末微粉砕装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(c) 回収粉末処理・混合装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(d) 再生スクラップ焙焼処理装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(e) 再生スクラップ受払装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

h. 圧縮成形設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

i. 焼結設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

j. 研削設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

k. ペレット検査設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 複数ユニットの臨界安全設計
・成形施設の複数ユニット及び単一ユニッ
ト間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設の複数ユニット及び

単一ユニット間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(3) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持 － －

a. 核的制限値の維持・管理
・成形施設の核的制限値を維持・管理する
ための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設の核的制限値を維持・管理するた

めの設計を記載する。
〇

成形施設の誤搬入防止機構及び誤投入防止
機 構に係る搬送パターン，関連する秤量
器及びID番号読取機について記載する。

△ 第3回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 形状寸法管理

・体数管理を行う貯蔵容器受入設備及び原
料粉末受払設備は，物理的に核的制限値を
超える体数を収納できない設計又は把持で
きない設計とすることにより臨界を防止す
る設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設の形状寸法管理に係る設計を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 質量管理
・成形施設の質量管理を行う単一ユニット
は，誤搬入防止機構及び誤投入防止機構に
より，核的制限値を維持する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設の質量管理に係る設計を

記載する。
〇

成形施設の誤搬入防止機構及び誤投入防止
機 構に係る搬送パターン，関連する秤量
器及びID番号読取機について記載する。

△ 第3回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 単一ユニット間距離の維持
・成形施設の単一ユニット間距離を維持す
るための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設の単一ユニット間距離を維持する

ための設計を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.2 被覆施設の臨界防止の設計方針 － －

(1) 単一ユニットの臨界安全設計

・被覆施設に設定した単一ユニット及び核
的制限値を示す。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる
核的制限値が各単一ユニットに設定されて
いることを確認することで，MOX燃料加工施
設に係る各単一ユニットの臨界安全設計の
妥当性を評価する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
被覆施設の単一ユニット及び核的制限値を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

a. スタック編成設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. スタック乾燥設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

c. 挿入溶接設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

d. 燃料棒検査設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

e. 燃料棒収容設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

f. 燃料棒解体設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 複数ユニットの臨界安全設計
・被覆施設の複数ユニット及び単一ユニッ
ト間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
被覆施設の複数ユニット及び

単一ユニット間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(3) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持 － －

a. 核的制限値の維持・管理
・被覆施設の核的制限値を維持・管理する
ための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
被覆施設の核的制限値を維持・管理するた

めの設計を記載する。
〇

被覆施設の誤搬入防止機構及び誤投入防止
機 構に係る搬送パターン，関連する秤量
器及びID番号読取機について記載する。

△ 第3回ですべて説明されるため追加事項なし －
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(a) 形状寸法管理

・燃料棒を取り扱う燃料棒検査設備及び燃
料棒収容設備は，単一ユニットの入口に核
的制限値以内に制限するためのゲートを設
置する。
・貯蔵マガジンを取り扱う燃料棒検査設備
及び燃料棒収容設備は，貯蔵マガジンを積
み重ねて取り扱うことのないよう貯蔵マガ
ジンを取り扱う装置の垂直方向には，搬送
路を設けない設計又は1基のみ収納できる設
計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
被覆施設の形状寸法管理に係る設計を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 質量管理
・被覆施設の質量管理を行う単一ユニット
は，誤搬入防止機構及び誤投入防止機構に
より，核的制限値を維持する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
被覆施設の質量管理に係る設計を

記載する。
〇

被覆施設の誤搬入防止機構及び誤投入防止
機 構に係る搬送パターン，関連する秤量
器及びID番号読取機について記載する。

△ 第3回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 単一ユニット間距離の維持
・被覆施設の単一ユニット間距離を維持す
るための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
被覆施設の単一ユニット間距離を維持する

ための設計を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.3 組立施設の臨界防止の設計方針 － －

(1) 単一ユニットの臨界安全設計

・組立施設に設定した単一ユニット及び核
的制限値を示す。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる
核的制限値が各単一ユニットに設定されて
いることを確認することで，MOX燃料加工施
設に係る各単一ユニットの臨界安全設計の
妥当性を評価する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
組立施設の単一ユニット及び核的制限値を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

a. 燃料集合体組立設備 ・単一ユニットの設定の考え方を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニット設定の考え方を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) マガジン編成装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 燃料集合体組立装置
・装置に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 燃料集合体洗浄設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

c. 燃料集合体検査設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

d. 燃料集合体組立工程搬送設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

e. 梱包・出荷設備
・設備に設定した単一ユニットを示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 複数ユニットの臨界安全設計
・組立施設の複数ユニット及び単一ユニッ
ト間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
組立施設の複数ユニット及び

単一ユニット間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(3) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持 － －

a. 核的制限値の維持・管理
・組立施設の核的制限値を維持・管理する
ための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
組立施設の核的制限値を維持・管理するた

めの設計を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 形状寸法管理

・貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱
う工程において形状寸法管理を行う単一ユ
ニットは，貯蔵マガジン及び組立マガジン
を積み重ねて取り扱うことのないよう，貯
蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う装
置の垂直方向には，搬送路を設けない設計
又は1基のみ収納できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
組立施設の形状寸法管理に係る設計を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 単一ユニット間距離の維持
・組立施設の単一ユニット間距離を維持す
るための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
組立施設の単一ユニット間距離を維持する

ための設計を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止の設計方針 － －

(1) 複数ユニットの臨界安全設計
・貯蔵施設の臨界安全設計の考え方を示
す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 貯蔵施設の臨界安全設計の考え方を示す。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

a. 貯蔵容器一時保管設備
・単一ユニット相互間距離を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニット

相互間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 原料MOX粉末缶一時保管設備
・単一ユニット相互間距離を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニット

相互間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

c. 粉末一時保管設備
・単一ユニット相互間距離を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニット

相互間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

d. ペレット一時保管設備
・単一ユニット相互間距離を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニット

相互間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

e. スクラップ貯蔵設備
・単一ユニット相互間距離を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニット

相互間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

f. 製品ペレット貯蔵設備
・単一ユニット相互間距離を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニット

相互間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

g. 燃料棒貯蔵設備 ・ユニットの設定の考え方を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 ユニットの設定の考え方を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 燃料棒貯蔵棚
・単一ユニット相互間距離を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニット

相互間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －
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(b) 貯蔵マガジン入出庫装置
・装置に設定した単一ユニット及び核的制
限値を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法，単一ユニット

及び核的制限値を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(c) ウラン燃料棒収容装置
・装置に設定した単一ユニット及び核的制
限値を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
装置の臨界管理の方法，単一ユニット

及び核的制限値を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

h. 燃料集合体貯蔵設備
・単一ユニット相互間距離を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニット

相互間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 単一ユニット間距離の維持
・貯蔵施設の単一ユニット間距離を維持す
るための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
貯蔵施設の単一ユニット間距離を維持する

ための設計を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.5 その他の加工施設の臨界防止の設計方針 － －

(1) 単一ユニットの臨界安全設計 － －

a. 分析設備
・設備に設定した単一ユニット及び核的制
限値を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 実験設備
・設備に設定した単一ユニット及び核的制
限値を示す。
・臨界管理の方法を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設備の臨界管理の方法及び単一ユニットを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 複数ユニットの臨界安全設計
・その他の加工施設の複数ユニットを示
す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
その他の加工施設の複数ユニット及び

単一ユニット間距離を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(3) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持 － －

a. 核的制限値の維持・管理
・その他の加工施設の核的制限値を維持・
管理するための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
その他の加工施設の核的制限値を維持・管

理するための設計を記載する。
〇

その他の加工施設の誤搬入防止機構及び誤
投入防止機 構に係る搬送パターン，関連
する秤量器及びID番号読取機について記載

する。

△ 第3回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 質量管理

・その他の加工施設の質量管理を行う単一
ユニットは，誤搬入防止機構及び誤投入防
止機構により，核的制限値を維持する設計
とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
その他の加工施設の形状寸法管理に係る

設計を記載する。
〇

その他の加工施設の誤搬入防止機構及び誤
投入防止機 構に係る搬送パターン，関連
する秤量器及びID番号読取機について記載

する。

△ 第3回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 単一ユニット間距離の維持
・その他の加工施設の単一ユニット間距離
を維持するための設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
その他の加工施設の単一ユニット間距離を

維持するための設計を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

4. 準拠規格 （準拠規格を記載） － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 準拠規格を記載する △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

5. 参考文献 （参考文献を記載） － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 参考文献を記載する △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

（表紙） －

1. 概要 添付書類の概要を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
加工施設の臨界防止に関する計算の概要を

説明する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2. 臨界評価方法の基本的な考え方

・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる
核的制限値が各単一ユニットに設定されて
いることを確認することで，MOX燃料加工施
設に係る各単一ユニットの臨界安全設計の
妥当性を評価する。
・配置する単一ユニット相互間の影響につ
いて中性子実効増倍率を計算し，中性子実
効増倍率の値が0.95以下であることを確認
することで，MOX燃料加工施設に係る複数ユ
ニットの臨界安全設計の妥当性を評価す
る。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
加工施設の単一ユニット及び複数ユニット

の臨界評価方法を記載する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.1 単一ユニットの臨界評価方法 － －

(1) 評価対象の選定
MOX燃料加工施設に係る全ての単一ユニット
を評価対象とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニットとして臨界評価を行う対象を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 計算条件の設定 － －

a. 核燃料物質の計算条件の設定

・核的制限値計算条件である，プルトニウ
ム富化度，核分裂性プルトニウム割合，ウ
ラン-235含有率，含水率及び密度につい
て，厳しい評価となるよう設定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 核燃料物質の計算条件を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
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(a) プルトニウム富化度，同位体組成について

プルトニウム富化度，核分裂性プルトニウ
ム割合及びウラン-235含有率は，受入条件
及び取扱条件を考慮して，厳しい評価とな
るよう設定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
プルトニウム富化度及び同位体組成の計算

条件を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 密度について
核燃料物質の密度は，各単一ユニットで想
定し得る密度の 大値を計算条件とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 核燃料物質の密度の計算条件を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(c) 核燃料物質の減速条件（含水率）について
核燃料物質の含水率は 適減速条件で設定
する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
核燃料物質の減速条件（含水率）を記載す

る。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 計算モデル条件の設定
単一ユニットの臨界管理方法の違いにより
分類して，計算モデルの幾何学的形状を設
定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
計算モデル条件の設定の考え方を記載す

る。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 幾何学的形状について － －

イ. 形状寸法管理の単一ユニット

設備・機器の誤動作及び誤搬送を考慮して
も，核燃料物質が臨界に達するおそれがな
い設計とするため，垂直方向に核燃料物質
を受け渡す設備・機器に対しては，垂直方
向に無限長である計算モデル化とし，水平
方向に核燃料物質を受け渡す設備・機器に
対しては，水平方向に無限長である無限平
板の計算モデルとする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
形状寸法管理の単一ユニットの幾何学的形
状について計算モデル条件を記載する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ロ. 質量管理の単一ユニット

・Pu＊質量を核的制限値に設定している単
一ユニットについては，厳しい評価となる
ように中性子の漏れが も少ない球形状の
計算モデルとする。
・ウラン燃料棒の本数を核的制限値に設定
している単一ユニットについては，厳しい
評価となるように核燃料物質の直径につい
ては，被覆管の内径まで大きくした計算モ
デルとする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
質量管理の単一ユニットの幾何学的形状に

ついて計算モデル条件を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

c. 減速条件及び反射条件 － －

(a) 減速条件

混合酸化物貯蔵容器の体数，燃料棒の平板
厚さ，燃料棒の本数，貯蔵マガジン及び組
立マガジンの段数並びに燃料集合体の体数
の評価においては，核燃料物質間の雰囲気

中水密度について，0～0.1×103kg/m3までの
範囲を計算条件として設定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 計算における減速条件を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 反射条件
核燃料物質の周囲に厚さ30cmの均一な水反
射体を設けたモデルとする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 計算における反射条件を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(3) 臨界計算の実施
計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコー
ド及びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算す
る。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 臨界評価に用いる計算コードを記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(4) 核的制限値の設定
臨界計算の結果から，統計誤差として標準
偏差の3倍を考慮した中性子実効増倍率の値
が0.95以下となる核的制限値を設定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 核的制限値の設定について記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(5) 臨界安全設計の妥当性の確認

各設備・機器において取り扱う核燃料物質
の形態を考慮して適切に単一ユニット及び
核的制限値が設定されていることを確認す
る。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
臨界安全設計の妥当性の確認方法

について記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.2 複数ユニットの臨界評価方法 － －
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(1) 評価対象の選定
成形施設，被覆施設，組立施設，その他の
加工施設，核燃料物質の貯蔵施設が評価対
象である。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
複数ユニットとして臨界評価を行う対象を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 計算条件の設定 － －

a. 核燃料物質の計算条件
単一ユニットの臨界評価における核燃料物
質の計算条件と同じである。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 核燃料物質の計算条件を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 計算モデル条件の設定
単一ユニットの計算モデルの形状及び取り
扱う核燃料物質の形状の違いにより分類す
る。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 核燃料物質の計算条件を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 核燃料物質の貯蔵施設以外について
臨界隔離壁で区切られた同一区画内での
大の単一ユニット数を考慮し，モデル化し
て評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
核燃料物質の貯蔵施設以外の施設における
複数ユニットの計算モデル条件を記載す

る。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

イ.
成形施設(混合酸化物貯蔵容器の体数を核的制限値に設定)
について

単一ユニット間の距離及び周囲の臨界隔離
壁面までの距離を臨界評価上保守側に設定
する。混合酸化物貯蔵容器の計算モデル
は，貯蔵容器一時保管設備の評価と同一の
形状を用いる。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設(混合酸化物貯蔵容器の体数を

核的制限値に設定)における複数ユニットの
計算モデル条件を記載する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ロ. 成形施設，被覆施設及びその他の加工施設について

・Pu＊質量を核的制限値に設定している単
一ユニットのモデル化に際して，単一ユ
ニット間の距離及び周囲の臨界隔離壁面ま
での距離を臨界評価上保守側に設定する。
・核的制限値質量に対する球形状のモデル
化を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設，被覆施設及びその他の
加工施設における複数ユニットの

計算モデル条件を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ハ. 組立施設(燃料集合体の体数を核的制限値に設定)について

単一ユニット間の距離及び周囲の臨界隔離
壁面までの距離を臨界評価上保守側に設定
する。燃料集合体の計算モデルは，燃料集
合体貯蔵設備の評価と同一の形状を用い
る。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
組立施設における複数ユニットの

計算モデル条件を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 核燃料物質の貯蔵施設について

・貯蔵単位を満載した場合をモデル化して
核燃料物質の貯蔵時の評価を行う。
・搬送装置を用いて貯蔵単位を移動する場
合は，核燃料物質の貯蔵時と異なる核燃料
物質の配置となることから，核燃料物質の
移動時についても搬送する貯蔵単位数を考
慮し，貯蔵棚と近接する計算モデル化とす
る。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
核燃料物質の貯蔵施設における複数ユニッ

トの計算モデル条件を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

イ. 貯蔵容器一時保管設備

・貯蔵単位である「混合酸化物貯蔵容器」
を満載した場合をモデル化して核燃料物質
の貯蔵時の評価を行う。
・30.5cm以上の普通コンクリート又はしゃ
へい蓋の存在により，貯蔵容器一時保管設
備は他設備と核的に隔離されているため，
移動時における評価条件は貯蔵時における
評価条件と同一とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
貯蔵容器一時保管設備における

計算モデル条件を記載する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ロ. 原料MOX粉末缶一時保管設備

・貯蔵単位である「粉末缶」を満載した場
合をモデル化して核燃料物質の貯蔵時の評
価を行う。
・搬送装置を用いて貯蔵単位を移動する場
合を考慮して移動時における評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
原料MOX粉末缶一時保管設備における

計算モデル条件を記載する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ハ. 粉末一時保管設備

・貯蔵単位である「J60」及び「J85」を満
載した場合をモデル化して核燃料物質の貯
蔵時の評価を行う。
・搬送装置を用いて貯蔵単位を移動する場
合を考慮して移動時における評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
粉末一時保管設備における
計算モデル条件を記載する

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ニ. ペレット一時保管設備

・貯蔵単位である「焼結ボート」及び「ペ
レット保管容器」を満載した場合をモデル
化して核燃料物質の貯蔵時の評価を行う。
・搬送装置を用いて貯蔵単位を移動する場
合を考慮して移動時における評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
ペレット一時保管設備における

計算モデル条件を記載する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

ホ. スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備

・貯蔵単位である「9缶バスケット」及び
「ペレット保管容器」又は「焼結ボート」
及び「ペレット保管容器」を満載した場合
をモデル化して核燃料物質の貯蔵時の評価
を行う。
・搬送装置を用いて貯蔵単位を移動する場
合を考慮して移動時における評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット

貯蔵設備における計算モデル条件を記載す
る

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －
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ト. 燃料棒貯蔵設備

・貯蔵単位である「貯蔵マガジン」を満載
した場合をモデル化して核燃料物質の貯蔵
時の評価を行う。
・搬送装置を用いて貯蔵単位を移動する場
合を考慮して移動時における評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
燃料棒貯蔵設備における

計算モデル条件を記載する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

チ. 燃料集合体貯蔵設備

・貯蔵単位である「燃料集合体」を満載し
た場合をモデル化して核燃料物質の貯蔵時
の評価を行う。
・搬送装置を用いて貯蔵単位を移動する場
合を考慮して移動時における評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
燃料集合体貯蔵設備における
計算モデル条件を記載する

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

c. 減速条件及び反射条件 － －

(a) 減速条件

・核燃料物質間の雰囲気中水密度を0～0.1

×103kg/m3までの範囲を計算条件として設定
する。
・核燃料物質の貯蔵設備における貯蔵単位
の周囲に厚さ2.5cmの水を設定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 計算における減速条件を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 反射条件

周囲の壁までの距離を臨界評価上保守側に
モデル化する。また，十分な反射体厚さを
考慮し，一律普通コンクリート100cmを周囲
の壁としてモデル化する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 計算における反射条件を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(3) 臨界計算の実施
計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコー
ド及びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算す
る。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 臨界評価に用いる計算コードを記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(4) 単一ユニット間距離の設定

臨界計算の結果から，統計誤差として標準
偏差の3倍を考慮した中性子実効増倍率の値
が0.95以下となる単一ユニット間距離を設
定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニット間距離の設定について

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(5) 臨界安全設計の妥当性の確認
評価対象とした複数ユニットに対して適切
に単一ユニット間距離が設定されているこ
とを確認する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
臨界安全設計の妥当性の確認方法

について記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3. 参考文献 （参考文献を記載） － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 参考文献を記載する △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

（表紙） －

（表紙） －

1. 概要 ・添付書類の概要を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
単一ユニットの臨界防止に関する計算書の

概要を説明する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2. 計算モデル及び計算結果
・単一ユニットの中性子実効増倍率を示
す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
成形施設及び実験設備を除く加工施設の

単一ユニットの中性子実効増倍率を
説明する

〇
加工施設及び実験設備の単一ユニットの

中性子実効増倍率を説明する
△ 第3回ですべて説明されるため追加事項なし －

（表紙） －

1. 概要 ・添付書類の概要を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
複数ユニットの臨界防止に関する計算書の

概要を説明する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2. 計算モデル及び計算結果
・複数ユニットの中性子実効増倍率を示
す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇

成形施設，実験設備及び輸送容器一時
保管エリアに係る複数ユニットを除く
加工施設の複数ユニットの中性子実効

増倍率を説明する

〇
成形施設，実験設備の複数ユニットの

中性子実効増倍率を説明する
〇

輸送容器一時保管エリアに係る複数
ユニットの中性子実効増倍率を説明する

－

（表紙） －

1. はじめに －

－

1. 使用状況一覧 －

2. 解析コードの概要 －

（表紙） －

1. 概要 ・添付書類の概要を示す。 － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
臨界安全設計に係る耐震設計の概要を

説明する
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2. 臨界防止に関する基本方針 － －

2.1 基本方針

貯蔵設備のうち，MOXを一時保管又は貯蔵す
る設備は，複数ユニットにおける単一ユ
ニット間距離を維持するため，地震に対し
て過大な変形が生じない設計とすることで
臨界を防止する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 臨界防止に関する基本方針を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし

Ⅰ-1-4 計算機プログラム（解析コード）の概要

別紙1 SCALE

I-1-5 臨界安全設計に係る耐震設計

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
評価で使用する計算機プログラムの概要を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし評価で使用する計算機プログラムの概要を

記載する。

Ⅰ-1-3 臨界防止に関する計算書

I-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書

1-3-2 加工施設の複数ユニットの臨界防止に関する計算書
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2.2 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の対象
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要

な設備を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(1) 貯蔵容器一時保管設備 － －

a. 一時保管ピット － －

(2) 原料MOX粉末缶一時保管設備 － －

a. 原料MOX粉末缶一時保管装置 － －

(3) 粉末一時保管設備 － －

a. 粉末一時保管装置 － －

(4) ペレット一時保管設備 － －

a. ペレット一時保管棚 － －

(5) スクラップ貯蔵設備 － －

a. スクラップ貯蔵棚 － －

(6) 製品ペレット貯蔵設備 － －

a. 製品ペレット貯蔵棚 － －

(7) 燃料棒貯蔵設備 － －

a. 燃料棒貯蔵棚 － －

(8) 燃料集合体貯蔵設備 － －

a. 燃料集合体貯蔵チャンネル － －

2.3
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の
耐震設計の基本方針

構造強度の特徴，作用する荷重等を考慮
し，基準地震動Ｓｓによる地震力により，
必要な機能が損なわれないことを目的とし
技術基準規則に適合する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
地震時に単一ユニット間距離の確保が
必要な設備の耐震設計の基本方針を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3. 地震力の設定
地震力は解放基盤表面レベルで定義された
基準地震動Ｓｓの加速度時刻歴波形により
算出する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 地震力の算出方法を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

4.
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備に要求さ
れる機能及び機能維持の方針

－ －

4.1
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備に要求さ
れる機能

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備は，，基準地震動Ｓｓに対して必要
な機能が損なわれるおそれがないことを確
認する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要

な設備に要求される機能を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(1) 要求機能

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備は，臨界を防止するため，地震時に
複数ユニットにおける単一ユニット間距離
を確保することが要求される。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要

な設備の要求機能を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 機能要求
地震時においても複数ユニットにおける単
一ユニット間距離を確保し，臨界防止機能
を維持する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要

な設備の機能要求を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

4.2
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能維
持の基本方針

－ －
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4.2.1 機能維持の基本方針

基準地震動Ｓｓに対して，複数ユニットに
おける単一ユニット間距離を維持できるよ
う構造強度を確保するとともに，変位及び
変形を許容値内に維持することで臨界防止
機能を維持できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の機能維持の基本方針を記載する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(1) 構造強度

基準地震動Ｓｓに対して臨界防止機能を維
持できるよう構造強度を確保する設計とす
るともに，変位及び変形が許容値内となる
よう設計する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇

基準地震動Ｓｓに対して臨界防止機能を維
持できるよう構造強度を確保する設計とす
るともに，変位及び変形が許容値内となる

よう設計するということを記載する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

a. 耐震設計上考慮する状態

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の
「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」の
「(1) 安全機能を有する施設」の「b. 機
器・配管系」に基づく設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 耐震設計上考慮する状態を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

b. 荷重の種類

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の
「5.1.2 荷重の種類」の「(1) 安全機能
を有する施設」の「b. 機器・配管系」に
基づく設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 荷重の種類を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

c. 荷重の組合せ

基準地震動Ｓｓによる地震力とほかの荷重
との組合せは，「Ⅲ－１－１－８ 機能維
持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制
限」に基づき設定する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
荷重の組合せを記載する，基準地震動Ｓｓ
による地震力とほかの荷重との組合せを

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

d. 許容限界

基準地震動Ｓｓによる地震力とほかの荷重
とを組合せた状態に対する許容限界は，
「Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針」
の「3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止
の設計方針」に示す評価対象設備に対し
「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」
の「3.1 構造強度上の制限」に基づき設定
する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
基準地震動Ｓｓによる地震力とほかの荷重
とを組合せた状態に対する許容限界を記載

する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

e. 変位及び変形の制限
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の設計について，変位及び変形に係
る設計を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の設計について，変位及び変形に係

る
設計を示す。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(a) 貯蔵容器一時保管設備
貯蔵容器一時保管設備において，確保する
単一ユニット間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
貯蔵容器一時保管設備において，確保する

単一ユニット間距離を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(b) 原料MOX粉末缶一時保管設備
原料MOX粉末缶一時保管設備において，確保
する単一ユニット間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
原料MOX粉末缶一時保管設備において，確保

する単一ユニット間距離を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(c) 粉末一時保管設備
粉末一時保管設備において，確保する単一
ユニット間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
粉末一時保管設備において，確保する

単一ユニット間距離を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(d) ペレット一時保管設備
ペレット一時保管設備において，確保する
単一ユニット間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
ペレット一時保管設備において，確保する

単一ユニット間距離を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(e) スクラップ貯蔵設備
スクラップ貯蔵設備において，確保する単
一ユニット間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
スクラップ貯蔵設備において，確保する

単一ユニット間距離を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(f) 製品ペレット貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備において，確保する
単一ユニット間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
製品ペレット貯蔵設備において，確保する

単一ユニット間距離を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(g) 燃料棒貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備において，確保する単一ユ
ニット間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
燃料棒貯蔵設備において，確保する

単一ユニット間距離を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(h) 燃料集合体貯蔵設備
燃料集合体貯蔵設備において，確保する単
一ユニット間距離を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
燃料集合体貯蔵設備において，確保する

単一ユニット間距離を示す。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 機能維持
構造強度を確保並びに変位及び変形を制限
することで，当該機能が維持できる設計と
する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 機能維持に係る設計を記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

4.2.2 耐震計算結果を用いた影響評価方法

以下3つの影響評価を実施する。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価
・一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響
評価
・隣接建屋に関する影響評価

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
耐震計算結果を用いた影響評価の評価事項

を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(1)
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する
影響評価

・設計用地震力は，基準地震動Ｓｓによる
地震力を用いる。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響に対しては，「Ⅲ－１－１－７
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関
する影響評価方針」に示す方針にて，機器
の影響評価を実施する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価の方法を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価

一関東評価用地震動(鉛直)を考慮した建
物・構築物の応答結果を踏まえ，設計用地
震力との比較等により，機器の耐震安全性
への影響評価を実施することとする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評

価の方法を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －
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(3) 隣接建屋に関する影響評価

隣接建屋に関する影響に対しては，隣接建
屋の影響を考慮した建物・構築物の応答結
果を踏まえ，設計用地震力との比較等によ
り，機器の耐震安全性への影響評価を実施
することとする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
隣接建屋に関する影響評価の方法を記載す

る，
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

4.2.3 機能維持における耐震設計上の考慮事項
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の機能維持における耐震設計上の考
慮事項を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
機能維持における耐震設計上の考慮事項を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(1) 設計用地震力
設計用地震力は，基準地震動Ｓｓによる地
震力を用いる。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
設計用地震力として使用する地震力を

記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(2) 構造強度 － －

a. 構造強度上の制限

基準地震動Ｓｓによる地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重に
よって生じる応力の合計値等を許容限界以
下とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じ
る応力とその他の荷重によって生じる応力

の合計値等を許容限界を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

(3) 機能維持

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の機能の維持が要求される設備は，
「4.2.1 機能維持の基本方針」の「(2) 機
能維持」の考え方及び「Ⅲ－１－１－８
機能維持の基本方針」の「3.2 変位，変形
の制限」に基づき設計する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の機能の維持が要求される設備の設

計を記載する。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

5.
地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備のその他
耐震設計に係る事項

－ －

5.1 準拠規格 （準拠規格を記載） － 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 準拠規格を記載する △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

5.2 構造計画と配置計画

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の
「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅲ－１
－１－９ 構造計画，材料選択上の留意
点」に基づき設計する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇 構造計画と配置計画について記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

5.3 機器・配管系の支持方針について

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要
な設備の耐震評価については「Ⅲ－３－１
臨界安全設計に係る耐震計算の基本方針」
に基づき構造強度評価及び機能維持評価を
行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし 〇
機器・配管系の支持方針について記載す

る。
△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

・「申請回次」について
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添付書類の発電炉との比較
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(1／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
第 1章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止 

1.1 安全機能を有する施設の臨界防止 

 

 

  

 

1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

MOX 燃料加工施設は，臨界安全性を高めるた

め，主要な工程を乾式で構成する設計とする。 

安全機能を有する施設は，通常時に予想される

機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤

作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合

においても，核燃料物質が臨界に達するおそれが

ないよう以下の設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

  本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則」(以下

「技術基準規則」という。)第四条に基づき，MOX 燃料加

工施設が臨界安全設計されていることを説明するもの

である。 

 

2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針 

MOX 燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要

な工程を乾式で構成する設計とする。 

安全機能を有する施設は，通常時に予想される機械若

しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転

員の単一の誤操作を想定した場合においても，核燃料物

質が臨界に達するおそれのない設計とする。 

 

臨界安全設計においては，工程を核燃料物質取扱い上

の一つの単位となる単一ユニットに分割し，各単一ユニ

ットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類，

量，物理的・化学的形態等を考慮し，十分な安全裕度を

見込んだモデルで臨界評価を行い，単一ユニットの核的

制限値を設定し，これを維持することにより臨界を防止

する設計とする。 

また，単一ユニット間の中性子相互干渉の及ぶ範囲を

複数ユニットとし，単一ユニット間の距離，減速効果，

中性子吸収材の有無等を考慮し，十分な安全裕度を見込

んだモデルで臨界評価を行い，単一ユニット相互間にお

ける間隔を維持すること等により臨界を防止する設計

とする。 

単一ユニット及び複数ユニットにおける臨界安全設

計の妥当性を確認するため，臨界計算を実施し，評価す

る。 

核的制限値の維持・管理については，形状寸法管理及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他の物質の種類，量，

物理的・化学的形態等」の指

す内容は後段の 2.2 に示し

ている。 

 

 

「単一ユニット間の距離，減

速効果，中性子吸収材の有無

等」の指す内容は後段の 2.3

に示している。 

 

「単一ユニット相互間にお

ける間隔を維持すること等」

の指す内容は後段の 2.3 に

示している。 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(2／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質 

MOX 燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プ

ルトニウム富化度 60％以下，プルトニウム中の

プルトニウム－240 含有率 17％以上及びウラン

中のウラン－235 含有率 1.6％以下のウラン・プ

ルトニウム混合酸化物，ウラン中のウラン－235

含有率 5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化

ウラン並びに標準試料及び分析試料であり，この

うちウラン・プルトニウム混合酸化物，濃縮ウラ

ン，標準試料及び分析試料を取り扱う設備・機器

に対して単一ユニット，複数ユニットを設定し，

臨界管理を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び質量管理により，起こるとは考えられない独立した二

つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない

設計とする。 

なお，MOX 燃料加工施設で臨界が発生することは想

定されないが，MOX 燃料加工施設には，臨界事故を防止

するために必要な設備として臨界の発生を検知するこ

とができる設備を設置する設計とする。 

 

2.1 臨界管理の対象とする核燃料物質 

MOX 燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プル

トニウム富化度 60％以下，プルトニウム中のプルト

ニウム－240 含有率 17％以上及びウラン中のウラン

－235 含有率 1.6％以下のウラン・プルトニウム混合

酸化物，ウラン中のウラン－235 含有率 5％以下の濃

縮ウラン，天然ウラン，劣化ウラン並びに標準試料

及び分析試料であり，このうちウラン・プルトニウ

ム混合酸化物，濃縮ウラン，標準試料及び分析試料

を取り扱う設備・機器に対して単一ユニット，複数

ユニットを設定し，臨界管理を行う設計とする。ま

た，各設備・機器で取り扱う核燃料物質の形態は，

粉末，ペレット，燃料棒，燃料集合体及び溶液であ

り，これらの形態を踏まえて臨界管理を行う設計と

する。 

上記の核燃料物質の形態に加えて，単一ユニット

においては，粉末を収納した混合酸化物貯蔵容器，

燃料棒を収納した貯蔵マガジン及び組立マガジンの

形状も考慮し，複数ユニットにおいては，粉末及び

ペレットを収納した粉末缶，J60，J85，5 缶バスケ

ット，焼結ボート，ペレット保管容器及び 9缶バス

ケットの形状も考慮し，臨界管理を行う設計とす

る。 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(3／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

(2) 単一ユニットの臨界安全設計 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユ

ニットとし，これに，核的制限値(臨界管理を行

う体系の未臨界確保のために設定する値)を設定

する。単一ユニットについては，技術的にみて想

定されるいかなる場合でも臨界を防止するため

に，形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プル

トニウム富化度等の制限及び中性子吸収材の使

用並びにこれらの組合せによって核的に制限す

ることにより臨界を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとして

の設備・機器のうち，その形状寸法を制限し得

るものについては，その形状寸法について適切

な核的制限値を設ける設計とする。 

臨界管理で必要な，各工程における核燃料物質の

形態についての諸元を主要な加工工程図とともに，

第 2.1-1 図～第 2.1-5 図に示す。  

2.2 単一ユニットの臨界安全設計 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニッ

トとし，これに，核的制限値(臨界管理を行う体系の

未臨界確保のために設定する値)を設定する。単一ユ

ニットについては，技術的にみて想定されるいかなる

場合でも臨界を防止するために，形状寸法，質量，減

速材，同位体組成，プルトニウム富化度等の制限及び

中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せによって

核的に制限することにより臨界を防止する設計とす

る。 

 

 

核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃

料物質のプルトニウム富化度，同位体組成，密度，幾

何学的形状，減速条件及び中性子吸収材を考慮し，

も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び

反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤

差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

また，核的制限値を設定するに当たって，参考とす

る文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，使

用する臨界計算コードは，実験値との対比がなされ，

信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。 

 

(1) 単一ユニットの設定及び核的制限値の設定の考え

方 

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設

備・機器のうち，その形状寸法を制限し得るものに

ついては，その形状寸法について適切な核的制限値

を設ける設計とする。具体的な単一ユニットの設定

 

 

 

 

 

 

 

 

「形状寸法，質量，減速材，

同位体組成，プルトニウム富

化度等」の指す内容は添付書

類「Ⅰ－１－２ 臨界防止に

関する計算の基本方針」の第

2.1-1表及び第2.1-2表に示

している。 

 

 

 

 

 

「誤操作等」の指す内容は，

技術基準規則に定められて

いる「通常時に予想される機

械若しくは器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作」であ

り，2.に示している。  

 

 

 

 

 

核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う

核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組成，

密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材を

考慮し， も厳しい結果を与えるよう，中性子の

減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測

定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度

を見込む。 

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十

分高いものとし，また，使用する臨界計算コード

は，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高い

ことが立証されたものを用いる。 

(6/88)頁から 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(4／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユ

ニットとしてのグローブボックスについては，

取り扱う核燃料物質自体の質量について適切

な核的制限値を設ける設計とする。この場合，

誤操作等を考慮しても工程内の核燃料物質が

上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高

いインターロックにより，核的制限値以下であ

ることが確認されなければ次の工程に進めな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び核的制限値の設定を以下に示す。 

(a) 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱

う工程では，形状寸法の制限として混合酸化物貯

蔵容器及び燃料集合体の体数を核的制限値とした

体数管理とし，単一ユニットは設備・機器に設定

する。 

(b) 燃料棒を取り扱う工程では，燃料棒の平板厚さ

を核的制限値とした形状寸法管理とし，単一ユニ

ットは設備・機器に設定する。 

(c) 貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工

程では，貯蔵マガジン及び組立マガジンの段数を

核的制限値とした形状寸法管理とし，単一ユニッ

トは設備・機器に設定する。 

 

b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニッ

トとしてのグローブボックスについては，取り扱う

核燃料物質自体のプルトニウム-239，プルトニウム

-241 及びウラン-235 の合計質量(以下「Pu＊質量」

という。）について適切な核的制限値を設けるため

に以下の設計とする。 

 

 

 

 

(a) 粉末及びペレットを取り扱う工程及び少量の

溶液を取り扱う分析設備では，Pu＊質量を核的制

限値とした質量管理とし，単一ユニットは設備・

機器を収納するグローブボックス及びオープン

ポートボックス並びに焼結炉及びスタック乾燥

装置に設定する。なお，Pu＊質量を核的制限値と

した質量管理を行う単一ユニットおける核的制

限値については，以下を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6/88)頁ヘ 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(5／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各単一ユニットにおいては，取り扱う核燃料物

質の形態に応じた Pu＊質量を核的制限値とす

る。 

・粉末及びペレットを取り扱う工程において，取

り扱う核燃料物質は，プルトニウム富化度，含

水率，密度が工程により異なるが，同様な核燃

燃料物質を取り扱う設備・機器をまとめて臨界

評価するために，共通に使える形態として原料

MOX 粉末，MOX 粉末-1，MOX 粉末-2，MOX 粉末-

3，MOX 粉末-4，ペレット-1，ペレット-2 及び

ペレット-3 に分類する。 

・原料 MOX 粉末は，再処理施設から搬送される粉

末，MOX 粉末-1 は，予備混合処理の前後の粉末，

MOX 粉末-2 は，均一化混合処理の前後の粉末，

MOX 粉末-3 は，添加剤混合処理の前後の粉末，

MOX 粉末-4 は，回収粉末を想定した形態であ

る。また，ペレット-1 は，グリーンペレット，

ペレット-2 は，焼結ペレット，ペレット-3 は，

本施設の全ての粉末及びペレットを取り扱え

るように，上記の形態を包絡する粉末及びペレ

ットを想定した形態である。 

・複数の核燃料物質の形態を取り扱う単一ユニ

ットにおいては，各形態の核的制限値のうち

も厳しい値となるものを当該単一ユニットの

核的制限値とするか，各形態の設定条件を包絡

する形態の核的制限値とする。 

・放射線業務従事者がバッグイン作業により核

燃料物質を搬入する単一ユニットについては，

二重装荷の発生を考慮し，統計誤差を考慮した

中性子実効増倍率が 0.95 以下に対応する質量

の 2分の 1を核的制限値に設定する。 

(b) ウラン燃料棒を取り扱う工程では，質量の制限
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(6／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

この場合，

誤操作等を考慮しても工程内の核燃料物質が

上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高

いインターロックにより，核的制限値以下であ

ることが確認されなければ次の工程に進めな

い設計とする。 

 

c. 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機

器のうち，核燃料物質が入るおそれのある設

備・機器についても上記 a.又は b.を満足する

設計とする。 

 

 

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱

う核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組

成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸

収材を考慮し， も厳しい結果を与えるよう，

中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定

し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等

を考慮して裕度を見込む。 

また，参考とする文献は，公表された信頼度

の十分高いものとし，また，使用する臨界計算

コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の

十分高いことが立証されたものを用いる。 

 

 

 

 

 

として，ウラン燃料棒の本数を核的制限値とした

本数管理とし，単一ユニットは設備・機器に設定

する。 

また，誤操作等を考慮しても工程内の核燃料物

質が上記の制限値を超えないよう，信頼性の高い

インターロックにより，核的制限値以下であるこ

とが確認されなければ次の工程に進めない設計

とする。なお，信頼性の高いインターロックに関

する設計については，6.(2)質量管理の方法にて

示す。 

c. 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器の

うち，核燃料物質が入るおそれのある設備・機器に

ついても上記 a.又は b.を満足する設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誤操作等」の指す内容は，

技術基準規則に定められて

いる「通常時に予想される機

械若しくは器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作」であ

り，2.に示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4/88)頁から 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(7／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

単一ユニットに対しては，臨界計算コードに

より中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性

子実効増倍率が 0.95 以下)となる核的制限値

を設定する。 

 

 

 

 

 

(3) 複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニ

ットについては，技術的にみて想定されるいかな

る場合でも臨界を防止するために，核的に安全な

配置とした単一ユニット相互の間隔の維持及び

単一ユニット相互間における中性子吸収材の使

用並びにこれらの組合せにより， も厳しい状態

においても臨界に達しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンク

リート等の設置又は単一ユニット相互間の距

(2) 単一ユニットにおける臨界安全設計の妥当性評

価 

単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中

性子実効増倍率を計算し，未臨界(統計誤差として標

準偏差の 3 倍を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以

下)となる核的制限値が設定されていることを確認す

ることで，臨界安全設計の妥当性を評価する。 

単一ユニットの臨界評価方法の基本的な考え方に

ついては「Ⅰ－１－２ 臨界防止に関する計算の基

本方針」に示す。 

 

2.3 複数ユニットの臨界安全設計 

   二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニット

については，技術的にみて想定されるいかなる場合

でも臨界を防止するために，核的に安全な配置とし

た単一ユニット相互の間隔の維持及び単一ユニット

相互間における中性子吸収材の使用並びにこれらの

組合せにより， も厳しい状態においても臨界に達

しない設計とする。 

 

核的に安全な配置を定めるに当たっては， も厳

しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反

射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤

差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

また，核的に安全な配置を定めるに当たって，参

考とする文献は，公表された信頼度の十分高いもの

とし，また，使用する臨界計算コードは，実験値と

の対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証され

たものを用いる。 

(1) 複数ユニットの臨界安全の考え方 

a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さの普通コンク

リート及び中性子吸収材の設置又は単一ユニット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誤操作等」の指す内容は，

技術基準規則に定められて

いる「通常時に予想される機

械若しくは器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作」であ

り，2.に示している。 

 

 

核的に安全な配置を定めるに当たっては， も

厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及

び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算に

よる誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

また，参考とする文献は，公表された信頼度の

十分高いものとし，また，使用する臨界計算コー

ドは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高

いことが立証されたものを用いる。 

(9/88)頁から 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(8／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
離を確保することにより，核的に安全な配置と

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相互間の距離を確保することにより，核的に安全な

配置となるよう以下の設計とする。 

(a) 単一ユニット間に核的隔離条件である 30.5cm

以上の厚さの普通コンクリート（以下「臨界隔離

壁」という。)がある場合には，核的に安全な配

置である(1)と言えることから，臨界隔離壁で区切

られた同一区画内に二つ以上の単一ユニットが

存在する場合に複数ユニットとして考慮し，単一

ユニット相互間の距離を確保することにより，核

的に安全な配置とする設計とする。ただし，「Ⅰ

－１－３－１ 単一ユニットの臨界防止に関す

る計算書」の第 2-2 表，第 2-3 表及び第 2-4 表に

示すとおり，燃料棒の平板厚さを核的制限値に設

定している単一ユニット，貯蔵マガジン及び組立

マガジンの段数を核的制限値に設定している単

一ユニットについては，平面方向を無限平板とし

てモデル化することから，単一ユニットとしての

評価が複数ユニットとしての評価を包絡してい

るため，複数ユニットには設定しない。 

(b) 貯蔵設備及び一時保管設備は，設備内の単一ユ

ニット相互間の距離を設定し，中性子吸収材によ

る管理を併用することにより，核的に安全な配置

とする設計とする。 

(c) ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一

時保管エリア及び燃料集合体輸送容器一時保管

エリアでは，ウラン粉末缶，ウラン燃料棒及び燃

料集合体を「核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する規則」に定める技術基準に

適合する核燃料輸送物として保管する。なお，外

部より受け入れるウラン燃料棒をウラン燃料棒

用輸送容器の内容器に収納して保管する際には，

内容器相互間の距離を確保し，保管段数を設定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「核燃料物質等の工場又は

事業所の外における運搬に

関する規則」の表記に基づく

用語なため，「核燃料物質等」

としている。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(9／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，

も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸

収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は

計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見

込む。 

また，参考とする文献は，公表された信頼度

の十分高いものとし，また，使用する臨界計算

コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の

十分高いことが立証されたものを用いる。 

 

 

 

複数ユニットに対しては，臨界計算コードに

より中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性

子実効増倍率が 0.95 以下)となるように単一

ユニットの配置を設定する。 

 

 

 

 

    

 

(4) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距

離の維持 

a. 核的制限値の維持・管理 

核的制限値の維持・管理については，形状寸法

管理及び質量管理により，起こるとは考えられな

い独立した二つ以上の異常が同時に起こらない

ることにより，核的に安全な配置とする設計とす

る。なお，ウラン輸送容器一時保管エリアの設計

については，申請に合わせて次回以降に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 複数ユニットにおける臨界安全設計の妥当性評 

価 

複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中

性子実効増倍率を計算し，未臨界(統計誤差として標

準偏差の 3 倍を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以

下。)となるように単一ユニットの配置が設定されて

いることを確認することで，臨界安全設計の妥当性を

評価する。 

複数ユニットの臨界評価方法の基本的な考え方に

ついては「Ⅰ－１－２ 臨界防止に関する計算の基本

方針」に示す。 

 

2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の

維持 

(1) 核的制限値の維持・管理 

核的制限値の維持・管理については，形状寸法管理

及び質量管理により，起こるとは考えられない独立し

た二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(10／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
限り臨界に達しない設計とする。 

 

 

 

 

(a) 形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設

備・機器の構造又は機構により核的制限値を

維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しない設計とする。プルトニウム富化度，含水率等に

ついては，核的制限値の設定条件以下であることを確

認する。 

以下に形状寸法管理及び質量管理による核的制限

値の維持・管理について示す。 

a. 形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機

器の構造又は機構により核的制限値を維持する設

計とする。 

(a) 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，工程内

の取扱いにおいて核燃料物質量に変化がない。こ

のため，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体

数で管理する単一ユニットにおいては，構成する

設備・機器が構造的に核的制限値以下の体数でな

ければ取り扱えない設計とする。具体的には，物

理的に核的制限値を超える体数を収納できない

設計又は把持できない設計とする。 

(b) 燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理

を行う単一ユニットは，単一ユニットの入口に核

的制限値以内に制限するためのゲートを設置す

るとともに，燃料棒を平板厚さに対する核的制限

値以内で取り扱うため，燃料棒の昇降範囲をメカ

ニカルストッパにより制限する設計する。また，

ゲートは，容易に変形しない構造材として鋼材を

用いる設計とする。 

なお，地震時には，設備が健全であることを確

認した後に，加工工程を再開することから，核的

制限値は維持される。仮に，ゲートが破損したと

しても，ゲート通過後の搬送装置は，燃料棒を平

板厚さに対する核的制限値以内で取り扱う構造

としていることから，核的制限値を逸脱するおそ

れはない。 

「プルトニウム富化度，含水

率等」の指す内容は添付書類

「Ⅰ－１－２ 計算の基本方

針」の第 2.1-1 表に示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72



別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(11／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(b) 質量管理 

質量管理は，各単一ユニットの核燃料物質

の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物

質を搬送する容器を識別し，それにより搬送

する核燃料物質の質量，形態等を把握する設

計とする。単一ユニットへの核燃料物質の搬

送においては，核的制限値以下であることが

確認されなければ搬入が許可されないイン

ターロックを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ゲートは静的機器であることから，動的

機器の単一故障及び短時間の全交流電源喪失に

よる機能喪失はしないため，核的制限値は維持さ

れる。 

(c) 貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工

程において形状寸法管理を行う単一ユニットは，

貯蔵マガジン及び組立マガジンを積み重ねて取

り扱うことのないよう，貯蔵マガジン及び組立マ

ガジンを取り扱う装置の垂直方向には，搬送路を

設けない設計又は 1 基のみ収納できる設計とす

る。 

b. 質量管理 

質量管理は，臨界管理用計算機，運転管理用計算

機等を用いて行い，各単一ユニットの核燃料物質の

在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送

する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質

の質量，形態等を把握することにより行う。搬送装

置を用いた単一ユニットへの核燃料物質の搬送に

おいては，核的制限値以下であることが確認されな

ければ搬入が許可されないインターロックを有す

る誤搬入防止機構を設ける設計とし，誤搬入防止機

構は，秤量器，ID 番号読取機，運転管理用計算機，

臨界管理用計算機，誤搬入防止機構(シャッタ)等か

ら構成する。誤搬入防止機構の概念図を第 2.4-1 図

に示す。 

質量管理に関して，以下の(a)では，基本的な考

え方を示し，(b)では，基本的考え方に基づき MOX 燃

料加工施設の質量管理に係る搬送をパターン化し

て，それぞれの搬送方法に係る具体的設計を示すこ

とにより，それぞれの搬送パターンにおいて，核的

制限値が維持・管理されることを示す。(c)では，

装置ごとに対する搬送パターンを一覧として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「臨界管理用計算機，運転管

理用計算機等」の指す内容は

後段に示すとおりである。 

 

「質量，形態等」の指す内容

は添付書類「Ⅰ－１－２ 臨

界防止に関する計算の基本

方針」の第 2.1-1 表に示して

いる。 

 

「誤搬入防止機構(シャッ

タ)等」とは誤搬入を防止す

るために設ける物理的な障

壁の総称として示している。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(12／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 質量管理に関する考え方 

イ. 質量管理を行う単一ユニットへの搬送装置

を介した核燃料物質の搬入 

質量管理を行う単一ユニットへの搬送装置

を介した核燃料物質の搬入について，機器の単

一故障若しくはその誤作動又は運転員の単一

誤操作では核的制限値を逸脱しない設計とす

る。 

なお，質量管理を行う単一ユニットへの核燃

料物質の搬入については，複数の機器による確

認及び運転員による確認を行っているため，動

的機器の単一故障により誤搬入防止機構は喪

失せず，核燃料物質の誤搬入が発生することは

ないことから，核的制限値を逸脱することはな

い。また，短時間の全交流電源喪失時において

は，核燃料物質の搬送が停止することから，核

的制限値を逸脱することはない。なお，地震発

生時には工程が停止することにより核燃料物

質の搬送が停止し，核的制限値は維持される。 

以下に質量管理を行う単一ユニットへの搬

送装置を介した核燃料物質の搬入に係る設計

の考え方を示す。 

(イ) 核燃料物質は容器に収納して単一ユニッ

ト間の搬送を行う。核的制限値(Pu＊質量)と

比較するため，秤量された MOX 質量と，容器

の ID 番号に関連付けられたプルトニウム富

化度，核分裂性プルトニウム割合及びウラン

中のウラン－235含有率の必要な在庫情報を

用いて搬送物の Pu＊質量を算出する。この

ため，原料 MOX 粉末中のプルトニウム－239，

プルトニウム－241，ウラン－235 の含有率

及び原料ウラン粉末中のウラン－235の含有
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率を受入時に確認する。 

(ロ) 搬送する容器の秤量を二つの秤量器によ

り行い，秤量値に有意な差がないことを臨界

管理用計算機及び運転管理用計算機により

確認するとともに，搬送先の単一ユニット内

に存在する Pu＊質量と搬送物の Pu＊質量の

合計が，核的制限値以下であることを確認す

る。 

(ハ) 単一ユニットに核燃料物質を搬入するに

当たっては，搬送予定に基づく搬送要求によ

り動作を開始する設計とする。 

(二) 運転管理担当者は，運転管理用計算機によ

るPu＊質量の確認結果と搬送予定に基づき，

核燃料物質の単一ユニットへの搬入の可否

判断を行うとともに，工程の運転状況を監視

する。 

(ホ) 臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨

界管理用計算機の情報に基づき，質量管理の

実施状況を監視する。なお，臨界管理担当者

が質量管理の実施状況に異常を確認した場

合は，核燃料物質の搬送を行わない設計とす

る。 

(ヘ) 核燃料物質の誤搬入を防止するため，核燃

料物質中の Pu＊質量が核的制限値以下であ

ることを確認しなければ，単一ユニットへの

核燃料物質の搬入が行えない誤搬入防止機

構(シャッタ)等を設ける設計とする。ただ

し，核的制限値を明らかに満足する少量の標

準試料及び分析試料を搬入する場合は除く。 

(ト) 臨界管理用計算機及び運転管理用計算機

は，故障検知機能を有しており，故障を検知

した場合は，核燃料物質の搬送を行わない設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誤搬入防止機構(シャッ

タ)等」とは誤搬入を防止す

るために設ける物理的な障

壁の総称として示している 
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計とする。 

(チ) 従事者がバッグイン作業により核燃料物

質を搬入する単一ユニットについては，二重

装荷の発生を考慮して設定した核的制限値

を維持・管理する。 

(リ) 分析済液処理ユニットから低レベル廃液

処理設備へ払い出す廃液中には，臨界管理上

有意な量の核燃料物質が含まれないことを

確認する。 

(ヌ) 分析設備への気送装置による分析試料の

搬送に当たっては，分析試料を気送子内の容

器に収納して配管内を搬送することで，中性

子相互干渉の影響は小さく，他の核燃料物質

と核的に安全な配置が保持される。 

(ル) 燃料棒解体ユニットへの燃料棒搬送装置

による核燃料物質の搬送に当たっては，燃料

棒を 1 段で把持し燃料棒移載装置の上部を

搬送することで，中性子相互干渉の影響は小

さく，燃料棒移載装置の核燃料物質と核的に

安全な配置が保持される。 

(ヲ) バッグアウトした核燃料物質の運搬台車

による運搬に当たっては，運搬台車に容器 1

缶を収納して運搬することで，中性子相互干

渉の影響は小さく，他の核燃料物質と核的に

安全な配置が保持される。 

ロ. ウラン燃料棒を本数で管理する単一ユニッ

トへのウラン燃料棒の搬入 

ウラン燃料棒を本数で管理する単一ユニッ

トにおいては，臨界管理用計算機及び運転管理

用計算機による本数の確認，運転管理担当者に

よる搬入の可否判断及び工程の運転状況の監

視，さらに臨界管理担当者による状況の監視及
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び異常時の対応を質量管理と同様に行う。な

お，本数管理においては，ウラン燃料棒識別番

号の確認又は輸送容器の内容器の識別番号に

関連付けられたウラン燃料棒本数の確認を行

う。 

(b) 搬送パターン及び搬送方法 

誤搬入防止機構の動作は，核燃料物質の搬送元

及び搬送先における臨界管理の方法を考慮した

搬送パターンを踏まえた設計とする。 

搬送パターンについては，質量管理を行う単一

ユニット(以下「質量管理ユニット」という。)，

形状寸法管理を行う単一ユニット及び複数ユニ

ットである核燃料物質の貯蔵施設(以下「形状寸

法管理ユニット」という。)又は臨界管理の対象

としない設備（以下「臨界管理外」という。）に

分けて，分類を行う。 

MOX 燃料加工施設における搬送パターンは，以

下の 5つに分類でき，それぞれの搬送に係る搬送

方法を示す。 

 
 搬送元 搬送先 

パターン A 質量管理ユニット 質量管理ユニット 

パターン B 質量管理ユニット 形状寸法管理ユニット 

パターン C 形状寸法管理ユニット 質量管理ユニット 

パターン D 質量管理ユニット 臨界管理外 

パターン E 臨界管理外 質量管理ユニット 

 

イ. 質量管理ユニットから質量管理ユニットへ

の搬送（パターン A） 

質量管理ユニット間での搬送に係る誤搬入

防止機構は以下のとおり。概要図を第 2.4-2 図

に示す。 
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(イ) 搬送元の質量管理ユニットにて，搬送する

核燃料物質を収納した容器の秤量値及び ID

番号を読み取る。 

(ロ) 秤量値及び ID 番号より，搬送先の質量管

理ユニットの Pu＊質量と搬送物の Pu＊質量

の合計が核的制限値以下であることを運転

管理用計算機及び臨界管理用計算機にて確

認する。 

(ハ) 核的制限値以下であることを確認した場

合，臨界管理用計算機から，誤搬入防止機構

解除信号と搬送許可信号を発するとともに

設備制御装置からの誤搬入防止機構動作信

号を発し，搬送する。 

(ニ) 搬送先の質量管理ユニットに受け入れる

前に，再度，搬送元の質量管理ユニットと異

なる秤量器及び ID 番号読取機で，秤量及び

ID 番号を読み取り，核燃料物質の質量に有

意な差がないか，運転管理用計算機及び臨界

管理用計算機にて確認する。運転管理計算機

では, 運転管理担当者による搬入の可否判

断を行う。 

(ホ) 秤量値に有意な差がないと確認された場

合に，臨界管理用計算機から誤搬入防止機構

解除信号及び搬送許可信号を発し，搬送先の

質量管理ユニットに搬送する。 

(ヘ) 臨界管理担当者が異常を確認した場合は，

搬送キャンセル操作を行うことにより，誤搬

入防止機構解除を無効とし，当該ユニットに

対する搬送の停止を行う。 

ロ. 質量管理ユニットから形状寸法管理ユニッ

トへの容器の搬送（パターン B） 

質量管理ユニットから形状寸法管理ユニッ
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トへの搬送に係る誤搬入防止機構は以下のと

おり。概要図を第 2.4-3 図に示す。 

(イ) 搬送元の質量管理ユニットにて，搬送する

核燃料物質を収納した容器の秤量値及び ID

番号を読み取る。 

(ロ) 秤量値及び ID 番号より，搬送物の搬送情

報を運転管理用計算機及び臨界管理用計算

機にて確認する。 

(ハ) 搬送物の搬送情報を確認した場合，臨界管

理用計算機から，誤搬入防止機構解除信号と

搬送許可信号を発するとともに設備制御装

置からの誤搬入防止機構動作信号を発し，搬

送する。 

(ニ) 搬送先の形状寸法管理ユニットに受け入

れる前に，再度，搬送元の質量管理ユニット

と異なる秤量器及び ID 番号読取機で，秤量

及び ID 番号を読み取り，核燃料物質の質量

に有意な差がないか，運転管理用計算機及び

臨界管理用計算機にて確認する。運転管理計

算機では, 運転管理担当者による搬入の可

否判断を行う。 

(ホ) 秤量値に有意な差がないと確認された場

合に，臨界管理用計算機から誤搬入防止機構

解除信号及び搬送許可信号を発し，搬送先の

質量管理ユニットに搬送する。 

(ヘ) 臨界管理担当者が異常を確認した場合は，

搬送キャンセル操作を行うことにより，誤搬

入防止機構解除を無効とし，当該ユニットに

対する搬送の停止を行う。 

ハ. 形状寸法管理ユニットから質量管理ユニッ

トへの容器の搬送（パターン C） 

形状寸法管理ユニットから質量管理ユニッ
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トへの容器の搬送に係る誤搬入防止機構は以

下のとおり。概要図を第 2.4-4 図に示す。 

(イ) 搬送元の形状寸法管理ユニットにて，搬送

する核燃料物質を収納した容器の ID 番号を

読み取る。 

(ロ) ID 番号より，搬送先の質量管理ユニット

の Pu＊質量と搬送物の Pu＊質量の合計が核

的制限値以下であることを運転管理用計算

機及び臨界管理用計算機にて確認する。 

(ハ) 核的制限値以下であることを確認した場

合，臨界管理用計算機から，搬送許可信号を

発し，搬送する。 

(ニ) 搬送先の形状寸法管理ユニットに受け入

れる前に，再度，搬送元の形状寸法管理ユニ

ットと異なる秤量器及び ID 番号読取機で，

秤量及び ID 番号を読み取り，核燃料物質の

質量に有意な差がないか，運転管理用計算機

及び臨界管理用計算機にて確認する。運転管

理計算機では, 運転管理担当者による搬入

の可否判断を行う。 

(ホ) 秤量値に有意な差がないと確認された場

合に，臨界管理用計算機から誤搬入防止機構

解除信号及び搬送許可信号を発するととも

に設備制御装置からの誤搬入防止機構動作

信号を発し，搬送先の質量管理ユニットに搬

送する。 

(ヘ) 臨界管理担当者が異常を確認した場合は，

搬送キャンセル操作を行うことにより，誤搬

入防止機構解除を無効とし，当該ユニットに

対する搬送の停止を行う。 

ニ. 質量管理ユニットから臨界管理外への容器

の搬送（パターン D） 
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質量管理ユニットから臨界管理外への容器

の搬送に係る誤搬入防止機構は以下のとおり。

概要図を第 2.4-5 図に示す。 

(イ) 搬送元のユニットにて，搬送する核燃料物

質を収納した容器の秤量及び ID 番号を読み

取る。 

(ロ) 秤量値及び ID 番号より，搬送物の搬送情

報を運転管理用計算機及び臨界管理用計算

機にて確認する。 

(ハ) 搬送物の搬送情報を確認した場合，臨界管

理用計算機から，誤搬入防止機構解除信号と

搬送許可信号を発するとともに設備制御装

置からの誤搬入防止機構動作信号を発し，搬

送する。 

(ニ) 搬送先である臨界管理外に受け入れる前

に，再度，搬送元の質量管理ユニットと異な

る秤量器及び ID 番号読取機で，秤量及び ID

番号を読み取り，核燃料物質の質量に有意な

差がないか，運転管理用計算機及び臨界管理

用計算機にて確認する。運転管理計算機で

は, 運転管理担当者による搬入の可否判断

を行う。 

(ホ) 秤量値に有意な差がないと確認された場

合に，搬送先である臨界管理外に搬送する。 

(ヘ) 臨界管理担当者が異常を確認した場合は，

搬送キャンセル操作を行うことにより，誤搬

入防止機構解除を無効とし，当該ユニットに

対する搬送の停止を行う。 

ホ. 臨界管理外から質量管理ユニットへのウラ

ン粉末の搬送（パターン E） 

臨界管理外から質量管理ユニットへのウラ

ン粉末の搬送に係る誤搬入防止機構は以下の
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とおり。概要図を第 2.4-6 図に示す。 

(イ) 臨界管理外の搬送元にて，異なる秤量器及

び ID 番号読取機を用いて搬送する核燃料物

質を収納した容器の秤量及び ID 番号を 2 回

読み取る。 

(ロ) 秤量値及び ID 番号より，搬送先の質量管

理ユニットの Pu＊質量と搬送物の Pu＊質量

の合計が核的制限値以下であることを運転

管理用計算機及び臨界管理用計算機にて確

認する。 

(ハ) 核的制限値以下であることを確認した場

合，臨界管理用計算機から，誤搬入防止機構

解除信号と搬送許可信号を発するとともに

設備制御装置からの誤搬入防止機構動作信

号を発し,搬送先の質量管理ユニットに搬送

する。 

(ニ) 臨界管理担当者が異常を確認した場合は，

搬送キャンセル操作を行うことにより，誤搬

入防止機構解除を無効とし，当該ユニットに

対する搬送の停止を行う。 

(c) 装置ごとの搬送パターン一覧 

各単一ユニットにおける搬送パターンに関連

する計量設備について，第 2.4-1 表に示す。な

お，第 2.4-1 表には，次項 c.にて示す添加剤投

入の対象一覧も併せて示す。また，各単一ユニッ

トにおける搬送の対象となる秤量器及び ID 番号

読取機は，秤量器及び ID 番号読取機の申請に合

わせて次回以降に第 2.4-1 表に追記する。 

次回以降に申請する単一ユニットとなるグロ

ーブボックスに係る搬送パターンについては，当

該グローブボックスの申請に合わせて次回以降

に説明する。 
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c. 核的制限値設定条件の確認 

各単一ユニットの臨界管理においては，核的制限

値だけでなく，管理を必要とするプルトニウム富化

度及び含水率等の核的制限値設定条件についても

質量管理と同様に確認を行う。この確認において

は，質量管理と容器の識別の組合せにより，プルト

ニウム富化度及び含水率が設定条件以下であるこ

と等を確認する。 

再処理施設から受け入れる原料 MOX 粉末につい

ては，プルトニウム富化度及び含水率が設定条件以

下であること，プルトニウム中のプルトニウム－

240 含有率が 17％以上であることを確認する。 

施設外から受け入れる原料ウラン粉末及びウラ

ン燃料棒については，ウラン中のウラン－235 含有

率及び含水率が設定条件以下であることを確認す

る。 

なお，密度については，文献値，理論密度及び粉

末の性状に基づき，各形態で想定し得る値に対して

より厳しい評価となるように設定するため，確認を

行う必要はない。 

以下に核的制限値設定条件の確認における基本

的な考え方を示す。 

(a) プルトニウム富化度等 

各単一ユニットにおいて取り扱う MOX 粉末等

の各形態のプルトニウム富化度については，60％

以下，33％以下又は 18％以下を設定条件とする。

燃料棒の各形態については，BWR 燃料棒は 17％以

下，PWR 燃料棒は 18％以下を設定条件とする。ま

た，燃料集合体の各形態については，燃料集合体

平均で，BWR 燃料集合体は 11％以下，PWR 燃料集

合体は 14％以下を設定条件とする。プルトニウ

ム富化度等の確認は，以下の方法により行う。 

 

「プルトニウム富化度及び

含水率等」の指す内容は添付

書類「Ⅰ－１－２ 臨界防止

に関する計算の基本方針」の

第 2.1-1 表に示している。 

 

「プルトニウム富化度及び

含水率が設定条件以下であ

ること等」の指す内容は添付

書類「Ⅰ－１－２ 計算の基

本方針」の第 2.1-1 表に示し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プルトニウム富化度等」の

指 す 内 容 は 後 段 の 2.4 

(1)c.(a)ロ.に示している。 

 

「MOX粉末等」とはMOX粉末，

ペレット，棒集合体の総称と

して示している。 

 

「プルトニウム富化度等」の

指 す 内 容 は 後 段 の 2.4 

(1)c.(a)ロ.に示している。 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(22／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. MOX粉末とウラン粉末を混合する単一ユニッ

トについては，混合前の MOX 粉末のプルトニウ

ム富化度の設定条件を適用し，混合後のプルト

ニウム富化度の確認は，質量が確認された混合

前の MOX 粉末及びウラン粉末の取扱質量並び

に MOX 粉末のプルトニウム富化度から，臨界管

理用計算機及び運転管理用計算機で計算する

ことにより行う。 

ロ. 二次混合以降の粉末及びペレットについて

は，核分裂性プルトニウム富化度についても，

プルトニウム富化度及び核分裂性プルトニウ

ム割合に基づいて臨界管理用計算機及び運転

管理用計算機で計算し，核分裂性プルトニウム

富化度が設定条件以下であることを確認する。 

ハ. 運転管理担当者は，運転管理用計算機による

プルトニウム富化度等の確認結果と搬入予定

に基づき，搬入の可否判断及び工程の運転状況

の監視を行う。 

ニ. 臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨界

管理用計算機の情報に基づき，プルトニウム富

化度等の状況の監視及び異常時の対応を行う。 

(b) 含水率 

各単一ユニットにおいて取り扱う MOX 粉末等

の各形態の含水率については，0.1%以下，0.5%以

下，1.5%以下，2.5%以下又は 3.5%以下を設定条件

とする。燃料棒の各形態については，0.1%以下を

設定条件とし，核燃料物質を各単一ユニットに搬

入する際に，単一ユニットに設定されている核燃

料物質の形態の含水率以下であることを確認す

る。 

これらの単一ユニットのうち，粉末調整工程の

設備及び小規模試験設備においては，MOX 粉末中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プルトニウム富化度等」の

指す内容は2.4 (1)c.(a)ロ.

に示している。 

 

「プルトニウム富化度等」の

指す内容は2.4 (1)c.(a)ロ.

に示している。 

 

「MOX粉末等」とはMOX粉末，

ペレット，棒集合体の総称と

して示している。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(23／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に添加剤を投入する。添加剤は有機物粉末である

ことから，中性子の減速効果を考慮して水分質量

に換算して含水率を計算する。 

また，粉末調整工程の設備及び小規模試験設備

への添加剤の投入については，核的制限値設定条

件以下であることが確認されなければ投入が許

可されないインターロックを有する誤投入防止

機構を設ける設計とし，誤投入防止機構は，秤量

器，ID 番号読取機，運転管理用計算機，臨界管理

用計算機及び誤投入防止機構(添加剤受入バル

ブ)又は誤投入防止機構(添加剤投入バルブ)から

構成する。誤投入防止機構の概念図を第 2.4-7 図

に示す。 

添加剤の投入に関して，以下のイ.では，基本

的な考え方を示し，ロ.では，基本的考え方に基

づき MOX 燃料加工施設の添加剤の投入に係る具

体的設計を示すことにより，含水率が維持・管理

されることを示す。 

イ. 添加剤の投入に関する考え方 

添加剤の投入について，機器の単一故障若し

くはその誤作動又は運転員の単一誤操作では

核的制限値を逸脱しない設計とする。 

なお，添加剤の投入については，複数の機器

による確認及び運転員による確認を行ってい

るため，動的機器の単一故障により誤投入防止

機構は喪失せず，添加剤の誤投入が発生するこ

とはないことから，含水率を逸脱することはな

い。また，短時間の全交流電源喪失時において

は，添加剤の投入が停止することから，含水率

を逸脱することはない。なお，地震発生時には

工程が停止することにより添加剤の投入が停

止し，含水率は維持される。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(24／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 添加剤を投入する単一ユニットにおいて

は，添加剤の投入後の含水率を設定条件とす

る。また，添加剤の投入に際しては，1回の

混合で使用する添加剤の秤量を二つの秤量

器により行い，秤量値に有意な差がないこと

を確認するとともに，粉末の混合時に添加剤

の水分換算質量と投入先の MOX 粉末中及び

ウラン粉末中の水分質量の合計から得られ

る含水率が設定条件以下であることを臨界

管理用計算機及び運転管理用計算機により

確認する。この混合時の含水率の算出のため

に，原料 MOX 粉末及び原料ウラン粉末の含水

率を受入時に確認する。また，回収粉末につ

いては，粉末の含水率を確認する。 

(ロ) 運転管理担当者は，運転管理用計算機によ

る含水率の確認結果と投入予定に基づき，添

加剤の MOX 粉末中への投入の可否判断及び

状況の監視を行う。また，運転管理担当者は，

運転管理用計算機の情報に基づき，工程の運

転状況を把握する。 

(ハ) 臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨

界管理用計算機の情報に基づき，含水率の状

況の監視及び異常時の対応を行う。 

ロ. 添加剤の投入方法 

添加剤の搬送元及び搬送先における臨界管理

の方法を踏まえた添加剤投入方法を以下に示

す。また，概要図を第 2.4-8 図に示す。 

各単一ユニットにおける添加剤を投入する装

置及び誤投入防止機構に係る秤量器及び ID 番

号読取機は，申請に合わせて次回以降に示す。 

(イ) 臨界管理区域外の搬送元にて，添加剤の秤

量及び ID 番号を読み取る。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(25／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 単一ユニット間距離の維持 

単一ユニット間距離の維持については，以下

に示す設計とすることにより，起こるとは考え

(ロ) 秤量値及び ID 番号より，搬送情報を運転

管理用計算機にて確認する。 

(ハ) 搬送情報を確認し，運転管理用計算機か

ら，搬送許可信号を発するとともに設備制御

装置からの誤搬入防止機構動作信号を発し，

搬送先の質量管理ユニットに添加剤を搬送

する。 

(ニ) 搬送先の質量管理ユニットに受け入れた

後，臨界管理区域外の搬送元と異なる秤量器

及び ID 番号読取機で，秤量値及び ID 番号を

読み取り，核燃料物質の搬送情報を確認す

る。 

(ホ) 搬送先の質量管理ユニットに受け入れた

後，再度，臨界管理区域外の搬送元と異なる

秤量器及び ID 番号読取機で，秤量値及び ID

番号を読み取り，核燃料物質の質量に有意な

差がないこと及び含水率を運転管理用計算

機及び臨界管理用計算機にて確認する。運転

管理計算機では, 運転管理担当者による搬

入の可否判断を行う。 

(ヘ) 秤量値に有意な差がないこと及び含水率

が設定条件以下であることが確認された場

合に，臨界管理用計算機から誤投入防止機構

解除信号及び搬送許可信号を発し，添加剤を

投入する。 

(ト) 臨界管理担当者が異常を確認した場合は，

搬送キャンセル操作を行うことにより，誤投

入防止機構解除を無効とし，当該ユニットに

対する搬送の停止を行う。 

 (2) 単一ユニット間距離の維持 

単一ユニット間距離の維持については，以下に示す

設計とすることにより，起こるとは考えられない独立
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(26／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
られない独立した二つ以上の異常が同時に起

こらない限り臨界に達しない設計とする。 

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に

当たっては，通常時に作用している荷重に対

して発生する変形が過大とならないように

構造強度を持つ構造材を用いて固定する設

計とする。なお，固定することが困難な設備・

機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット

相互間の間隔を維持するための剛構造物を

取り付ける又は移動範囲を制限する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，核燃料物質を取り扱う容器は，通常

の取扱条件において容易に変形しない構造

材を用いる設計とする。 

 

(b) 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ

処理)施設においては，核燃料物質を次の工

程に移動させようとしても，核燃料物質を受

け入れる工程が核的制限値を満足する状態

にならなければ，移動することができない設

計とする。 

 

した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に

達しない設計とする。 

a. 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当た

っては，通常時に作用している荷重に対して発生

する変形が過大とならないように構造強度を持つ

構造材を用いて固定する設計とする。具体的には

耐震重要度分類の応じた構造強度を有する設計と

する。なお，固定することが困難な設備・機器の

場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間

隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は移

動範囲を制限する設計とする。 

  核燃料物質の貯蔵施設である一時保管ピット，

原料 MOX 粉末缶一時保管装置，粉末一時保管装

置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製

品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体

貯蔵チャンネルは，容器が相互に影響を与えない

ようにするために，基準地震動 Ss による地震力に

対して，主要な構造部材は，過大な変形が生じな

い設計とする。また，核燃料物質を取り扱う容器

は，通常の取扱条件において容易に変形しない構

造材として，金属材料を用いる設計とする。 

  また，単一ユニット相互間の距離を確保するこ

とにより，単一ユニットが分散配置されることか

ら，地震による影響を受けても核燃料物質が一箇

所に集積せず，臨界に達しない設計とする。 

b. 単一ユニット間の核燃料物質の移動による単一

ユニット間の近接については，MOX 燃料加工施設

は，不連続に取り扱うバッチ処理となっており，

核燃料物質を受け入れる工程の核的制限値が満足

する状態にならなければ移動することができない

設計とすることで臨界に達しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誤操作等」の指す内容は，

技術基準規則に定められて

いる「通常時に予想される機

械若しくは器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作」であ

り，2.に示している 

88



別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(27／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 単一ユニット間距離を維持するため，核燃

料物質を搬送するための動力の供給が停止

した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止

する機構により，搬送中の核燃料物質を安全

に保持する設計とする。 

 

 

 

(5) 臨界事故を防止するために必要な設備 

臨界事故を防止するために必要な設備として

臨界の発生を検知することができる設備を設置

する設計とする。 

 

 

 

 

 

臨界を検知する設備の設計方針については，第

具体的には，2.4(1)b.で示すとおり，誤操作等

を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制限値

を超えないよう，信頼性の高いインターロックに

より，核的制限値以下であることが確認されなけ

れば次の工程に進めない設計とする。  

また，ペレット一時保管設備，製品ペレット貯

蔵設備及びスクラップ貯蔵設備への容器搬入前

に，容器が貯蔵する単一ユニットの形状(高さ)以

下となっていることを確認する設計とする。 

なお，容器の形状（高さ）確認は，ペレット一時

保管設備，製品ペレット貯蔵設備及びスクラップ貯

蔵設備へ搬入前の質量管理の段階で確認するため，

地震時においても，質量管理の核的制限値は維持さ

れる。 

c. 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止

した場合においても，搬送中の核燃料物質の落下

による他の単一ユニットの近接を防止するため，

核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構を設

け，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計と

する。動力供給停止時の落下防止対策は，「Ⅴ－１

－１－１０ 搬送設備に関する説明書」に示す。 

 

2.5 臨界事故を防止するために必要な設備 

MOX 燃料加工施設には，臨界事故を防止するために

必要な設備を設ける設計とする。 

設備の容量，形状及び配置並びに核燃料物質の取扱

方法から，MOX 燃料加工施設で臨界が発生することは

想定されないが，深層防護の観点及び従事者の退避等

のため，万一に備えて，臨界が発生した場合にも臨界

の発生を検知することができるよう臨界検知用ガス

モニタを設ける設計とする。 

臨界検知用ガスモニタの設計方針については，「Ⅴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「退避等」とは発生した臨界

への対応及び臨界を収束さ

せるために必要な措置の総

称として示している。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(28／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
１章 共通項目の「8.5 警報設備等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－１－１１ 警報設備等に関する説明書」にて，

臨界検知用ガスモニタの申請に合わせて次回以降に

示す。 

 

 

 
第 2.1-1 図 粉末調整工程の主要な加工工程図に対応す

る核燃料物質の形態 

 

 
第 2.1-2 図 ペレット加工工程の主要な加工工程図に対
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(29／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応する核燃料物質の形態 

 

 

第 2.1-3 図 燃料棒加工工程の主要な加工工程図に対応

する核燃料物質の形態 

 

 
第 2.1-4 図 燃料集合体組立工程及び梱包・出荷工程の

主要な加工工程図に対応する核燃料物質の

形態 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(30／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 2.1-5 図 スクラップ処理の主要な加工工程図に対応

する核燃料物質の形態 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(31／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-1 表 搬送パターン及び添加剤投入の対象一覧 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(32／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 2.4-1 図 誤搬入防止機構の概念図 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(36／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2.4-7 図 誤投入防止機構の概念図 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(38／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

1.1.2 成形施設の臨界防止 

1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計 

成形施設の臨界管理のために，核燃料物質

取扱い上の一つの単位となる単一ユニット

を設定することから，単一ユニットは，貯蔵

容器受設備，原料粉末受払設備，原料 MOX 粉

末缶取出設備，一次混合設備，二次混合設備，

分析試料採取設備，スクラップ処理設備，圧

縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレット

検査設備，研削設備及びペレット検査設備の

各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核

燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定

し，十分信頼性のある計算コードを使用し

て，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるよ

うに体数又は質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにする

ことにより臨界を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 各施設における臨界防止の設計方針 

3.1 成形施設の臨界防止の設計方針 

(1) 単一ユニットの臨界安全設計 

成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上

の一つの単位となる単一ユニットを設定することか

ら，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料粉末受払

設備，原料 MOX 粉末缶取出設備，一次混合設備，二次

混合設備，分析試料採取設備，スクラップ処理設備，

圧縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレット検査設

備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・機器に

設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質

の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性の

ある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95

以下となるように体数又は質量を設定する。 

 

以下に各設備・機器における核燃料物質の管理方法

並びに核的制限値及び単一ユニットの設定を示すと

ともに，成形施設における単一ユニットの臨界防止設

計を示す。 

a. 貯蔵容器受入設備 

 貯蔵容器受入設備は，混合酸化物貯蔵容器の受け

入れ又は払い出しを行うことから，形状寸法の制限

として混合酸化物貯蔵容器の体数を核的制限値と

した体数管理とする。 

単一ユニットは，洞道搬送台車，受渡天井クレー

ン，受渡ピット，保管室クレーン貯蔵容器検査装置

及び貯蔵容器受払装置に設定し，単一ユニット内で

の核燃料物質の取扱量が核的制限値以下となるよ

うに管理することにより臨界を防止する設計とす

る。 

貯蔵容器受入設備に設定した単一ユニット並び
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(39／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に核的制限値を第 3.1-1 表に示す。 

b. 原料粉末受払設備 

原料粉末受払設備は，混合酸化物貯蔵容器を原料

粉末受入設備から受け入れ，原料 MOX 粉末取出設備

へ払い出しを行うことから，形状寸法の制限として

混合酸化物貯蔵容器の体数を核的制限値とした体

数管理とする。 

単一ユニットは，貯蔵容器受払装置に設定し，単

一ユニット内での核燃料物質の取扱量が核的制限

値以下となるように管理することにより臨界を防

止する設計とする。 

貯蔵容器受入設備に設定した単一ユニット及び

核的制限値を第 3.1-1 表に示す。 

c. 原料 MOX 粉末缶取出設備 

原料 MOX 粉末缶取出設備は，混合酸化物貯蔵容器

から取り出した原料 MOX 粉末入りの粉末缶をグロ

ーブボックスにて取り扱うことから，取り扱う核燃

料物質の形態を MOX 粉末-1 とし，MOX 粉-1 の Pu＊

質量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは原料 MOX 粉末缶取出装置グロー

ブボックスに設定し，単一ユニット内での核燃料物

質の取扱量が核的制限値以下となるように管理す

ることにより臨界を防止する設計とする。 

原料 MOX 粉末缶取出設備に設定した単一ユニッ

ト及び核的制限値を第 3.1-1 表に示す。 

d. 一次混合設備 

一次混合設備については，粉末混合により核燃料

物質の形態が変化することから，装置ごとに単一ユ

ニットを設定する。 

(a) 原料 MOX 粉末秤量・分取装置 

原料 MOX 粉末秤量・分取装置は，グローブボッ

クス内にて原料 MOX 粉末を秤量及び分取するこ
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(40／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とから，取り扱う核燃料物質の形態を MOX 粉末-

1 とし，MOX 粉末-1 の Pu＊質量を核的制限値とし

た質量管理とする。 

単一ユニットは原料 MOX 粉末秤量・分取装置グ

ローブボックスに設定し，単一ユニット内での核

燃料物質の取扱量が核的制限値以下となるよう

に管理することにより臨界を防止する設計とす

る。 

(b) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置 

ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置では，グ

ローブボックス内にてウラン粉末及び回収粉末

を秤量及び分取することから，取り扱う核燃料物

質の形態を回収粉末として MOX 粉末-4 とし，MOX

粉末-4 の Pu＊質量を核的制限値とした質量管理

とする。 

単一ユニットはウラン粉末・回収粉末秤量・分

取装置グローブボックスに設定し，単一ユニット

内での核燃料物質の取扱量が核的制限値以下と

なるように管理することにより臨界を防止する

設計とする。 

(c) 予備混合装置 

予備混合装置では，グローブボックス内にて原

料 MOX 粉末，原料ウラン粉末及び回収粉末に添加

剤を加えて予備混合を行うことから，取り扱う核

燃料物質の形態を原料 MOX 粉末及び回収粉末と

して MOX 粉末-1 及び MOX 粉末-4 とし，このうち

より厳しい核的制限値となる MOX 粉末-1 の Pu＊

質量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは予備混合装置グローブボック

スに設定し，単一ユニット内での核燃料物質の取

扱量が核的制限値以下となるように管理するこ

とにより臨界を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102



別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(41／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 一次混合装置 

一次混合装置では，グローブボックス内にて予

備混合をした粉末の一次混合を行う。また，スク

ラップ処理設備の回収粉末微粉砕装置の予備機

として焼結ペレットの微粉砕混合を行うことか

ら，取り扱う核燃料物質の形態を一次混合粉末及

び焼結ペレットとしてMOX粉末-2及びペレット-

2 とし，このうちより厳しい核的制限値となるペ

レット-2 の Pu＊質量を核的制限値とした質量管

理とする。 

単一ユニットは一次混合装置グローブボック

スに設定し，単一ユニット内での核燃料物質の取

扱量が核的制限値以下となるように管理するこ

とにより臨界を防止する設計とする。 

 

一次混合設備に設定した単一ユニット及び核的

制限値を第 3.1-1 表に示す。 

e. 二次混合設備 

二次混合設備は，粉末混合により核燃料物質の形

態が変化することから，装置ごとに単一ユニットを

設定する。 

(a) 一次混合粉末秤量・分取装置 

一次混合粉末秤量・分取装置では，グローブボ

ックス内にて一次混合粉末，原料ウラン粉末及び

回収粉末を秤量及び分取することから，取り扱う

核燃料物質の形態を一次混合粉末及び回収粉末

として MOX 粉末-2 及び MOX 粉末-4 とし，このう

ちより厳しい核的制限値となる MOX 粉末-2 の Pu

＊質量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは一次混合粉末秤量・分取装置グ

ローブボックスに設定し，単一ユニット内での核

燃料物質の取扱量が核的制限値以下となるよう
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(42／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に管理することにより臨界を防止する設計とす

る。 

(b) 均一化混合装置 

均一化混合装置では，グローブボックス内にて

一次混合粉末，原料ウラン粉末及び回収粉末に添

加剤を加えて及び均一化混合することから，取り

扱う核燃料物質の形態を一次混合粉末及び回収

粉末として MOX 粉末-2 及び MOX 粉末-4 とし，こ

のうちより厳しい核的制限値となる MOX 粉末-2

のPu＊質量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは均一化混合装置グローブボッ

クスに設定し，単一ユニット内での核燃料物質の

取扱量が核的制限値以下となるように管理する

ことにより臨界を防止する設計とする。 

(c) 造粒装置 

造粒装置では，グローブボックス内にて均一化

混合をした粉末の粗成形及び解砕を行う。取り扱

う核燃料物質の形態を造粒粉末として MOX 粉末-

3 とし，MOX 粉末-3 の Pu＊質量を核的制限値とし

た質量管理とする。 

単一ユニットは造粒装置グローブボックスに

設定し，単一ユニット内での核燃料物質の取扱量

が核的制限値以下となるように管理することに

より臨界を防止する設計とする。 

(d) 添加剤混合装置 

添加剤混合装置では，グローブボックス内にて

均一化混合粉末又は造粒後の粉末に添加剤を加

えて混合することから，取り扱う核燃料物質の形

態を MOX 粉末-3 とし，MOX 粉末-3 の Pu＊質量を

核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは添加剤混合装置グローブボッ

クスに設定し，単一ユニット内での核燃料物質の
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(43／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱量が核的制限値以下となるように管理する

ことにより臨界を防止する設計とする。 

 

二次混合設備に設定した単一ユニット及び核的

制限値を第 3.1-1 表に示す。 

f. 分析試料採取設備 

分析試料採取設備は，装置ごとに採取の対象であ

る核燃料物質の形態が異なることから，装置ごとに

単一ユニットを設定する。 

(a) 原料 MOX 分析試料採取装置  

原料 MOX 分析試料採取装置では，グローブボッ

クス内にて原料 MOX 粉末の分析試料を採取する

ことから，取り扱う核燃料物質の形態を MOX 粉末

-1 とし，MOX 粉末-1 の Pu＊質量を核的制限値と 

した質量管理とする。 

単一ユニットは原料 MOX 分析試料採取装置グ

ローブボックスに設定し，単一ユニット内での核

燃料物質の取扱量が核的制限値以下となるよう

に管理することにより臨界を防止する設計とす

る。 

(b) 分析試料採取・詰替装置 

分析試料採取・詰替装置では，グローブボック

ス内にて原料 MOX 粉末以外の分析試料を採取す

ることから，取り扱う核燃料物質の形態を MOX 粉

末-2，MOX 粉末-3 及びペレット-2 とし，このう

ちより厳しい核的制限値となる MOX 粉末-3 の Pu

＊質量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは分析試料採取・詰替装置グロー

ブボックスに設定し，単一ユニット内での核燃料

物質の取扱量が核的制限値以下となるように管

理することにより臨界を防止する設計とする。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(44／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析試料採取設備に設定した単一ユニット及び

核的制限値を第 3.1-1 表に示す。 

g. スクラップ処理設備 

スクラップ処理設備は，粉末混合及び焙焼処理に

より核燃料物質の形態が変化することから，装置ご

とに単一ユニットを設定する。 

(a) 回収粉末処理・詰替装置 

回収粉末処理・詰替装置では，グローブボック

ス内にてペレット加工工程で回収した焼結ペレ

ット及び研削粉の詰替え，焼結ペレットの粗粉砕

処理を行うことから，取り扱う核燃料物質の形態

を焼結ペレット及び研削粉（回収粉末）としてペ

レット-2 及び MOX 粉末-4 とし，このうちより厳

しい核的制限値となるペレット-2 の Pu＊質量を

核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは回収粉末処理・詰替装置グロー

ブボックスに設定し，単一ユニット内での核燃料

物質の取扱量が核的制限値以下となるように管

理することにより臨界を防止する設計とする。 

(b) 回収粉末微粉砕装置 

回収粉末微粉砕装置では，グローブボックス内

にて粗粉砕処理をした焼結ペレットの微粉砕混

合を行う。また，一次混合設備の一次混合装置の

予備機として予備混合をした粉末の一次混合を

行うことから，取り扱う核燃料物質の形態を一次

混合粉末及び焼結ペレットとして MOX 粉末-2 及

びペレット-2 とし，このうちより厳しい核的制

限値となるペレット-2 の Pu＊質量を核的制限値

とした質量管理とする。 

単一ユニットは回収粉末微粉砕装置グローブ

ボックスに設定し，単一ユニット内での核燃料物

質の取扱量が核的制限値以下となるように管理
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することにより臨界を防止する設計とする。 

(c) 回収粉末処理・混合装置 

回収粉末処理・混合装置では，グローブボック

ス内にて一次混合粉末及び回収粉末に添加剤を

加えて均一化混合を行うことから，取り扱う核燃

料物質の形態を一次混合粉末及び回収粉末とし

て MOX 粉末-2 及び MOX 粉末-4 とし，このうちよ

り厳しい核的制限値となるペレット-2 の Pu＊質

量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは回収粉末処理・混合装置グロー

ブボックスに設定し，単一ユニット内での核燃料

物質の取扱量が核的制限値以下となるように管

理することにより臨界を防止する設計とする。 

(d) 再生スクラップ焙焼処理装置 

再生スクラップ焙焼処理装置では，グローブボ

ックス内にて各工程から発生する再生スクラッ

プ粉末を焙焼することから，取り扱う核燃料物質

の形態をペレット-3 とし，ペレット-3 の Pu＊質

量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは再生スクラップ焙焼装置グロ

ーブボックスに設定し，単一ユニット内での核燃

料物質の取扱量が核的制限値以下となるように

管理することにより臨界を防止する設計とする。 

(e) 再生スクラップ受払装置 

再生スクラップ受払処理装置では，グローブボ

ックス内にて各工程から発生する再生スクラッ

プ粉末の受払をすることから，取り扱う核燃料物

質の形態をペレット-3 とし，ペレット-3 の Pu＊

質量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは再生スクラップ受払装置グロ

ーブボックスに設定し，単一ユニット内での核燃

料物質の取扱量が核的制限値以下となるように
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管理することにより臨界を防止する設計とする。 

 

スクラップ処理設備に設定した単一ユニット及

び核的制限値を第 3.1-1 表に示す。 

h. 圧縮成形設備 

圧縮成形設備では，グローブボックス内にて粉末

調整工程で調整した粉末を圧縮成形し，成形したグ

リーンペレットを焼結ボート又はスクラップ焼結

ボートヘ積載することから，取り扱う核燃料物質の

形態をグリーンペレットとしてペレット-1 とし，

ペレット-1 の Pu＊質量を核的制限値とした質量管

理とする。なお，圧縮成形設備のうち，空焼結ボー

ト取扱装置では，グローブボックス内にて空の焼結

ボートを取り扱うが，取り扱う核燃料物質の形態を

グリーンペレットとしてペレット-1 とし，ペレッ

ト-1 の Pu＊質量を核的制限値とした質量管理とす

る。 

単一ユニットは取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されているプレス装置(粉末取扱部)

グローブボックス，プレス装置(プレス部)グローブ

ボックス及びグリーンペレット詰込装置グローブ

ボックスを一括してプレス・グリーンペレット積込

ユニットとして設定する。また，空焼結ボート取扱

装置グローブボックスを空焼結ボート取扱ユニッ

トとして設定する。単一ユニット内での核燃料物質

の取扱量が核的制限値以下となるように管理する

ことにより臨界を防止する設計とする。 

圧縮成形設備に設定した単一ユニット及び核的

制限値を第 3.1-1 表に示す。 

i. 焼結設備 

焼結設備では，焼結炉内にて水素・アルゴン混合

ガス雰囲気にてグリーンペレット又は焼結ペレッ
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トを焼結し，グローブボックス内にて，焼結処理前

後の焼結ボートを取り扱うことから，取り扱う核燃

料物質の形態をグリーンペレット及び焼結ペレッ

トとしてペレット-1 及びペレット-2 とし，このう

ちより厳しい核的制限値となるペレット-1 の Pu＊

質量を核的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されている焼結ボート供給装置グロ

ーブボックス，焼結炉及び焼結ボート取出装置グロ

ーブボックスを一括して焼結炉ユニットとして設

定し，単一ユニット内での核燃料物質の取扱量が核

的制限値以下となるように管理することにより臨

界を防止する設計とする。 

焼結設備に設定した単一ユニット及び核的制限

値を第 3.1-1 表に示す。 

  j. 研削設備 

研削設備では，焼結したペレットを受け入れ，所

定の外形に研削する。また，研削により発生する研

削粉を回収することから，取り扱う核燃料物質の形

態をペレット-2 とし，ペレット-2 の Pu＊質量を核

的制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連列されている焼結ペレット供給装置グ

ローブボックス，研削装置グローブボックス，研削

粉回収装置グローブボックス及びペレット検査設

備のペレット検査設備グローブボックスを一括し

てペレット研削・検査ユニットとして設定し，単一

ユニット内での核燃料物質の取扱量が核的制限値

以下となるように管理することにより臨界を防止

する設計とする。 

研削設備に設定した単一ユニット及び核的制限

値を第 3.1-1 表に示す。 
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  k. ペレット検査設備 

ペレット検査設備では，グローブボックス内にて

焼結ペレットを受け入れ，外観，寸法，形状及び密

度の検査を行い，検査したペレットをペレット保管

容器又は規格外ペレット保管容器に収納すること

から，取り扱う核燃料物質の形態をペレット-2 と

し，ペレット-2 の Pu＊質量を核的制限値とした質

量管理とする。 

 単一ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されているペレット検査設備グロー

ブボックス，研削設備の焼結ペレット供給装置グロ

ーブボックス，研削装置グローブボックス及び研削

粉回収装置グローブボックスを一括してペレット

研削・検査ユニットとして設定する。また，ペレッ

ト立会検査装置グローブボックスをペレット立会

検査ユニットとして設定する。単一ユニット内での

核燃料物質の取扱量が核的制限値以下となるよう

に管理することにより臨界を防止する設計とする。 

ペレット検査設備に設定した単一ユニット及び

核的制限値を第 3.1-1 表に示す。 
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第 3.1-1 表 成形施設の単一ユニット及び核的制限値の

一覧 (1/4) 

 
 

第 3.1-1 表 成形施設の単一ユニット及び核的制限値の

一覧 (2/4) 
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1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形

態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼

性のある計算コードで中性子実効増倍率が

0.95 以下となるように単一ユニットの配置

等を設定することにより，臨界を防止する設

計とする。 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 表 成形施設の単一ユニット及び核的制限値の

一覧 (3/4) 

 
 

第 3.1-1 表 成形施設の単一ユニット及び核的制限値の

一覧 (4/4) 

 
 

 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計 

成形施設の単一ユニットは，臨界隔離壁で区切られ

た同一区画内に二つ以上の単一ユニットが存在するた

め，単一ユニット間距離を設定することにより，臨界

を防止する設計とする。 

 

 

複数ユニットを考慮する区画，対象の単一ユニット，

核燃料物質の形態及び単一ユニット間距離を第 3.1-2

表，単一ユニット及び臨界隔離壁の配置を第 3.1-1 図,

第 3.1-2 図及び第 3.1-3 図に示す。 
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第 3.1-2 表 成形施設の複数ユニット及び単一ユニット
間距離 (1/3) 
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第 3.1-2 表 成形施設の複数ユニット及び単一ユニット

間距離 (2/3) 
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第 3.1-2 表 成形施設の複数ユニット及び単一ユニット

間距離 (3/3) 
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次混合設備の均一化混合装置及び添加剤混合装

置並びにスクラップ処理設備の回収粉末処理・混

合装置に設ける。 

 成形施設の誤搬入防止機構及び誤投入防止機

構に係る搬送パターン，関連する秤量器及び ID

番号読取機については，当該の単一ユニットを設

定するグローブボックス，秤量器及び ID 番号読

取機の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

  b. 単一ユニット間距離の維持 

 単一ユニット間距離の維持については，以下に示

す設計とすることにより，起こるとは考えられない

独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り

臨界に達しない設計とする。 

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当

たっては，通常時に作用している荷重に対して

発生する変形が過大とならないように構造強度

を持つ構造材を用いて固定する設計とする。具

体的には耐震重要度分類の応じた構造強度を有

する設計とする。なお，固定することが困難な

設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニ

ット相互間の間隔を維持するための剛構造物を

取り付ける又は移動範囲を制限する設計とす

る。 

   また，単一ユニット相互間の距離を確保する

ことにより，単一ユニットが分散配置されるこ

とから，地震による影響を受けても核燃料物質

が一箇所に集積せず，臨界に達しない設計とす

る。 

(b) 単一ユニット間の核燃料物質の移動による単

一ユニット間の近接については，MOX 燃料加工

施設は，不連続に取り扱うバッチ処理となって
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1.1.3 被覆施設の臨界防止 

1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計 

被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質

取扱い上の一つの単位となる単一ユニット

を設定することから，単一ユニットは，スタ

ック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接

設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び

燃料棒解体設備の各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核

燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定

し，十分信頼性のある計算コードを使用し

て，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるよ

うに質量，平板厚さ又は段数を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにする

おり，核燃料物質を受け入れる工程の核的制限

値が満足する状態にならなければ移動すること

ができない設計とすることで臨界に達しない設

計とする。 

具体的には，2.4(1)b.で示すとおり，誤操作

等を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制

限値を超えないよう，信頼性の高いインターロ

ックにより，核的制限値以下であることが確認

されなければ次の工程に進めない設計とする。  

(c)  核燃料物質を搬送するための動力の供給が停

止した場合においても，搬送中の核燃料物質の落

下による他の単一ユニットの近接を防止するた

め，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構を

設け，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計

とする。動力供給停止時の落下防止対策は，「Ⅴ

－１－１－１０ 搬送設備に関する説明書」に示

す。 

 3.2 被覆施設の臨界防止の設計方針 

 (1) 単一ユニットの臨界安全設計 

被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上

の一つの単位となる単一ユニットを設定することか

ら，単一ユニットは，スタック編成設備，スタック乾

燥設備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容

設備及び燃料棒解体設備の各設備・機器に設定する。 

 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質

の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性の

ある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95

以下となるように質量，平板厚さ又は段数を設定す

る。 

以下に各設備・機器における核燃料物質の管理方法

並びに核的制限値及び単一ユニットの設定を示すと

 

 

 

 

「誤操作等」の指す内容は，

技術基準規則に定められて

いる「通常時に予想される機

械若しくは器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作」であ

り，2.に示している 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(58／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
ことにより臨界を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに，被覆施設における単一ユニットの臨界防止設

計を示す。 

  a. スタック編成設備 

スタック編成設備は，グローブボックス内にて焼

結ペレットを MOX 燃料棒１本分の長さに編成する

ことから，取り扱う核燃料物質の形態をペレット-

2 と設定し，ペレット-2 の Pu*質量を核的制限値と

した臨界管理とする。なお，スタック編成設備のう

ち，空乾燥ボート取扱装置では，グローブボックス

内にて空の乾燥ボートを取り扱うが，取り扱う核燃

料物質の形態を焼結ペレットとしてペレット-2 と

し，ペレット-2 の Pu＊質量を核的制限値とした質

量管理とする。 

単一ユニットはスタック編成設備グローブボッ

クス及び空乾燥ボート取扱装置グローブボックス

に設定し，単一ユニット内での核燃料物質の取扱量

が核的制限値以下となるように管理することによ

り臨界を防止する設計とする。 

スタック編成設備に設定した単一ユニット及び

核的制限値を第 3.2-1 表に示す。 

  b. スタック乾燥設備 

スタック乾燥設備は，スタック乾燥装置にて焼結

ペレットをアルゴンガス雰囲気にて乾燥させ，グロ

ーブボックス内にて，乾燥処理前後の乾燥ボートを

取り扱うことから，取り扱う核燃料物質の形態をペ

レット-2 と設定し，ペレット-2 の Pu*質量を核的

制限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されている乾燥ボート供給装置グロ

ーブボックス，スタック乾燥装置及び乾燥ボート取

出装置グローブボックスを一括してスタック乾燥

ユニットとして設定し，単一ユニット内での核燃料
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(59／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物質の取扱量が核的制限値以下となるように管理

することにより臨界を防止する設計とする。 

スタック乾燥設備に設定した単一ユニット及び

核的制限値を第 3.2-1 表に示す。 

  c. 挿入溶接設備 

挿入溶接設備は，グローブボックス内にて被覆管

に乾燥した焼結ペレット及びプレナムスプリング

を挿入し，上部端栓を取り付け，ヘリウムガス雰囲

気で溶接を行い，溶接後の MOX 燃料棒に対して，除

染及び汚染検査を行い，燃料棒検査設備へ払い出す

ことから，取り扱う核燃料物質の形態をペレット-

2 と設定し，ペレット-2 の Pu*質量を核的制限値と

した質量管理とする。 

単一ユニットは取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されているスタック供給装置グロー

ブボックス，挿入溶接装置(被覆管取扱部)グローブ

ボックス，挿入溶接装置(スタック取扱部)グローブ

ボックス(燃料棒溶接部)グローブボックス，除染装

置グローブボックス及び汚染検査装置オープンポ

ートボックスを一括してスタック供給・挿入溶接ユ

ニットとして設定し，単一ユニット内での核燃料物

質の取扱量が核的制限値以下となるように管理す

ることにより臨界を防止する設計とする。 

挿入溶接設備に設定した単一ユニット及び核的

制限値を第 3.2-1 表に示す。 

  d. 燃料棒検査設備 

燃料棒検査設備は，MOX 燃料棒の各種検査を行う

設備であることから取り扱う核燃料物質の形態を

燃料棒と設定し，燃料棒の平板厚さを核的制限値と

した形状寸法管理とする。 

単一ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されているヘリウムリーク検査装置，
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(60／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 線検査装置，ロッドスキャニング装置，外観寸法

検査装置，燃料棒移載装置及び燃料棒収容設備の燃

料棒収容装置の一部とともに一括して，燃料棒検査

ユニットとして設定する。 また，燃料棒立会検査

装置を取り扱う核燃料物質の形態が同一であり連

結されている燃料棒供給装置の一部とともに燃料

棒立会検査ユニットとして設定する。単一ユニット

内での核燃料物質の形状寸法が核的制限値以下と

なるように管理することにより臨界を防止する設

計とする。 

燃料棒検査設備に設定した単一ユニット及び核

的制限値を第 3.2-1 表に示す。 

  e. 燃料棒収容設備 

燃料棒収容設備は MOX 燃料棒を貯蔵マガジンに

収納する設備である。さらに，再検査，立会検査又

は解体するための MOX 燃料棒を貯蔵マガジンから

取り出し，燃料棒検査設備又は燃料棒解体設備へ払

い出し，再検査又は立会検査後に返送された MOX 燃

料棒を貯蔵マガジンに収納する設備である。 

このことから，燃料棒収容設備で取り扱う核燃料

物質の形態を燃料棒又は貯蔵マガジンに設定し，燃

料棒の平板厚さ又は貯蔵マガジンの段数を核的制

限値とした形状寸法管理とする。 

単一ユニットは，燃料棒収容装置は，燃料棒を取

り扱う燃料棒検査ユニット及び貯蔵マガジンを取

り扱う燃料棒収容ユニットとして設定する。なお，

燃料棒検査ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態

が同一であり連結されている燃料棒検査設備のヘ

リウムリーク検査装置，X線検査装置，ロッドスキ

ャニング装置，外観寸法検査装置，燃料棒移載装置

とともに単一ユニットを一括して設定する。また，

燃料棒供給装置は，燃料棒を取り扱う燃料棒立合検
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(61／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

査ユニット及び貯蔵マガジンを扱う燃料棒供給ユ

ニットとして設定する。なお，燃料棒立合検査ユニ

ットは，取り扱う核燃料物質の形態が同一であり連

結されている燃料棒検査設備の燃料棒立会検査装

置とともに単一ユニットを一括して設定する。ま

た，貯蔵マガジン移載装置は，貯蔵マガジンを取り

扱う燃料棒供給ユニットとして設定する。単一ユニ

ット内での核燃料物質の取扱量が核的制限値以下

となるように管理することにより臨界を防止する

設計とする。 

燃料棒収容装設備に設定した単一ユニット及び

核的制限値を第 3.2-1 表に示す。 

  f. 燃料棒解体設備 

燃料棒解体設備は，グローブボックス内にて MOX

燃料棒を解体する設備である。また，解体によりMOX

燃料棒から取り出された焼結ペレットを燃料棒加

工工程搬送設備に払い出し，ペレット加工工程へ搬

送することから，取り扱う核燃料物質の形態をペレ

ット-2 と設定し，ペレット-2 の Pu*質量を核的制

限値とした質量管理とする。 

単一ユニットは取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されている燃料棒解体装置グローブ

ボックス及び燃料棒搬入オープンポートボックス

を一括して燃料棒解体ユニットとして設定し，単一

ユニット内での核燃料物質の取扱量が核的制限値

以下となるように管理することにより臨界を防止

する設計とする。 

燃料棒解体設備に設定した単一ユニット及び核

的制限値を第 3.2-1 表に示す。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(62／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形

態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼

性のある計算コードで中性子実効増倍率が

0.95 以下となるように単一ユニットの配置

等を設定することにより，臨界を防止する設

計とする。 

 

 

第 3.2-1 表 被覆施設の単一ユニット及び核的制限値の

一覧 (1/2) 

 
 

第 3.2-1 表 被覆施設の単一ユニット及び核的制限値の

一覧 (2/2) 

 
 

 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計 

被覆施設の単一ユニットは，臨界隔離壁で区切られ

た同一区画内に二つ以上の単一ユニットが存在するた

め，単一ユニット間距離を設定することにより，臨界

を防止する設計とする。 

 

 

複数ユニットを考慮する区画，対象の単位ユニット，

核燃料物質の形態及び単一ユニット間距離を第 3.2-2
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(63／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表，単一ユニット及び臨界隔離壁の配置を第 3.2-1 図

に示す。 

 

第 3.2-2 表 被覆施設の複数ユニット及び単一ユニット

間距離  
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(65／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止することから臨界に達するおそれはない。 

また，貯蔵マガジンを取り扱う燃料棒検査設備

及び燃料棒収容設備は，貯蔵マガジンを積み重ね

て取り扱うことのないよう貯蔵マガジンを取り

扱う装置の垂直方向には，搬送路を設けない設計

又は 1基のみ収納できる設計とする。 

(b) 質量管理 

被覆施設の質量管理を行う単一ユニットは，誤

搬入防止機構により，核的制限値を維持する設計

とする。 

被覆施設の誤搬入防止機構に係る搬送パター

ン，関連する秤量器及び ID 番号読取機について

は，秤量器及び ID 番号読取機の申請に合わせて

次回以降に詳細を説明する。 

  b. 単一ユニット間距離の維持 

単一ユニット間距離の維持については，以下に示

す設計とすることにより，起こるとは考えられない

独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り

臨界に達しない設計とする。 

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当

たっては，通常時に作用している荷重に対して

発生する変形が過大とならないように構造強度

を持つ構造材を用いて固定する設計とする。具

体的には耐震重要度分類の応じた構造強度を有

する設計とする。なお，固定することが困難な

設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニ

ット相互間の間隔を維持するための剛構造物を

取り付ける又は移動範囲を制限する設計とす

る。 

   また，単一ユニット相互間の距離を確保する

ことにより，単一ユニットが分散配置されるこ

とから，地震による影響を受けても核燃料物質
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(66／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 組立施設の臨界防止 

1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計 

組立施設の臨界管理のために，核燃料物質

取扱い上の一つの単位となる単一ユニット

を設定することから，燃料集合体組立設備，

燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備，

燃料集合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷

設備の各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核

が一箇所に集積せず，臨界に達しない設計とす

る。 

(b) 単一ユニット間の核燃料物質の移動による単

一ユニット間の近接については，MOX 燃料加工

施設は，不連続に取り扱うバッチ処理となって

おり，核燃料物質を受け入れる工程の核的制限

値が満足する状態にならなければ移動すること

ができない設計とすることで臨界に達しない設

計とする。 

具体的には，2.4(1)b.で示すとおり，誤操作

等を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制

限値を超えないよう，信頼性の高いインターロ

ックにより，核的制限値以下であることが確認

されなければ次の工程に進めない設計とする。  

(c)  核燃料物質を搬送するための動力の供給が停

止した場合においても，搬送中の核燃料物質の

落下による他の単一ユニットの近接を防止する

ため，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機

構を設け，搬送中の核燃料物質を安全に保持す

る設計とする。動力供給停止時の落下防止対策

は，「Ⅴ－１－１－１０ 搬送設備に関する説明

書」に示す。 

 

3.3 組立施設の臨界防止の設計方針 

(1) 単一ユニットの臨界安全設計 

組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上

の一つの単位となる単一ユニットを設定することか

ら，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料

集合体検査設備，燃料集合体組立工程搬送設備及び梱

包・出荷設備の各設備・機器に設定する。 

 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誤操作等」の指す内容は，

技術基準規則に定められて

いる「通常時に予想される機

械若しくは器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作」であ

り，2.に示している 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(67／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定

し，十分信頼性のある計算コードを使用し

て，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるよ

うに段数又は体数を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにする

ことにより臨界を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性の

ある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95

以下となるように段数又は体数を設定する。 

 

以下に各設備・機器における核燃料物質の管理方法

並びに核的制限値及び単一ユニットの設定を示すと

ともに，組立施設における単一ユニットの臨界防止設

計を示す。 

a. 燃料集合体組立設備 

燃料集合体組立設備については，貯蔵マガジンか

ら組立マガジンに燃料棒を受け渡し，燃料集合体に

組み立てることにより核燃料物質の形態が変化す

ることから，装置ごとに単一ユニットを設定する。 

(a) マガジン編成装置 

マガジン編成装置は，貯蔵マガジンから組立マ

ガジンに燃料棒を受け渡す装置であることから，

取り扱う核燃料物質の形態を貯蔵マガジン及び

組立マガジンとし，貯蔵マガジン及び組立マガジ

ンの段数を核的制限値とした形状寸法管理とす

る。 

単一ユニットは，マガジン編成装置に設定し，

単一ユニット内での核燃料物質の取扱量が核的

制限値以下となるように管理することにより臨

界を防止する設計とする。 

(b) 燃料集合体組立装置 

組立マガジンから燃料棒を引き抜きスケルト

ンに挿入した後，燃料集合体部材を取り付け，燃

料集合体を組み立てる装置である。また，燃料集

合体の解体のため本装置で，MOX 燃料棒及びウラ

ン燃料棒を貯蔵マガジンに収納することから，取

り扱う核燃料物質の形態を組立マガジン，燃料集

合体及び貯蔵マガジンとし，貯蔵マガジン及び組
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立マガジンの段数を核的制限値とした形状寸法

管理並びに燃料集合体の体数を核的制限値とし

た体数管理とする。 

単一ユニットは燃料集合体組立装置に設定し，

貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱うマガ

ジン編成ユニット並びに燃料集合体を取り扱う

燃料集合体組立ユニットとし，単一ユニット内で

の核燃料物質の取扱量が核的制限値以下となる

ように管理することにより臨界を防止する設計

とする。 

 

燃料集合体組立設備に設定した単一ユニット及

び核的制限値を第 3.3-1 表に示す。 

b. 燃料集合体洗浄設備 

燃料集合体洗浄設備は，燃料集合体組立設備にて

組み立てた燃焼集合体を洗浄することから，取り扱

う核燃料物質の形態を燃料集合体と設定し，燃料集

合体の体数を核的制限値とした体数管理とする。 

単一ユニットは燃料集合体洗浄装置に設定し，単

一ユニット内での核燃料物質の取扱量が核的制限

値以下となるように管理することにより臨界を防

止する設計とする。 

燃料集合体洗浄設備に設定した単一ユニット及

び核的制限値を第 3.3-1 表に示す。 

  c. 燃料集合体検査設備 

燃料集合体検査設備は，燃料集合体洗浄検査設備

にて洗浄した燃料集合体の寸法，外観を検査する設

備であることから，取り扱う核燃料物質の形態を燃

料集合体と設定し，燃料集合体の体数を核的制限値

とした体数管理とする。 

単一ユニットは燃料集合体第 1検査装置，燃料集

合体第 2 検査装置,燃料集合体仮置台及び燃料集合
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体立会検査装置に設定し，単一ユニット内での核燃

料物質の取扱量が核的制限値以下となるように管

理することにより臨界を防止する設計とする。 

燃料集合体検査設備に設定した単一ユニット及

び核的制限値を第 3.3-1 表に示す。 

  d. 燃料集合体組立工程搬送設備 

燃料集合体組立工程搬送設備は，燃料集合体組立

工程において燃料集合体の搬送を行うことから，取

り扱う核燃料物質の形態を燃料集合体と設定し，燃

料集合体の体数を核的制限値とした体数管理とす

る。 

単一ユニットは組立クレーン及びリフタに設定

し，単一ユニット内での核燃料物質の取扱量が核的

制限値以下となるように管理することにより臨界

を防止する設計とする。 

燃料集合体組立工程搬送設備に設定した単一ユ

ニット及び核的制限値を第 3.3-1 表に示す。 

  e. 梱包・出荷設備 

梱包・出荷設備は，燃料集合体を輸送容器へ梱包

し，出荷することから，取り扱う核燃料物質の形態

を燃料集合体と設定し，燃料集合体の体数を核的制

限値とした体数管理とする。なお，燃料ホルダ取付

装置は，BWR 燃料集合体に輸送用の燃料ホルダを取

り付ける装置であることから，BWR 燃料集合体のみ

を取り扱う。 

単一ユニットは燃料ホルダ取付装置及び貯蔵梱

包クレーンに設定し，単一ユニット内での核燃料物

質の取扱量が核的制限値以下となるように管理す

ることにより臨界を防止する設計とする。 

梱包・出荷設備に設定した単一ユニット及び核的

制限値を第 3.3-1 表に示す。 
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1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形

態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼

性のある計算コードで中性子実効増倍率が

0.95 以下となるように単一ユニットの配置

等を設定することにより，臨界を防止する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3-1 表 組立施設の単一ユニット及び核的制限値の

一覧 

 
 

 

 

 

 

 

 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計 

組立施設の単一ユニットは，臨界隔離壁で区切られ

た同一区画内に二つ以上の単一ユニットが存在するた

め，単一ユニット間距離を設定することにより，臨界

を防止する設計とする。 

 

 

複数ユニットを考慮する区画，対象の単位ユニット，

核燃料物質の形態及び単一ユニット間距離を第 3.3-2

表，単一ユニット及び臨界隔離壁の配置を第 3.3-1 図，

第 3.3-2 図及び第 3.3-3 図に示す。 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(73／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の

維持 

  a. 核的制限値の維持・管理 

組立施設の核的制限値を維持・管理するため，以下

の設計とする。 

(a) 形状寸法管理 

燃料集合体を体数で管理する単一ユニットに

おいては，構成する設備・機器が構造的に核的制

限値以下の体数でなければ取り扱えない設計と

する。具体的には，物理的に核的制限値を超える

体数を収納できない設計又は把持できない設計

とする。 

また，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱

う工程において形状寸法管理を行う単一ユニッ

トは，貯蔵マガジン及び組立マガジンを積み重ね

て取り扱うことのないよう，貯蔵マガジン及び組

立マガジンを取り扱う装置の垂直方向には，搬送

路を設けない設計又は 1 基のみ収納できる設計

とする。 

b. 単一ユニット間距離の維持 

単一ユニット間距離の維持については，以下に示

す設計とすることにより，起こるとは考えられない

独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り

臨界に達しない設計とする。 

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当

たっては，通常時に作用している荷重に対して

発生する変形が過大とならないように構造強度

を持つ構造材を用いて固定する設計とする。具

体的には耐震重要度分類の応じた構造強度を有

する設計とする。なお，固定することが困難な

設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニ

ット相互間の間隔を維持するための剛構造物を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135



別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(74／88) 
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1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止 

1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計 

貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニッ

取り付ける又は移動範囲を制限する設計とす

る。 

   また，単一ユニット相互間の距離を確保する

ことにより，単一ユニットが分散配置されるこ

とから，地震による影響を受けても核燃料物質

が一箇所に集積せず，臨界に達しない設計とす

る。 

(b) 単一ユニット間の核燃料物質の移動による単

一ユニット間の近接については，MOX 燃料加工

施設は，不連続に取り扱うバッチ処理となって

おり，核燃料物質を受け入れる工程の核的制限

値が満足する状態にならなければ移動すること

ができない設計とすることで臨界に達しない設

計とする。 

具体的には，2.4(1)b.で示すとおり，誤操作

等を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制

限値を超えないよう，信頼性の高いインターロ

ックにより，核的制限値以下であることが確認

されなければ次の工程に進めない設計とする。  

(c)  核燃料物質を搬送するための動力の供給が停

止した場合においても，搬送中の核燃料物質の落

下による他の単一ユニットの近接を防止するた

め，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構を

設け，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計

とする。動力供給停止時の落下防止対策は，「Ⅴ

－１－１－１０ 搬送設備に関する説明書」に示

す。 

 

 

3.4  核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止の設計方針 

(1) 複数ユニットの臨界安全設計 

貯蔵施設は，単一ユニットである貯蔵単位の集合を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誤操作等」の指す内容は，

技術基準規則に定められて

いる「通常時に予想される機

械若しくは器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作」であ

り，2.に示している 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(75／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
トである貯蔵単位の集合を複数ユニットと

し，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度

ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コ

ードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように配置等を設定することに

より，臨界を防止する設計とする。 

貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時

保管設備，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，粉

末一時保管設備，ペレット一時保管設備，ス

クラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，

燃料棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚及び燃

料集合体貯蔵設備とする。 

なお，燃料棒貯蔵設備のうち，貯蔵マガジ

ン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置に

は，臨界管理のために単一ユニットを設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数ユニットとし，貯蔵する核燃料物質の形状を考慮

した設備内の単一ユニット相互間の距離を確保する

ことにより，核的に安全な配置となるよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 貯蔵容器一時保管設備 

貯蔵容器一時保管設備では，貯蔵容器一時保管設

備は，再処理施設から受け入れた混合酸化物貯蔵容

器及び再処理施設へ返却する混合酸化物貯蔵容器

を保管することから，核燃料物質の形態を原料 MOX

粉末とし，設備内の単一ユニット相互間の距離を設

定することにより臨界を防止する設計とする。 

  貯蔵容器一時保管設備に設定した単一ユニット

相互間の距離を第 3.4-1 に示す。 

 

第 3.4-1 表 貯蔵容器一時保管設備の単一ユニット相互
間の距離 
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【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(76／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 原料 MOX 粉末缶一時保管設備 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備では，原料 MOX 粉末

を収納した粉末缶を次工程に払い出すまで保管す

ることから，核燃料物質の形態を MOX 粉末-1 とし，

設備内の単一ユニット相互間の距離を設定する。 

  原料 MOX 粉末缶一時保管設備に設定した単一ユ

ニット相互間の距離を第 3.4-2 に示す。 

 

第 3.4-2 表 原料 MOX 粉末缶一時保管設備の単一ユニッ
ト相互間の距離 

 
 

c. 粉末一時保管設備 

粉末一時保管設備は，J60 に予備混合した粉末，

一次混合した粉末，粉砕した焼結ペレット，回収粉

末，J85 に均一化混合した粉末，造粒した粉末，添

加剤混合した粉末を収納し，次工程へ払い出すまで

保管する。また，製造工程から回収したスクラップ

粉末又はペレットを収納した CS・RS 保管ポットを

5缶バスケット又は1缶バスケットに積載し保管す

ることから，核燃料物質の形態を J60 には，MOX 粉

末-1，MOX 粉末-2，MOX 粉末-4,ペレット-2 とし，

J85 には，MOX 粉末-3，MOX 粉末-4 とし，5 缶バス

ケットには，ペレット-1，ペレット-2， MOX 粉末-

2，MOX 粉末-3，MOX 粉末-4 とし，設備内の単一ユニ

ット相互間の距離を設定する。 

なお，貯蔵単位の 5缶バスケットは，5缶バスケ

ット及び 1 缶バスケットの総称であり，CS・RS 保

管ポットは，CS・RS 保管ポット，CS・RS 回収ポッ

ト，先行試験ポットの総称である。 
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基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  粉末一時保管設備に設定した単一ユニット相互

間の距離を第 3.4-3 表に示す。 

 

第 3.4-3 表 粉末一時保管設備の単一ユニット相互間の
距離 

 
 

d. ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管設備は，焼結ボートにグリーン

ペレット，焼結ペレット，また，ペレット保管容器

にスクラップペレット又は規格外ペレットを次工

程へ払い出すまで保管することから，核燃料物質の

形態を焼結ボートにペレット-1，ペレット-2，ペレ

ット保管容器にペレット-2 とし，設備内の単一ユ

ニット相互間の距離を設定する。 

なお，貯蔵単位の焼結ボートは，焼結ボート，先

行試験焼結ボート及びスクラップ焼結ボートの総

称であり，貯蔵単位のペレット保管容器は，ペレッ
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基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト保管容器，規格外ペレット保管容器，保存試料保

管容器の総称である。 

  ペレット一時保管設備に設定した単一ユニット

相互間の距離を第 3.4-4 表に示す。 

 

第 3.4-4 表 ペレット一時保管設備の単一ユニット相互
間の距離 

 
 

e. スクラップ貯蔵設備 

スクラップ貯蔵設備は，9缶バスケットにスクラ

ップ粉末又はペレットを充填した CS・RS 保管ポッ
ト収納し貯蔵する。また，ペレット保管容器に規格

外ペレットを収納し貯蔵する。 

このことから，核燃料物質の形態を 9缶バスケッ

トには，ペレット-2，MOX 粉末-4 とし，ペレット保

管容器には，ペレット-2 とし，設備内の単一ユニッ

ト相互間の距離を設定する。 

  スクラップ貯蔵設備に設定した単一ユニット相

互間の距離を第 3.4-5 表に示す。 

 

第 3.4-5 表 スクラップ貯蔵設備の単一ユニット相互間
の距離 

 
 

f. 製品ペレット貯蔵設備 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(79／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品ペレット貯蔵設備はペレット保管容器に製

品ペレット，規格外ペレット又はペレット保存試料

を貯蔵する。 

このことから，核燃料物質の形態をペレット-2と

し，設備内の単一ユニット相互間の距離を設定す

る。 

  製品ペレット貯蔵設備に設定した単一ユニット

相互間の距離を第 3.4-6 表に示す。 

 

第 3.4-6 表 製品ペレット貯蔵設備の単一ユニット相互
間の距離 

 
 

g. 燃料棒貯蔵設備 

燃料棒貯蔵設備のうち，燃料棒貯蔵棚には複数ユ

ニットを設定する。また，燃料棒貯蔵設備のうち，

ウラン燃料棒を貯蔵棚に受け入れる装置は，装置ご

とに単一ユニットを設定する。 

(a) 燃料棒貯蔵棚 

燃料棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚では，貯蔵

マガジンに収納した MOX 燃料棒及びウラン燃料

棒を貯蔵することから，核燃料物質の形態を燃料

棒とし，設備内の単一ユニット相互間の距離を設

定し，中性子吸収材としてほう素入りステンレス

鋼を併用する。なお，ほう素入りステンレス鋼は，

貯蔵マガジンに取り付ける。 

燃料棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚に設定し

た単一ユニット相互間の距離を第 3.4-7 表に示

す。 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(80／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.4-7 表 燃料棒貯蔵設備の単一ユニット相互間の距
離 

 
(b) 貯蔵マガジン入出庫装置 

燃料棒貯蔵設備のうち貯蔵マガジン入出庫装

置では，燃料棒貯蔵棚とウラン燃料棒収容装置の

間で貯蔵マガジンの受渡しを行うことから，核燃

料物質の形態を貯蔵マガジンとし，貯蔵マガジン

の段数を核的制限値とした形状寸法管理とし，単

一ユニットは貯蔵マガジン入手庫装置に設定す

る。 

貯蔵マガジンを取り扱う工程において形状寸

法管理を行う単一ユニットは，貯蔵マガジンを積

み重ねて取り扱うことのないよう，貯蔵マガジン

を取り扱う装置の垂直方向には，搬送路を設けな

い設計又は 1基のみ収納できる設計とする。 

燃料棒貯蔵設備のうち貯蔵マガジン入出庫装

置に設定した単一ユニット及び核的制限値を第

3.4-8 表に示す。 

 

第 3.4-8 表 貯蔵マガジン入出庫装置の単一ユニット及
び核的制限値 

 

(c) ウラン燃料棒収容装置 

燃料棒貯蔵設備のうち，ウラン燃料棒収容装置

では，ウラン燃料棒を貯蔵マガジンに収容するこ

とから，核燃料物質の形態を貯蔵マガジン及びウ

ラン燃料棒とし，貯蔵マガジンの段数を核的制限
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(81／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

値とした形状寸法管理及びウラン燃料棒の本数

を核的制限値とした本数管理とし，単一ユニット

はウラン燃料棒収容装置に設定する。 

貯蔵マガジンを取り扱う工程において形状寸

法管理を行う単一ユニットは，貯蔵マガジンを積

み重ねて取り扱うことのないよう，貯蔵マガジン

を取り扱う装置の垂直方向には，搬送路を設けな

い設計又は 1基のみ収納できる設計とする。 

   燃料棒貯蔵設備のうちウラン燃料棒収容装置

に設定した単一ユニット及び核的制限値を第

3.4-9 表に示す。 

 

第 3.4-9 表 ウラン燃料棒収容装置の単一ユニット及び

核的制限値 

 
 

h. 燃料集合体貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検

査後の燃料集合体を組立施設の梱包・出荷工程の梱

包・出荷設備に供給するまで貯蔵する。また，燃料

集合体は，燃料集合体貯蔵チャンネルに収納して貯

蔵することから，核燃料物質の形態を燃料集合体と

し，設備内の単一ユニット相互間の距離を設定し，

中性子吸収材としてステンレス鋼を併用する。 

  燃料集合体貯蔵設備に設定した単一ユニット相

互間の距離を第 3.4-10 表に示す。 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(82／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.4-10 表 燃料棒貯蔵設備の単一ユニット相互間の距
離 

 

(2) 単一ユニット間距離の維持 

単一ユニット間距離の維持については，以下に示す

設計とすることにより，起こるとは考えられない独立

した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に

達しない設計とする。 

  a. 単一ユニット間距離の維持をするため，核燃料物

質の貯蔵施設である一時保管ピット，原料 MOX 粉末

缶一時保管装置，粉末一時保管装置，ペレット一時

保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵棚，

燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネルは，容

器が相互に影響を与えないようにするために，基準

地震動 Ss による地震力に対して，主要な構造部材

は，過大な変形が生じない設計とする。地震時に過

大な変形が生じない設計とする設備の耐震設計に

ついては，「Ⅰ－１－５ 臨界安全設計に係る耐震

設計」にて示す。 

 

b. 核燃料物質の貯蔵施設で取り扱う容器は，通常の

取扱条件において容易に変形しない構造材として，

金属材料のステンレス鋼，モリブデン鋼又はアルミ

ニウム合金を用いる設計とする。 

c. ペレット一時保管設備，製品ペレット貯蔵設備及
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(83／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止 

1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計  

 

核燃料物質の検査設備の分析設備の臨界

管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの

単位となる単一ユニットを設定する。単一ユ

ニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質

の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分

信頼性のある計算コードを使用して，中性子

実効増倍率が 0.95 以下となるように質量を

設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにする

ことにより臨界を防止する設計とする。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

びスクラップ貯蔵設備への容器搬入前に，容器が貯

蔵する単一ユニットの形状(高さ)以下となってい

ることを高さ確認検知器又は高さ確認ゲートによ

り確認する設計とする。 

 

3.5 その他の加工施設の臨界防止の設計方針 

 (1) 単一ユニットの臨界安全設計 

  a. 分析設備 

分析設備は，グローブボックス内にて，MOX 燃料

加工施設内の各工程から採取した分析試料を受入

れ，所定の分析及び分析溶液の処理を行う設備であ

ることから，取り扱う核燃料物質の形態を MOX 溶液

と設定し，MOX 溶液の Pu*質量を核的制限値とした

質量管理とする。 

単一ユニットは受払装置グローブボックス，分析

第 1 室に設置する取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されている分析装置グローブボック

ス及び分析第 2 室に設置する取り扱う核燃料物質

の形態が同一であり連結されている分析装置グロ

ーブボックスに設定する。また，取り扱う核燃料物

質の形態が同一であり連結されている分析済液処

理装置グローブボックス，分析済液処理装置払出前

希釈槽を一括して分析済液処理ユニットとして設

定する。単一ユニット内での核燃料物質の取扱量が

核的制限値以下となるように管理することにより

臨界を防止する設計とする。 

検査設備の分析設備に設定した単一ユニット及

び核的制限値，第 1室に設置する分析装置グローブ

ボックス及び第 2 室に設置する分析装置グローブ

ボックスの詳細を第 3.5-1 表に示す。 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(84／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

実験設備の小規模試験設備の臨界管理の

ために，核燃料物質取扱い上の一つの単位と

なる単一ユニットを設定する。単一ユニット

の核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードを使用して，中性子実効増

倍率が 0.95 以下となるように質量を設定す

る。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにする

ことにより臨界を防止する設計とする。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b. 実験設備 

実験設備の小規模試験設備は，小規模試験（各原

料粉末に適合した燃料製造条件を調査するための

試験），再焼結試験（製品ペレットの熱的安定性を

確認するための試験），先行試験（燃料製造におけ

る添加剤添加条件及びプレス条件を確認するため

の試験），各装置より回収された回収粉末の希釈混

合，各試験済みペレット，分析済みペレットの粉砕

処理を行い，製造工程の粉末，ペレットを取り扱う

ことから，取り扱う核燃料物質の形態をペレット-

3 と設定し，ペレット-3 の Pu*質量を核的制限値と

した質量管理とする。 

単一ユニットは取り扱う核燃料物質の形態が同

一であり連結されている小規模粉末混合装置グロ

ーブボックス，小規模プレス装置グローブボック

ス，小規模プレス装置グローブボックス，小規模焼

結処理装置グローブボックス，小規模研削検査装置

グローブボックス及び資材保管装置グローブボッ

クスを一括して小規模試験ユニットとして設定し，

単一ユニット内での核燃料物質の取扱量が核的制

限値以下となるように管理することにより臨界を

防止する設計とする。 

実験設備の小規模試験設備に設定した単一ユニ

ット及び核的制限値を第 3.5-1 表に示す。 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(85／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の

形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信

頼性のある計算コードで中性子実効増倍率

が 0.95 以下となるように単一ユニットの

配置等を設定することにより，臨界を防止

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5-1 表 その他の加工施設の単一ユニット及び核的

制限値の一覧 

 
 

 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計 

その他の加工施設の単一ユニットは，臨界隔離壁で

区切られた同一区画内に二つ以上の単一ユニットが存

在するため，単一ユニット間距離を設定することによ

り，臨界を防止する設計とする。 

 

複数ユニットを考慮する区画，対象の単位ユニット，

核燃料物質の形態，単一ユニット間距離を第 3.5-2 表，

単一ユニット及び臨界隔離壁の配置を第 3.5-1 図に示

す。 
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(87／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
(3) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の

維持 

a. 核的制限値の維持・管理 

その他の加工施設の核的制限値を維持・管理する

ため，以下の設計とする。 

(a) 質量管理 

その他の加工施設の誤搬入防止機構に係る搬

送パターン，関連する秤量器及び ID 番号読取機

については，秤量器及び ID 番号読取機の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

b. 単一ユニット間距離の維持 

 単一ユニット間距離の維持については，以下に示

す設計とすることにより，起こるとは考えられない

独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り

臨界に達しない設計とする。 

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当

たっては，通常時に作用している荷重に対して

発生する変形が過大とならないように構造強度

を持つ構造材を用いて固定する設計とする。具

体的には耐震重要度分類の応じた構造強度を有

する設計とする。なお，固定することが困難な

設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニ

ット相互間の間隔を維持するための剛構造物を

取り付ける又は移動範囲を制限する設計とす

る。 

   また，単一ユニット相互間の距離を確保する

ことにより，単一ユニットが分散配置されるこ

とから，地震による影響を受けても核燃料物質

が一箇所に集積せず，臨界に達しない設計とす

る。 

(b) 単一ユニット間の核燃料物質の移動による単

一ユニット間の近接については，MOX 燃料加工
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別紙４－１ 

【Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針】(88／88) 

基本設計方針 添付書類 備考 
施設は，不連続に取り扱うバッチ処理となって

おり，核燃料物質を受け入れる工程の核的制限

値が満足する状態にならなければ移動すること

ができない設計とすることで臨界に達しない設

計とする。 

具体的には，2.4(1)b.で示すとおり，誤操作

等を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制

限値を超えないよう，信頼性の高いインターロ

ックにより，核的制限値以下であることが確認

されなければ次の工程に進めない設計とする。  

(c)  核燃料物質を搬送するための動力の供給が停

止した場合においても，搬送中の核燃料物質の

落下による他の単一ユニットの近接を防止する

ため，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機

構を設け，搬送中の核燃料物質を安全に保持す

る設計とする。動力供給停止時の落下防止対策

は，「Ⅴ－１－１－１０ 搬送設備に関する説明

書」に示す。 

 

4. 準拠規格 

・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬

に関する規則 

 

5. 参考文献 

(1) “Nuclear Safety Guide”. United States Atomic 

Energy Commission, 1961, TID-7016(Rev.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誤操作等」の指す内容は，

技術基準規則に定められて

いる「通常時に予想される機

械若しくは器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作」であ

り，2.に示している 

 

 

 

 

 

 

 

 

「核燃料物質等の工場又は

事業所の外における運搬に

関する規則」の表記に基づく

用語なため，「核燃料物質等」

としている。 
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1.  概要 

本資料は，「Ⅰ－１－１  臨界安全設計の基本方針」に基づき，MOX燃料加工施設の

臨界安全設計の妥当性を評価するための臨界評価方法について説明するものである。 

 

2.  臨界評価方法の基本的な考え方 

MOX燃料加工施設の臨界評価に当たって，単一ユニットに対しては，臨界計算コード

により中性子実効増倍率を計算し，未臨界(統計誤差として標準偏差の3倍を考慮した

中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値が設定されていることを確認すること

で，臨界安全設計の妥当性を評価する。 

複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨

界(統計誤差として標準偏差の3倍を考慮した中性子実効増倍率が0.95以下。)となるよ

うに単一ユニットの配置(単一ユニット間距離）が設定されていることを確認すること

で，臨界安全設計の妥当性を評価する。 

臨界安全設計の妥当性を評価するために，以下の手順で臨界評価を行う。 

・評価対象の選定 

・計算条件の設定（核燃料物質の計算条件の設定，計算モデルの設定，減速条件及び

反射条件の設定） 

・臨界計算の実施 

・核的制限値の設定又は単一ユニット間距離の設定 

・臨界安全設計の妥当性の確認 

単一ユニットの臨界評価方法については，2.1に，複数ユニットの臨界評価方法につ

いては，2.2にそれぞれ示す。 

2.1  単一ユニットの臨界評価方法 

(1) 評価対象の選定 

「Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針」の第3.1-1表，第3.2-1表，第3.3-1表，

第 3.4-8 表，第 3.4-9 表及び第 3.5-1 表に示す単一ユニット全てを評価対象として選

定する。 

ただし，成形施設，被覆施設，組立施設及びその他の加工施設の各単一ユニット

は，取り扱う核燃料物質の形態に応じて核的制限値を設定することから，単一ユニ

ットごとに評価を行うのではなく，核燃料物質の形態ごとに評価条件を設定し，臨

界計算を行うことで評価を行うことで，各単一ユニットの臨界安全設計の妥当性を

確認する。 

 (2)  計算条件の設定 

  a. 核燃料物質の計算条件の設定 

核的制限値を設定するに当たっての核的制限値計算条件は，プルトニウム富化

度，核分裂性プルトニウム割合，ウラン中のウラン-235含有率，密度及び含水率
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であり，以下のように厳しい評価となるように設定する。核燃料物質の形態ごと

の核的制限値計算条件の一覧は第2.1-1表に示すとおりである。 

(a) プルトニウム富化度，同位体組成について 

プルトニウム富化度，核分裂性プルトニウム割合及び核分裂性プルトニウム

富化度は，受入条件及び取扱条件を考慮してより厳しい評価となるように実際

に取り扱う核燃料物質の値よりも数値を大きくして設定する。 

また，MOX中のウラン－235は，より厳しい評価となるようにプルトニウム－23

9に置き換えて評価する。 

(b) 密度について 

核燃料物質の密度については，文献値(1)，理論密度及び粉末の性状に基づき，

より厳しい評価となるように現実的な値よりも数値を大きくして，各単一ユニッ

トで想定し得る密度の最大値を設定条件とする。ただし，MOX溶液の密度につい

ては，数値が大きいほど厳しい評価とはならないため，最適減速条件で設定す

る。 

(c) 核燃料物質中の減速条件(含水率)について 

核燃料物質の含水率については，文献値(2)(3)(4)，添加剤の投入量等を考慮して

より厳しい評価となるように現実的な値よりも数値を大きくして設定する。ま

た，MOX溶液の含水率については，最適減速条件で設定する。 

  b. 計算モデル条件の設定 

計算モデル条件の設定に当たっては，単一ユニットの臨界管理方法の違いによ

り分類して幾何学的形状を設定する。 

(a) 幾何学的形状について 

イ. 形状寸法管理の単一ユニット 

形状寸法管理の単一ユニットは，単一ユニットに設定している設備・機器

の誤動作及び誤搬送を考慮しても，核燃料物質が臨界に達するおそれがない

設計とするため，垂直方向に核燃料物質を受け渡す設備・機器に対しては，

垂直方向に無限長である計算モデルとし，水平方向に核燃料物質を受け渡す

設備・機器に対しては，水平方向に無限長である無限平板の計算モデルとす

る。 

さらに，計算モデル条件を設定するに当たっては，以下の点を考慮する。 

・混合酸化物貯蔵容器の体数を核的制限値に設定している単一ユニットにつ

いては，混合酸化物貯蔵容器の形状から円筒モデルとし，厳しい評価とな

るように核燃料物質の直径を設計寸法より大きくした計算モデルとする。 

・燃料棒の平板厚さを核的制限値に設定している単一ユニットについては，

燃料棒を平板厚さ内に最適配置（三角格子）でモデル化し，厳しい評価と

なるように核燃料物質の直径をを被覆管の内径まで大きくした計算モデル
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とする。 

・貯蔵マガジンの段数を核的制限値に設定している単一ユニットについては，

厳しい評価となるように核燃料物質の直径を被覆管の内径まで大きくし，

貯蔵マガジンの形状を設計寸法より小さくした計算モデルとする。また，

貯蔵マガジンの段数を核的制限値に設定している単一ユニットの評価にお

いては，中性子吸収材としてほう素入りステンレス鋼をモデル化する。 

・組立マガジンの段数を核的制限値に設定している単一ユニットについては，

厳しい評価となるように核燃料物質の直径を被覆管の内径まで大きくし，

組立マガジンの形状を設計寸法より小さくした計算モデルとする。 

・燃料集合体の体数を核的制限値に設定している単一ユニットについては，

厳しい評価となるように核燃料物質の直径を被覆管の内径まで大きくし，

PWR 燃料集合体の案内管，BWR 燃料集合体のウォーターロッド及びウラン燃

料棒を全て燃料棒に置き換えた計算モデルとする。 

 

ペレット，燃料棒及び燃料集合体の計算モデル化の際に，臨界計算におい

て参照した燃料集合体の諸元は，第2.1-2表のとおりである。 

ロ. 質量管理の単一ユニット 

      質量管理の単一ユニットの計算モデル条件を設定するに当たっては，以下の

点を考慮する。 

・Pu＊質量を核的制限値に設定している単一ユニットについては，厳しい評

価となるように中性子の漏れが最も少ない球形状の計算モデルとする。 

・ウラン燃料棒の本数を核的制限値に設定している単一ユニットについて

は，最適配置（三角格子）でモデル化し，厳しい評価となるように核燃料

物質の直径を被覆管の内径まで大きくした計算モデルとする。また，単一

ユニットに設定している設備・機器の誤動作及び誤搬送を考慮しても，核

燃料物質が臨界に達するおそれがない設計とするため，受け渡す方向に無

限長である計算モデルとする。 

  c. 減速条件及び反射条件の設定 

(a) 減速条件 

燃料棒の平板厚さ，燃料棒の本数，貯蔵マガジン及び組立マガジンの段数，

燃料集合体の体数並びにウラン燃料棒の本数の評価においては，万一の火災時

の消火栓からの放水を考慮しても，核燃料物質間の雰囲気中水密度は，0.01×1

03kg/m3を超えることはない(5)が，より厳しい評価となるように考慮し，核燃料

物質間の雰囲気中水密度を0～0.1×103kg/m3までの範囲を計算条件として設定す

る。 

   (b) 反射条件 
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構造材等からの中性子反射効果をより厳しい評価となるように考慮し，核燃

料物質の周囲に厚さ30cmの均一な水反射体を設けたモデルとする。 

(3)  臨界計算の実施 

2.1(2)で示す十分に安全裕度がある計算条件下において，計算コードを用いて臨

界計算を実施し，中性子実効増倍率を算出する。 

評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析によりその信頼性が確認され，M

OXに対する推定臨界下限中性子実効増倍率が0.97と検証(6)(7)されている計算コードシ

ステムSCALE-4(8)のKENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。な

お，計算コードの概要については，「Ⅰ－１－４ 計算機プログラム(解析コード)の

概要」に示す。 

(4)  核的制限値の設定 

臨界計算の結果から，統計誤差として標準偏差の3倍を考慮した中性子実効増倍率

の値が0.95以下となる核的制限値を設定する。 

(5)  臨界安全設計の妥当性の確認 

各設備・機器において取り扱う核燃料物質の形態を考慮して適切に単一ユニット

及び核的制限値が設定されていることを確認する。 

 

上記の臨界評価の手順に基づいて設定した計算モデル，計算結果(中性子実効増倍

率)並びに各設備・機器に適切に単一ユニット及び核的制限値が設定されていること

を「Ⅰ－１－３－１ 単一ユニットの臨界防止に関する計算書」に示す。 
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2.2  複数ユニットの臨界評価方法 

(1) 評価対象の選定 

「Ⅰ－１－１  臨界安全設計の基本方針」の第3.1-2表，第3.2-2表，第3.3-2表，第

3.4-1表～第3.4-7表，第3.4-10表及び第3.5-2表に示す複数ユニット全てを評価対象

として選定する。 

ただし，核燃料物質の貯蔵施設を除く複数ユニット（成形施設，被覆施設，組立施

設及びその他の加工施設の複数ユニット）は，それぞれの施設にて設定した単一ユニ

ットの評価モデル形状及び臨界隔離壁で区切られた同一区画内における最大の単一ユ

ニット数となる複数ユニットを考慮したモデルにて代表で評価を行うことで，各施設

の複数ユニットの臨界安全設計の妥当性を確認する。核燃料物質の貯蔵施設について

は，貯蔵設備ごとに取り扱う核燃料物質の形状が異なることから，それぞれ個別にモ

デル化して評価を行う。なお，核燃料物質の貯蔵施設であるウラン輸送容器一時保管

エリアの評価については，申請に合わせて次回以降に示す。 

 (2) 計算条件の設定 

a. 核燃料物質の計算条件 

 核燃料物質の形態ごとの計算条件は，2.1(2)a.で示す単一ユニットの臨界評価

に用いる核燃料物質の計算条件と同一である。 

b. 計算モデル条件の設定 

   計算モデル条件の設定に当たっては，単一ユニットの評価モデル形状及び取り

 扱う核燃料物質の形状の違いにより分類して設定する。 

(a) 核燃料物質の貯蔵施設以外について 

   ・成形施設において，混合酸化物貯蔵容器の体数を核的制限値に設定している

 単一ユニットは，混合酸化物貯蔵容器の形状でモデル化する。 

   ・成型施設，被覆施設及びその他の加工施設において，Pu＊質量を核的制限値

 に設定している単一ユニットは，球形状でモデル化する。 

   ・組立施設において，燃料集合体の体数を核的制限値に設定している単一ユニ

 ットは，燃料集合体の形状でモデル化する。 

    イ. 成形施設(混合酸化物貯蔵容器の体数を核的制限値に設定) について 

混合酸化物貯蔵容器の体数を核的制限値に設定している単一ユニットのモ

デル化に際して，単一ユニット間の距離及び周囲の臨界隔離壁面までの距離

を臨界評価上保守側に設定する。混合酸化物貯蔵容器の計算モデルは，後述

する貯蔵容器一時保管設備の評価と同一の形状を用いる。 

具体的には，混合酸化物貯蔵容器の体数管理を行う単一ユニットのうち，

臨界隔離壁で区切られた同一区画内での最大の単一ユニット数となるのは，

貯蔵容器搬送用洞道(201)及び貯蔵容器受入第1室(202)に配置する洞道搬送ユ

ニット，受渡天井クレーンユニット及び保管室クレーンユニットの3ユニット
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であり，貯蔵容器受入第1室(202)にて混合酸化物貯蔵容器の受渡しを行う。

ただし，受渡天井クレーンで混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合は，受渡先

である洞道搬送台車又は受渡ピットに混合酸化物貯蔵容器が存在しないこと

を確認した後に実施することから，混合酸化物貯蔵容器の体数管理を行う単

一ユニットのうち，臨界隔離壁で区切られた同一区画内での最大となる単一

ユニット数を2ユニットとして評価を行う。なお，単一ユニット間距離(水平

方向)を30cmとし，単一ユニットと周囲のコンクリートまでの水平方向の距離

を30cmとし，上下方向は，保守側に単一ユニットとコンクリートが接するモ

デルとする。 

ロ. 成型施設，被覆施設及びその他の加工施設について 

Pu＊質量を核的制限値に設定している単一ユニットのモデル化に際して，単

一ユニット間の距離及び周囲の臨界隔離壁面までの距離を臨界評価上保守側に

設定する。 

また，MOX粉末(原料MOX粉末，MOX粉末-1，MOX粉末-2，MOX粉末-3，MOX粉末-

4)，ペレット(ペレット-1，ペレット-2，ペレット-3)，MOX溶液に対して，そ

れぞれ核的制限値質量に対する球形状のモデル化を行う。また，単一ユニット

をグローブボックスに設定しているため，グローブボックスと床及び壁との距

離が近接した場合にも中性子実効増倍率への影響がほとんどないことを確認す

るために，近接した条件下のモデル化も行う。 

具体的には，質量管理を行う単一ユニットのうち，臨界隔離壁で区切られた

同一区画内での最大の単一ユニット数となるのは，燃料棒加工第1室(314)の7

ユニットである。なお，臨界安全評価では，保守側に9個の単一ユニット(3×3

正方配列)が存在するものとして評価を行う。また，単一ユニット間距離を30c

mとし，単一ユニットと周囲のコンクリートまでの距離を30cmとし，モデル化

する。 

分析設備の単一ユニットは，床及び壁までの距離が近いため，上記で示した

質量管理の複数ユニット評価から臨界隔離壁内に設定する単一ユニット数及び

コンクリート距離の評価条件を変更して評価を行う。 

分析設備のうち複数ユニットの評価対象は，分析第2室(313)を含む臨界隔離

壁内に設定する4つの単一ユニットから構成される複数ユニット及び分析第3室

(321)を含む臨界隔離壁内に設定する2つの単一ユニットから構成される複数ユ

ニットである。臨界安全評価では，4ユニット分(2×2正方配列)の核燃料物質

を球形状にモデル化でモデル化する。 

分析第2室を含む臨界隔離壁内に設定する複数ユニットでは，MOX溶液及びペ

レット-2の2種類の形態を取り扱うが，「5. 質量管理の複数ユニットの評価」

の第5.2-1表に示すとおり，同種の核燃料物質形態を3×3正方配列として評価
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した場合，ペレット-2よりMOX溶液の方が中性子実効増倍率が高くなることか

ら，ここではより厳しい評価となるよう，全てMOX溶液として評価を行う。 

ハ. 組立施設(燃料集合体の体数を核的制限値に設定)について 

燃料集合体の体数を核的制限値に設定している単一ユニットのモデル化に

際して，単一ユニット間の距離及び周囲の臨界隔離壁面までの距離を臨界評

価上保守側に設定する。燃料集合体の計算モデルは，後述する燃料集合体貯

蔵設備の評価と同一の形状を用いる。 

具体的には，燃料集合体の体数管理を行う単一ユニットのうち，臨界隔離

壁で区切られた同一区画内での最大の単一ユニット数となるのは，燃料集合体

洗浄検査室(325)に配置する燃料集合体洗浄ユニット，燃料集合体第1検査ユニ

ット，燃料集合体第2検査ユニット及び燃料集合体仮置ユニットの4ユニットであ

る。なお，単一ユニット中心間距離(水平方向)を50cmとし，単一ユニット中

心と周囲のコンクリートまでの水平距離を100cmとし，鉛直方向は，より厳し

い評価となるように燃料集合体が無限長のモデルとする。 

   (b) 核燃料物質の貯蔵施設について 

核燃料物質の貯蔵施設においては，貯蔵施設ごとに取り扱う核燃料物質の形状

 が異なるため，貯蔵施設ごとの形状でモデル化する。 

核燃料物質の貯蔵施設については，貯蔵単位を満載した場合をモデル化して

核燃料物質の貯蔵時の評価を行う。その際，単一ユニットである貯蔵単位の収納

質量に対して計算モデルの質量を十分保守側に設定した計算モデルとする。ま

た，貯蔵単位間及び周囲の壁面までの距離を臨界評価上保守側にモデル化す

る。 

さらに，搬送装置を用いて貯蔵単位を移動する場合は，核燃料物質の貯蔵時

と異なる核燃料物質の配置となることから，核燃料物質の移動時についても搬

送する貯蔵単位数を考慮してモデル化する。 

イ. 貯蔵容器一時保管設備 

貯蔵容器一時保管設備の貯蔵単位は，「混合酸化物貯蔵容器」であり，貯

蔵単位の形状及び相互間距離を第2.2-1表のとおり設定し，貯蔵時における貯

蔵容器一時保管設備の評価を行う。 

また，移動時における貯蔵容器一時保管設備の評価条件については，混合

酸化物貯蔵容器が貯蔵容器受入設備の保管室クレーンにより，1体ずつ貯蔵容

器一時保管室の直上に位置する貯蔵容器受入第1室へと搬送され，貯蔵容器受

入第1室内を水平方向へ移動することを考慮する必要がある。貯蔵容器一時保

管室と貯蔵容器受入第1室との間には，30.5cm以上の厚さの普通コンクリート

又は遮蔽蓋が存在し，他設備とは核的に隔離されており，核的な相互作用に

ついては無視できるため，貯蔵時と同一の評価条件を用いて評価を行う。 
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ロ. 原料MOX粉末缶一時保管設備 

原料MOX粉末缶一時保管設備の貯蔵単位は，「粉末缶」であり，貯蔵単位の

形状及び相互間距離を第2.2-2表のとおり設定し，貯蔵時における原料MOX粉

末缶一時保管設備の評価を行う。ただし，粉末調整第1室において成形施設の

原料MOX粉末缶取出設備及びスクラップ処理設備に隣接しており，中性子相互

作用の影響を考慮する必要がある。原料MOX粉末缶取出設備及びスクラップ処

理設備は，それぞれ原料MOX粉末缶一時保管設備の列方向及び行方向に位置し

ており，原料MOX粉末缶一時保管設備の臨界評価において，列方向は，粉末缶

を無限配列とした計算モデル化を行い，行方向は反射体までの距離を約25cm

(24.8cm)と接近させた保守側のモデル化を行っているため，十分に中性子相

互作用の影響を考慮した計算モデルである。 

また，移動時における原料MOX粉末缶一時保管設備の評価条件については，

粉末缶が原料MOX粉末缶一時保管搬送装置により，1体ずつ原料MOX粉末缶一時

保管設備グローブボックス内を移動することを考慮する必要がある。原料MOX

粉末缶一時保管設備には，原料MOX粉末缶一時保管搬送装置が1台存在するこ

とから，貯蔵時の評価モデルの1行3列目の上方に粉末缶を1缶追加したモデル

とした。なお，原料MOX粉末缶一時保管搬送装置と原料MOX粉末缶一時保管装置の

核燃料物質が接している最も保守側の配置となるよう考慮したモデルであ

る。 

ハ. 粉末一時保管設備 

粉末一時保管設備の貯蔵単位は，「J60」，「J85」及び「5缶バスケット」

であり，貯蔵単位の形状及び相互間距離を第2.2-3表のとおり設定し，貯蔵時

における粉末一時保管設備の評価を行う。なお，J85については，2重円環形

状であるが，保守側の1重円環形状モデルを用いて臨界安全評価を行う。ま

た，「CS・RS保管ポット」の形状寸法は，「CS・RS回収ポット」，「先行試

験ポット」と同一であり，「CS・RS保管ポット」を代表として評価する。 

1缶バスケットは，CS・RS保管ポットを1缶で取り扱う構造であるため5缶バ

スケットの評価に含まれる。なお，5缶バスケット及び1缶バスケットはCS・R

S保管ポットの形状において5缶以下で取り扱うことから，J60及びJ85と比較

して取り扱うMOX量は少ないため，粉末一時保管設備の評価に当たっては，貯

蔵容器の代表としてJ60及びJ85を設定する。 

また，移動時における粉末一時保管設備の評価条件については，貯蔵単位

が粉末一時保管搬送装置により，1基ずつ粉末一時保管設備グローブボックス

内を移動することを考慮する必要がある。粉末一時保管搬送装置が4台存在す

ることから，貯蔵時の評価モデルの左端の上方向に65cm離れた位置へ2基の貯

蔵単位を追加し，鏡面反射条件とすることで，最も保守側に4台の粉末一時保
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管搬送装置が接近する状態を模擬した。 

ニ. ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管設備の貯蔵単位は，「焼結ボート」及び「ペレット保管

容器」であり，貯蔵単位の形状及び相互間距離を第2.2-4表のとおり設定し，

貯蔵時における粉末一時保管設備の評価を行う。なお，「焼結ボート」の形

状寸法は，「先行試験焼結ボート」，「スクラップ焼結ボート」と同一であ

り，「焼結ボート」を代表として評価する。また，「ペレット保管容器」の

形状寸法は，「ペレット保存試料保管容器」，「規格外ペレット保管容器」

と同一であり，「ペレット保管容器」を代表として評価する。 

また，移動時におけるペレット一時保管設備の評価条件については，貯蔵

単位が焼結ボート入出庫装置により，1基ずつペレット一時保管設備グローブ

ボックス内を移動することを考慮する必要がある。焼結ボート入出庫装置が2

台存在することから，8段8行に貯蔵された状態の下から4段目にペレット保管

容器1基を追加し，鏡面反射条件モデルとすることで，2台の焼結ボート入出

庫装置が接近している状態を模擬した。なお，焼結ボート入出庫装置とペレッ

ト一時保管棚の核燃料物質が接している最も保守側の配置を考慮したモデルで

ある。 

また，ペレット一時保管設備では，他設備への搬送のため，焼結ボート入

出庫装置と焼結ボート受渡装置間で行方向及び列方向に貯蔵単位の受渡しを

行うが， 2台の焼結ボート入出庫装置を考慮した行方向無限配列とすること

により，行方向及び列方向への貯蔵単位の受渡しも考慮したモデルとする。 

ホ. スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備 

スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備は，同一の部屋に設置され

るので，2つの設備をまとめて評価を行う。 

スクラップ貯蔵設備の貯蔵単位は，「9缶バスケット」及び「ペレット保管

容器」であり，ペレット一時保管設備の貯蔵単位は，「焼結ボート」及び

「ペレット保管容器」であり，製品ペレット貯蔵設備の貯蔵単位は，「ペレッ

ト保管容器」であり，貯蔵単位の形状及び相互間距離を第2.2-5表のとおり設

定し，貯蔵時におけるスクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備の評価

を行う。 

また，移動時におけるスクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備の評

価条件については，貯蔵単位がスクラップ保管容器入出庫装置及びペレット

保管容器入出庫装置により，1基ずつスクラップ貯蔵設備グローブボックス内

及び製品ペレット貯蔵設備グローブボックス内を移動することを考慮する必

要がある。スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備には，搬送装置が

それぞれ1台ずつ存在することから，スクラップ貯蔵設備については6段7列に
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貯蔵された状態の下から3段目に9缶バスケットを1基，製品ペレット貯蔵設備

については10段7列に貯蔵された状態の下から5段目にペレット保管容器を１

基追加したモデルとした。なお，2台の搬送装置が最も近づくよう，中心の4

列目の位置に追加したモデルであり，搬送装置と貯蔵棚の核燃料物質が接し

ている最も保守側の配置を考慮したモデルである。 

また，スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備では，他設備への搬

送のため，スクラップ保管容器入出庫装置とスクラップ保管容器受渡装置間

及びペレット保管容器入出庫装置とペレット保管容器受渡装置間で列方向に

貯蔵単位の受渡しを行うが， 列方向無限配列とし，列方向への貯蔵単位の受

渡しも考慮したモデルとすることにより，スクラップ保管容器受渡装置及び

ペレット保管容器受渡装置による貯蔵単位の受渡しも考慮したモデルとす

る。 

ヘ. 燃料棒貯蔵設備 

燃料棒貯蔵設備の貯蔵単位は，「貯蔵マガジン」であり，貯蔵単位の形状

及び相互間距離を第2.2-6表のとおり設定し，貯蔵時における燃料棒貯蔵設備

の評価を行う。 

また，移動時における燃料棒貯蔵設備の評価条件については，貯蔵単位が

貯蔵マガジン入出庫装置により，1基ずつ燃料棒貯蔵室内を移動することを考

慮する必要がある。燃料棒貯蔵設備には，貯蔵マガジン入出庫装置が1台存在

することから，中性子実効増倍率が最も大きくなる4段10行に貯蔵された状態

の上から1段目に貯蔵マガジンを1基追加したモデルとした。なお，貯蔵マガ

ジン入出庫装置と燃料棒貯蔵棚の核燃料物質が接している最も保守側の配置を

考慮したモデルである。 

ト. 燃料集合体貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵設の貯蔵単位は，「燃料集合体」であり，貯蔵単位の燃料

集合体を「燃料集合体貯蔵チャンネル」に収納し，燃料集合体貯蔵チャンネ

ルの形状寸法及び相互間距離を第2.2-7表のとおり設定し，貯蔵時における燃

料集合体貯蔵設備の評価を行う。また，燃料集合体貯蔵設備の評価において

は，中性子吸収材としてステンレス鋼をモデル化する。 

また，移動時における燃料集合体貯蔵設備の評価条件については，燃料集

合体が梱包・出荷設備の貯蔵梱包クレーンにより，1体ずつ燃料集合体貯蔵室

の直上に位置する貯蔵梱包クレーン室へと搬送され，貯蔵梱包クレーン室内

を水平方向へ移動する。燃料集合体貯蔵室と貯蔵梱包クレーン室との間に

は，30.5cm以上の厚さの普通コンクリート及びポリエチレン充填の遮蔽蓋が

存在し，他設備とは核的に隔離されており，核的な相互作用については無視

できるため，貯蔵時と同一の評価条件を用いて評価を行う。なお，ポリエチ
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レンは，水より中性子隔離能力が大きく(9)，遮蔽蓋のポリエチレンの厚さは，

単一ユニットの水反射条件である30cmよりも厚く40cmである。 

c. 減速条件及び反射条件の設定 

   (a) 減速条件 

イ. 万一の火災時の消火栓からの放水を考慮しても，核燃料物質間の雰囲気中

水密度は，0.01×103kg/m3を超えることはない(5)が，より厳しい評価となるよ

うに考慮し，核燃料物質間の雰囲気中水密度を0～0.1×103kg/m3までの範囲を

計算条件として設定する。 

ロ. 複数ユニットを構成する単一ユニット及び核燃料物質の貯蔵設備における

貯蔵単位の周囲に厚さ2.5cmの水を設定することにより，より厳しい評価とな

るものに対しては，単一ユニット間及び貯蔵単位間の減速効果を考慮する。

なお，文献(9)によると，「構造材及び人の接近による反射効果は，厚さ2.5cm

の水による反射と同等」であることが示されている。 

   (b) 反射条件 

構造材からの中性子反射効果をより厳しい評価となるように考慮し，周囲の

壁までの距離を臨界評価上保守側にモデル化する。また，十分な反射体厚さを

考慮し，一律普通コンクリート100cmを周囲の壁としてモデル化する。 

(3) 臨界計算の実施 

2.2(2)で示す十分に安全裕度がある計算条件下において，計算コードを用いて臨

界計算を実施し，中性子実効増倍率を算出する。 

評価に当たって使用する計算コードは，2.1(3)で示す単一ユニットの評価に用い

る計算コードと同一である。 

(4)  単一ユニット間距離の設定 

臨界計算の結果から，統計誤差として標準偏差の3倍を考慮した中性子実効増倍率

の値が0.95以下となる単一ユニット間距離を設定する。 

(5)  臨界安全設計の妥当性の確認 

   評価対象とした複数ユニットに対して適切に単一ユニット間距離が設定されている

ことを確認する。 

 

上記の臨界評価の手順に基づいて設定した計算モデル及び計算結果(中性子実効増

倍率)並びに複数ユニットに対して適切に単一ユニット間距離が設定されていること

を「Ⅰ－１－３－２ 複数ユニットの臨界防止に関する計算書」に示す。 
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第 2.1-1 表 核燃料物質の形態ごとの主要な核的制限値計算条件 

形態 
Pu 富化度

(％)＊1 

核分裂性

Pu 割合

(％)＊2 

ウラン中

のウラン-

235 含有率

(％) 

含水率

(％)＊3 

密度 

(×103 

kg/ｍ3) 

原料 MOX 粉末 60 83 1.6 0.5 4.0 

MOX 粉末-1 60 83 1.6 1.5 5.0 

MOX 粉末-2 33 83 1.6 2.5 5.0 

MOX 粉末-3 14＊4 83 1.6 3.5 7.9 

MOX 粉末-4 18＊5 83 1.6 0.5 6.0 

ペレット-1 14＊4 83 1.6 3.5 7.9 

ペレット-2 18＊5 83 1.6 0.1 11.1 

ペレット-3 60 83 1.6 3.5 11.3 

燃料棒 

BWR 燃料棒 12＊6 83 1.6 0.1 11.1 

PWR 燃料棒 14＊4 83 1.6 0.1 11.1 

ウラン燃料棒 － － 5 0.1 11.0 

燃料 

集合体 

BWR 燃料集合体 8＊7 83 1.6 0.1 11.1 

PWR 燃料集合体 11＊8 83 1.6 0.1 11.1 

MOX 溶液 60 83 1.6 －＊9 －＊9 

注記 ＊1：Pu 富化度(％)＝(Pu 質量/(Pu 質量＋U 質量))×100 

＊2：核分裂性 Pu 割合(％)＝((Pu-239 質量＋Pu-241 質量)/Pu 質量)×100 

なお，Pu 組成は再処理施設の臨界計算条件と同じ同位体組成(10)(Pu-239：Pu-

240：Pu-241＝71：17：12)とする。 

＊3：含水率(％)＝(水分質量/(MOX 質量＋水分質量))×100 

＊4：核的制限値計算条件は，次の範囲に対して臨界上保守側となる条件を設定す

る。 

1)核分裂性 Pu 富化度：11.6％以下 

2)Pu 富化度：18％以下 

臨界評価上は，核分裂性 Pu 富化度 11.6％及び核分裂性 Pu 割合 83％との組合

せから，Pu 富化度を 14％とする。ただし， 

核分裂性 Pu 富化度(％)＝((Pu－239 質量＋Pu－241 質量)/(Pu 質量＋U 質量))

×100 

＊5：二次混合以降の粉末及びペレットについては，核分裂性 Pu 富化度の管理も

行う。このため，貯蔵設備及び一時保管設備内の単一ユニットに適用する場

合は，核分裂性 Pu 富化度を 11.6％以下とし，核分裂性 Pu 割合 83％との組

合せから，Pu 富化度を 14％とする。 

＊6：核的制限値計算条件は，次の範囲に対して臨界上保守側となる条件を設定す

る。 

1)核分裂性 Pu 富化度：9.4％以下 

2)Pu 富化度：17％以下 

臨界評価上は，核分裂性 Pu 富化度 9.4％及び核分裂性 Pu 割合 83％との組合

せから，Pu 富化度を 12％とする。 

＊7：核的制限値計算条件は，次の範囲に対して臨界上保守側となる条件を設定す

る。 

1)燃料集合体平均としての核分裂性 Pu 富化度：6.1％以下 

2)燃料集合体平均としての Pu 富化度：11％以下 

165



Ⅰ－１－２ 

臨界防止に関する計算の基本方針 

14 

臨界評価上は，核分裂性 Pu 富化度 6.1％及び核分裂性 Pu 割合 83％との組合

せから，Pu 富化度を 8％とする。 

＊8：核的制限値計算条件は，次の範囲に対して臨界上保守側となる条件を設定す

る。 

1)燃料集合体平均としての核分裂性 Pu 富化度：9.1％以下 

2)燃料集合体平均としての Pu 富化度：14％以下 

臨界評価上は，核分裂性 Pu 富化度 9.1％及び核分裂性 Pu 割合 83％との組合

せから，Pu 富化度を 11％とする。 

＊9：最適減速条件 

 

 

第 2.1-2 表 臨界計算において参照した燃料集合体の諸元 

 
BWR8×8 型燃料

集合体 

BWR9×9 型燃料

集合体 

PWR17×17 型燃料集

合体(11) 

ペレット 直径(cm) 約 1.04(12) 
約 0.96 又は 

約 0.94(12) 
約 0.82 

燃料棒 

内径(cm) 約 1.06(12) 
約 0.98 又は 

約 0.96(12) 
約 0.84 

スタック長 

(ｍ) 
約 3.71(12) 約 3.71(12) 約 3.7 

被覆管材料 ジルカロイ-2(12) ジルカロイ-2(12) ジルカロイ-4 

燃料 

集合体 

燃料棒本数 

(本) 
60(12) 74 又は 72(12) 264 

燃料棒ピッチ

(cm) 
約 1.63(13) 約 1.43(13) 約 1.26 
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第 2.2-1 表 貯蔵容器一時保管設備の計算条件 

設備 
貯蔵する単一ユニット 計算モデルの条件 単一ユニット 

相互間の距離 
備考 

貯蔵単位 形態 形状又は量 

貯 蔵 容 器

一 時 保 管

設備 

混合酸化物

貯蔵容器 
原料MOX粉末

・直径20.4cm 

・質量 

40kg･(U+Pu) 

・1ピットの貯蔵量 

・保管ピットの配置 

・雰囲気中水密度 

・段方向及び行方向 

の反射条件 

混合酸化物貯蔵容器 

1体 

1段×4行 

(列方向無限) 

0～0.1 

×103kg/m3 

普通コンクリート

100cm 

・保管ピットの中心間

距離

行方向60cm以上 

列方向60cm以上 

1)各貯蔵単位の反射

条件は反射体なし

の場合より保守側

と な る よ う 水

2.5cm 反 射 と す

る。

2)雰囲気中水密度を

変化させて中性子

実効増倍率の最高

値を確認する。

(雰囲気中水密度

0kg/m3)
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第 2.2-2 表 原料 MOX 粉末缶一時保管設備の計算条件 

 

設備 
貯蔵する単一ユニット 計算モデルの条件 

 

単一ユニット 

相互間の距離 
備考 

貯蔵単位 形態 形状又は量 

原料MOX粉末缶 

一時保管設備 
粉末缶 MOX粉末-1 

・直径 20.4cm 

・質量 13.3kg･(U+Pu) 

・貯蔵単位の量 

 

・貯蔵単位の配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・段方向及び行方向 

の反射条件 

 

 

粉末缶 1缶 

 

1段×2行(列方向無限) 

 

 

0～0.1×103kg/m3 
 

 

普通コンクリート

100cm 

 

 

・貯蔵単位の中心間 

距離 

行方向30cm以上 

列方向26cm以上 

1)粉末缶は保守側に混

合酸化物貯蔵容器の

直径と同じ寸法とし

てモデル化する。 

 

2)収納する質量は粉末

缶の質量制限値と

し，核燃料物質は粉

末缶内に満たされる

ようにモデル化す

る。 

 

3)各貯蔵単位の反射条

件は反射体なしの場

合より保守側となる

よう水2.5cm反射と

する。 

 

4)雰囲気中水密度を変

化させて中性子実効

増倍率の最高値を確

認する。(雰囲気中

水 密 度 0.1 ×

103kg/m3) 
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第 2.2-3 表 粉末一時保管設備の計算条件 

 

設備 
貯蔵する単一ユニット 計算モデルの条件 

 

単一ユニット 

相互間の距離 
備考 

貯蔵単位 形態 形状又は量 

 

 

 

 

 

粉末一時 

保管設備 

J60 

MOX粉末-1 

・外径41.0cm 

×内径19.0cm 

・各形態の核的制限

値に相当する質量 

・貯蔵単位の量 

 

 

 

・貯蔵単位の配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・段方向及び列方向 

の反射条件 

J60   1缶 

J85   1缶 

5缶バスケット 1台 

 

1段×2列(行方向無限) 

 

 

0～0.1×103kg/m3 
 

 

普通コンクリート 

100cm 

・貯蔵単位の中心間

距離 

行方向65cm以上 

列方向65cm以上 

1)核燃料物質はMOX粉

末-2の計算条件と

する。 

J60，J85の計算モ

デル質量：180kg･

MOX(MOX粉末-2の核

的制限値に相当す

る質量) 

 

2)J60,J85に対して核

燃料物質の形態を

比較して最も厳し

い 形 態 を 選 定 す

る。 

 

3)各貯蔵単位の反射

条件は反射体なし

の場合より保守側

と な る よ う に 水

2.5cm反射とする。 

 

4)雰囲気中水密度を

変化させて中性子

実効増倍率の最高

値を確認する。(雰

囲気中水密度0.1×

103kg/m3) 

MOX粉末-2 

MOX粉末-4 

ペレット-2 

J85 

MOX粉末-2 ・外径47.0cm 

×内径13.5cm 

・各形態の核的制限

値に相当する質量 MOX粉末-3 

5缶バスケット 

ペレット-1 

直径9.0cm 

×高さ25.0cm 

×5缶 

ペレット-2 

MOX粉末-2 

MOX粉末-3 

MOX粉末-4 
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第 2.2-4 表 ペレット一時保管設備の計算条件 

 

設備 
貯蔵する単一ユニット 計算モデルの条件 

 

単一ユニット 

相互間の距離 
備考 

貯蔵単位 形態 形状又は量 

ペレット一時

保管設備 

焼結ボート 

ペレット-1 

長さ 28.5cm 

×幅 19.0cm 

×高さ 10.5cm 

 

 

 

・貯蔵単位の量 

 

 

 

 

・貯蔵単位の配置 

 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

・段方向及び列方向の 

反射条件 

 

 

 

焼結ボート 

1ボート 

ペレット保管容器 

1体 

 

8段×1列 

（行方向無限） 

 

 

0～0.1×103kg/m3 

 

普通コンクリート 

100cm 

・貯蔵単位の 

中心間距離 

段方向30cm以上 

行方向35cm以上 

1)貯蔵単位の収納質

量に対して計算モ

デルの質量を十分

保守側に設定す

る。 

 ペレット保管容器 

81.8kg･MOX(ペレ

ット-2の密度使

用) 

 

2)貯蔵単位及び形態

を比較して最も厳

しい貯蔵単位及び

形態を選定する。 

 

3)各貯蔵単位の反射

条件は反射体なし

の場合より保守側

となるよう水

2.5cm反射とす

る。 

 

4)雰囲気中水密度を

変化させて中性子

実効増倍率の最高

値を確認する。

(雰囲気中水密度

0.1×103kg/m3) 

ペレット-2 

ペレット保管容器 ペレット-2 

長さ 27.0cm 

×幅 26.0cm 

×高さ 10.5cm 
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第 2.2-5 表 スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備の計算条件 

 

設備 
貯蔵する単一ユニット 計算モデルの条件 

 

単一ユニット 

相互間の距離 
備考 

貯蔵単位 形態 形状又は量 

スクラップ 

貯蔵設備 

9 缶バスケット 

ペレット-2 
直径 9.0cm 

×高さ 25.0cm 

×9 缶 

 

・貯蔵単位の量 

 

 

・貯蔵単位の配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・段方向及び行方

向の反射条件 

 

9缶バスケット 1台 

ペレット保管容器 1体 

 

6段×1行(列方向無限) 

 

 

貯蔵設備間 

0～0.1×103kg/m3 

 

普通コンクリート 

100cm 

・貯蔵単位の中心間 

距離 

段方向45cm以上 

列方向45cm以上 

 

・製品ペレット 

貯蔵棚との面間 

距離 

250cm以上 

 

1)貯蔵単位の収納質

量に対して計算モ

デルの質量を十分

保 守 側 に 設 定 す

る。 

・ペレット保管容器 

81.8kg･MOX(ペレッ

ト-2の密度使用) 

・9缶バスケット 

159kg ･ MOX(ペレッ

ト-2の密度使用) 

 

2)貯蔵単位及び形態

を比較して保守側

の貯蔵単位及び形

態を選定する。 

 

3)各貯蔵単位の反射

条件は反射体なし

の場合より保守側

となるよう水2.5cm

反射とする。 

 

4)雰囲気中水密度を

変化させて実効増

倍率の最高値を確

認する。(雰囲気中

水密度0kg/m3) 

MOX 粉末-4 

ペレット保管

容器 
ペレット-2 

長さ 27.0cm 

×幅 26.0cm 

×高さ 10.5cm 

製品ペレット

貯蔵設備 

ペレット保管

容器 
ペレット-2 

長さ 27.0cm 

×幅 26.0cm 

×高さ 10.5cm 

 

・貯蔵単位の量 

 

 

・貯蔵単位の配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・段方向及び行方

向の反射条件 

 

ペレット保管容器 1体 

 

 

10段×1行(列方向無限) 

 

 

貯蔵設備間 

0～0.1×103kg/m3 

 

普通コンクリート 100cm 

 

 

・貯蔵単位の中心間

距離 

段方向25cm以上 

列方向45cm以上 

 

・スクラップ貯蔵棚

との面間距離 

250cm 以上 
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第 2.2-6 表 燃料棒貯蔵設備の計算条件 

 

設備 
貯蔵する単一ユニット 

計算モデルの条件 
単一ユニット 

相互間の距離 
備考 

貯蔵単位 形態 形状又は量 

燃料棒 

貯蔵設備 
貯蔵マガジン 燃料棒 

 

貯蔵マガジンと 

同一形状 

ただし長さ400cm 

 

・貯蔵単位の量 

 

 

・貯蔵単位の配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・段方向及び行方向 

の反射条件 

 

貯蔵マガジン 

1体 

 

4段×1列 

(行方向無限) 

 

0～0.1 

×103kg/m3 
 

普通コンクリート100cm 

 

・貯蔵単位の中心間距離 

段方向70cm以上 

行方向75cm以上 

1)雰囲気中水密度を変化さ

せて実効増倍率の最高値

を確認する。(雰囲気中水

密度0.05×103kg/m3) 
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第 2.2-7 表 燃料集合体貯蔵設備の計算条件 

設備 

貯蔵する単一ユニット 

計算モデルの条件 
単一ユニット 

相互間の距離 
備考 

貯蔵単位 形態 形状又は量 

燃料集合体 

貯蔵設備 
燃料集合体  

BWR燃料集合体又

はPWR燃料集合体

と同一形状 

・1チャンネルの 
貯蔵量 

 
・燃料集合体貯蔵チャ

ンネルの寸法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・燃料集合体貯蔵チャ

ンネルの配置 
 
・雰囲気中水密度 
 
・上下方向及び行方向

の反射条件 
 
・ステンレス鋼の厚み

(燃料集合体貯蔵チャ
ンネル) 

BWR燃料集合体 4体 
PWR燃料集合体 1体 
 
外管(内寸) 
  長さ38.75cm 
  ×幅38.75cm 
  ×高さ380cm 
BWRガイド管(内寸) 
  長さ14.97cm 
  ×幅14.97cm 
  ×高さ380cm 
PWRガイド管(内寸) 
  長さ22.65cm 
  ×幅22.65cm 
  ×高さ380cm 
 
1段×10行  
(列方向無限) 
 
0～0.1×103kg/m3 

 
普 通 コ ン ク リ ー ト
100cm 
 
外管 0.45cm 
BWRガイド管 0.55cm 
PWRガイド管 0.45cm 

・燃料集合体貯蔵チ

ャンネルの中心

間距離 

行方向75cm以上 

列方向75cm以上 

 

・貯蔵単位の配置 

BWRガイド管の 

中心間距離 

19.2～20.4cm 

1)燃料集合体の型式につ

いて比較し実効増倍率

の高い方を採用する。 

 

2)雰囲気中水密度を変化

させて実効増倍率の最

高値を確認する。(雰

囲気中水密度0.04×

103kg/m3(BWR8× 8型燃

料 集 合 体 ， 0.03 ×

103kg/m3(BWR9× 9型燃

料集合体)， 

0.02×103kg/m3 

(PWR17×17型燃料集合

体)) 
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Ⅰ－１－３－１ 

単一ユニットの臨界防止に関する計算書 

1 

1. 概要 

本計算書は，「Ⅰ－１－２ 臨界防止に関する計算の基本方針」の臨界評価の手順に

基づいて設定した計算モデル，計算結果(中性子実効増倍率)並びに各設備・機器に適

切に単一ユニット及び核的制限値が設定されていることを示すことにより，臨界安全

設計の妥当性を示すものである。  

 

2. 計算モデル及び計算結果 

「Ⅰ－１－２ 臨界防止に関する計算の基本方針 2.1 単一ユニットの臨界評価方

法」に示す計算条件に基づいて設定した核燃料物質の形態ごとの計算モデルを第 2-1 表

から第 2-7 表に示し，計算結果を第 2-8 表に示す。 

この計算結果に基づいた各設備・機器に設定する単一ユニットの臨界安全設計が妥

当であることを施設ごとに第 2-9 表から第 2-11 表に示す。 

成形施設及び実験設備の単一ユニットの臨界安全設計の一覧については，当該設備

の申請に合わせて次回以降に示す。 
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第 2-4 表 組立マガジンの核的制限値計算モデル 

 

 形態 
計算モデル 核的制限値 モデル図＊ 備考 

取扱単位 

組立 

マガジン 
燃料棒 

・組立マガジンの形状 

 36cm×36cm 

・燃料棒の配置（燃料棒収容領域）

24cm×24cm 

・燃料棒（ペレット）の直径 

 BWR8×8型 1.06cm 

BWR9×9型 0.98cm 

PWR17×17型 0.84cm 

・燃料棒の長さ 無限長 

・組立マガジンの配置  

1段無限配列 

・反射条件  水30cm 

・雰囲気中水密度 0～0.1 

×103kg/m3 

1段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keff+3σ=0.843 (PWR17×17型) 

 

1）燃料棒（ペレッ

ト）は直径を被覆

管内径まで大きく

し，被覆管の材質は

無視するが，厚みを

空間として考慮す

る。 

 

2）燃料棒の型式につ

いて比較し実効増倍

率の高い方を採用す

る。 

 

3）雰囲気中水密度を

変化させて実効増倍

率の最高値を確認す

る。(雰囲気中水密

度0.1×103kg/m3) 

注記 ＊：計算モデルに対応する図面は，「Ⅴ－２－５ 構造図」の「第 2.5.3.1.1 図 組立施設 燃料集合体組立設備の構造図 組 

立マガジン」による。 
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第2-8表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 

 

管理方法 形態 

雰囲気中 

水密度＊1 

［kg/m3］ 

中性子 

実効増倍率＊2 

形状寸法管理 

体数管理 原料MOX粉末 0.1×103 0.863 

 燃料棒 0.1×103 0.933 

貯蔵マガジン 0.1×103 0.854 

組立マガジン 0.1×103 0.843 

体数管理 燃料集合体 
BWR燃料集合体 

0.1×103 0.651＊3 

PWR燃料集合体 

質量管理 
  

MOX粉末-1 － 0.937 

MOX粉末-2 － 0.940 

MOX粉末-3 － 0.942 

MOX粉末-4 － 0.932 

ペレット-1 － 0.942 

ペレット-2 － 0.941 

ペレット-3 － 0.933 

MOX溶液 － 0.945 

本数管理 ウラン燃料棒 0.1×103 0.946 

注記 ＊1：中性子実効増倍率が最大となる値を記載する。 

＊2：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 

＊3：PWR燃料集合体及びBWR燃料集合体の中性子実効増倍率のうち，より大きな値

となるPWR燃料集合体の中性子実効増倍率の値を記載する。
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第2-9表 被覆施設の単一ユニットの臨界安全設計の一覧(1/2) 

 

施設区分 設備 設備・機器名称 ユニット名称 形態 管理方法 核的制限値 
計算 

モデル 

中性子 

実効増倍率＊1 

被覆

施設 

  

  

燃料棒   

加工工程 

スタック   

編成設備 スタック編成設備グローブボックス 
スタック編成 

ユニット A 
ペレット-2 質量管理 36.0kg･Pu＊ 第 2-6 表 0.941 

    

  

 
 スタック編成設備グローブボックス 

スタック編成 

ユニット B 
ペレット-2 質量管理 36.0kg･Pu＊ 第 2-6 表 0.941 

      
空乾燥ボート取扱装置 

グローブボックス 

空乾燥ボート取扱 

ユニット 
ペレット-2 質量管理 36.0kg･Pu＊ 第 2-6 表 0.941 

    
スタック   

乾燥設備 

乾燥ボート供給装置 

グローブボックス 
スタック乾燥 

ユニット A 
ペレット-2 質量管理 36.0kg･Pu＊ 第 2-6 表 0.941     スタック乾燥装置 

    
乾燥ボート取出装置 

グローブボックス 

      
乾燥ボート供給装置 

グローブボックス 
スタック乾燥 

ユニット B 
ペレット-2 質量管理 36.0kg･Pu＊ 第 2-6 表 0.941       スタック乾燥装置 

      
乾燥ボート取出装置 

グローブボックス 

  挿入溶接設備 スタック供給装置グローブボックス 

スタック供給・ 

挿入溶接ユニット A 
ペレット-2 質量管理 36.0kg･Pu＊ 第 2-6 表 0.941 

挿入溶接装置(被覆管取扱部) 

グローブボックス 

挿入溶接装置(スタック取扱部) 

グローブボックス 

挿入溶接装置(燃料棒溶接部) 

グローブボックス 

    除染装置グローブボックス 

    汚染検査装置オープンポートボックス 

      スタック供給装置グローブボックス 

スタック供給・ 

挿入溶接ユニット B 
ペレット-2 質量管理 36.0kg･Pu＊ 第 2-6 表 0.941 

  
    

挿入溶接装置(被覆管取扱部) 

グローブボックス 

  
    

挿入溶接装置(スタック取扱部) 

グローブボックス 

  
    

挿入溶接装置(燃料棒溶接部) 

グローブボックス 

      除染装置グローブボックス 

      汚染検査装置オープンポートボックス 
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第2-9表 被覆施設の単一ユニットの臨界安全設計の一覧(2/2) 

 

施設区分 設備 設備・機器名称 ユニット名称 形態 管理方法 核的制限値 
計算 

モデル 

中性子 

実効増倍率＊1 

被覆

施設 

燃料棒    

加工工程 

燃料棒検査設備 

ヘリウムリーク検査装置 

燃料棒検査ユニット 燃料棒 形状寸法管理 
平板厚さ

15.0cm 
第 2-2 表 0.933 

    

      X 線検査装置 

      ロッドスキャニング装置 

     外観寸法検査装置 

      燃料棒移載装置 

  燃料棒収容設備 燃料棒収容装置 

    燃料棒検査設備 燃料棒立会検査装置 
燃料棒立会検査ユニット 燃料棒 形状寸法管理 

平板厚さ

15.0cm 
第 2-2 表 0.933 

  燃料棒収容設備 燃料棒供給装置 

   燃料棒収容装置 燃料棒収容ユニット 貯蔵マガジン 形状寸法管理 1 段 第 2-3 表 0.854 

   燃料棒供給装置 燃料棒供給ユニット 貯蔵マガジン 形状寸法管理 1 段 第 2-3 表 0.854 

     貯蔵マガジン移載装置 貯蔵マガジン移載ユニット 貯蔵マガジン 形状寸法管理 1 段 第 2-3 表 0.854 

   燃料棒解体設備 燃料棒解体装置グローブボックス 
燃料棒解体ユニット ペレット-2 質量管理 18.0kg･Pu＊＊2 第 2-6 表 0.941 

   燃料棒搬入オープンポートボックス 

注記 ＊1：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 

      ＊2：二重装荷を考慮して核的制限値を中性子実効増倍率が0.95以下に対応する質量の2分の1とする。 
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第2-10表 組立施設の単一ユニットの臨界安全設計の一覧 

 

施設区分 設備 設備・機器名称 ユニット名称 形態 管理方法 核的制限値 
計算 

モデル 

中性子 

実効増倍率＊1 

組立

施設 

燃料集合

体組立  

工程 

燃料集合体  

組立設備 マガジン編成装置 
マガジン編成ユニット 

貯蔵マガジン 

組立マガジン 
形状寸法管理 1 段 

第 2-3 表 

第 2-4 表 

0.854 

0.843 

      

燃料集合体組立装置 
      

燃料集合体組立 

ユニット 
燃料集合体 体数管理  1 体 第 2-5 表 0.651 

    
燃料集合体  

洗浄設備 
燃料集合体洗浄装置 

燃料集合体洗浄 

ユニット 
燃料集合体 体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

    
燃料集合体  

検査設備 

燃料集合体 

第 1 検査装置 

燃料集合体第 1 査 

ユニット 
燃料集合体 体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

      
燃料集合体 

第 2 検査装置 

燃料集合体第 2 検査 

ユニット 
燃料集合体 体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

      燃料集合体仮置台 
燃料集合体仮置 

ユニット 
燃料集合体 体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

      
燃料集合体 

立会検査装置 

燃料集合体立会検査 

ユニット 
燃料集合体 体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

    

燃料集合体 

組立工程 

搬送設備 

組立クレーン 
組立クレーン 

ユニット 
燃料集合体 体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

      リフタ リフタユニット 燃料集合体 体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

  
梱包・   

出荷工程 

梱包・出荷  

設備 
燃料ホルダ取付装置 

燃料ホルダ 

取付ユニット 

BWR 燃料 

集合体 
体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

  貯蔵梱包クレーン 
貯蔵梱包クレーン 

ユニット 
燃料集合体 体数管理 1 体 第 2-5 表 0.651 

核燃

料物

質の

貯蔵

施設 

 

 

－ 

 

 

燃料棒   

貯蔵設備 

 

 

貯蔵マガジン入出庫装置 
貯蔵マガジン入出庫   

ユニット 
貯蔵マガジン 形状寸法管理 1 段 第 2-3 表 0.854 

ウラン燃料棒収容装置 

ウラン燃料棒収容 

ユニット(a) 
ウラン燃料棒 本数管理 540 本＊2 第 2-7 表 0.946 

ウラン燃料棒収容 

ユニット(b) 
貯蔵マガジン 形状寸法管理 1 段 第 2-3 表 0.854 

注記 ＊1：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 

＊2：ユニット(a)とユニット(b)で同時に取り扱うウラン燃料棒本数を540本以下に制限する。 
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第2-11表 その他の加工施設の単一ユニットの臨界安全設計の一覧 

 

注記 ＊1：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 

＊2：二重装荷を考慮して核的制限値を中性子実効増倍率が0.95以下に対応する質量の2分の1とする。 

＊3：分析ユニット(a)に該当する分析装置グローブボックスは以下のとおり。 

＊4：分析ユニット(b)に該当する分析装置グローブボックスは以下のとおり。  

施設区分 設備 設備・機器名称 ユニット名称 形態 管理方法 核的制限値 
計算 

モデル 

中性子 

実効増倍率＊1 

その

他の

加工

施設 

  

  

核燃料物質

の検査設備 

  

分析設備 
受払装置グローブボックス 受払ユニット MOX 溶液 質量管理 0.25kg･Pu＊＊2 第 2-6 表 0.945 

  分析装置グローブボックス＊3 

(分析第 1 室に設置) 
分析ユニット(a) MOX 溶液 質量管理 0.25kg･Pu＊＊2 第 2-6 表 0.945 

  
  分析装置グローブボックス＊4 

(分析第 2 室に設置) 
分析ユニット(b) MOX 溶液 質量管理 0.50kg･Pu＊ 第 2-6 表 0.945 

    分析済液処理装置グローブボックス 分析済液処理 

ユニット 
MOX 溶液 質量管理 0.25kg･Pu＊＊2 第 2-6 表 0.945 

    分析済液処理装置払出前希釈槽 

分析ユニット(a)に該当する分析装置グローブボックス  分析ユニット(b)に該当する分析装置グローブボックス 

受払・分配装置グローブボックス  試料溶解・調製装置-2グローブボックス 

試料溶解・調製装置-1グローブボックス  分配装置グローブボックス 

スパイク試料調製装置-1グローブボックス  塩素・フッ素分析装置グローブボックス 

スパイク試料調製装置-2グローブボックス  O/M比測定装置グローブボックス 

スパイク試料調製装置-3グローブボックス  水分分析装置グローブボックス 

スパイキング装置グローブボックス  炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス 

イオン交換装置グローブボックス  EPMA分析装置グローブボックス 

試料塗布装置グローブボックス  ICP-発光分光分析装置グローブボックス 

α線測定装置グローブボックス  ICP-質量分析装置グローブボックス 

γ線測定装置グローブボックス  水素分析装置グローブボックス 

蛍光X線分析装置グローブボックス  蒸発性不純物測定装置グローブボックス 

プルトニウム含有率分析装置グローブボックス  粉末物性測定装置グローブボックス 

質量分析装置グローブボックス  金相試験装置グローブボックス 

収去試料受払装置グローブボックス  プルトニウムスポット検査装置グローブボックス 

収去試料調製装置グローブボックス  液浸密度測定装置グローブボックス 

搬送装置-1グローブボックス  熱分析装置グローブボックス 

搬送装置-2グローブボックス  ペレット溶解性試験装置グローブボックス 

  X線回折測定装置グローブボックス 

  搬送装置-3グローブボックス 
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Ⅰ－１－３－２ 

複数ユニットの臨界防止に関する計算書 

1 

1. 概要 

本計算書は，「Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針」の臨界評価の手順に基づいて

設定した計算モデル及び計算結果(中性子実効増倍率)並びに複数ユニットに対して適

切に単一ユニット間距離が設定されていることを示すことにより，臨界安全設計の妥

当性を示すものである。 

 

2. 計算モデル及び計算結果 

「Ⅰ－１－２ 臨界防止に関する計算の基本方針 2.2 複数ユニットの臨界評価方

法」に示す計算条件に基づいて設定した計算モデルを第 2-1 図から第 2-25 図に示し，

計算結果を第 2-1 表から第 2-2 表に示す。 

この計算結果に基づいた複数ユニットの臨界安全設計が妥当であることを施設ごと

に第 2-3 表から第 2-6 表に示す。 

成形施設，実験設備及び輸送容器一時保管エリアに係る複数ユニットの臨界安全設計

の一覧については，当該設備の申請に合わせて次回以降に示す。
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第2-5図 体数管理(燃料集合体)の複数ユニットの計算モデル図 (1/2) 

  

[単位：cm] 
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第2-1表 成形施設，被覆施設，組立施設及びその他の加工施設の 

複数ユニットの評価結果 

評価モデル 

核燃料物質の 

形態又は燃料 

集合体の型式 

雰囲気中 

水密度＊1 

［kg/m3］ 

中性子 

実効増倍率＊2 

体数管理 

(混合酸化物貯蔵容器) 

混合酸化物 

貯蔵容器 
0.1×103 0.683 

質量管理 

MOX粉末-1 0.07×103 0.887 

MOX粉末-2 0.05×103 0.913 

MOX粉末-3 0.07×103 0.923 

MOX粉末-4 0.03×103 0.923 

ペレット-1 0.07×103 0.923 

ペレット-2 0.07×103 0.908 

ペレット-3 0.1×103 0.878 

MOX溶液 0.1×103 0.926 

質量管理 

(単一ユニットと床及び 

壁までの距離が近い場合) 

MOX溶液 0.01×103 0.934 

質量管理 

(単一ユニットと床までの

距離が近い場合) 

MOX粉末-1 0.05×103 0.911 

MOX粉末-2 0 0.934 

MOX粉末-3 0.01×103 0.935 

MOX粉末-4 0.01×103 0.939 

ペレット-1 0.01×103 0.935 

ペレット-2 0.05×103 0.921 

ペレット-3 0.1×103 0.892 

MOX溶液 0 0.933 

体数管理 

(燃料集合体) 

BWR8×8型 0.1×103 0.507 

BWR9×9型 0.1×103 0.511 

PWR17×17型 0.1×103 0.729 

注記 ＊1：中性子実効増倍率が最大となる値を示す。 

＊2：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 
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第2-2表 核燃料物質の貯蔵施設の複数ユニットの評価結果 

 

評価モデル 
貯蔵単位又は 

燃料集合体の型式 

雰囲気中 

水密度＊1 

［kg/m3］ 

中性子 

実効増倍率＊2 

貯蔵容器一時保管設備 

(貯蔵時及び移動時) 

混合酸化物 

貯蔵容器 
0 0.749 

原料MOX粉末缶 

一時保管設備(貯蔵時) 
粉末缶 0.1×103 0.778 

原料MOX粉末缶 

一時保管設備(移動時) 
粉末缶 0.1×103 0.790 

粉末一時保管設備 

(貯蔵時) 

J85 0.1×103 0.900 

J60 0.1×103 0.896 

粉末一時保管設備 

(移動時) 

J85 0.1×103 0.934 

J60 0.1×103 0.931 

ペレット一時保管設備 

(貯蔵時) 

ペレット 

保管容器 
0.1×103 0.892 

ペレット一時保管設備 

(移動時) 

ペレット 

保管容器 
0.1×103 0.901 

スクラップ貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵設備 

(貯蔵時) 

9缶バスケット 

(スクラップ貯蔵設備) 
0 0.907 

ペレット保管容器 

(製品ペレット貯蔵設備) 

スクラップ貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵設備 

(移動時) 

9缶バスケット 

(スクラップ貯蔵設備) 
0 0.914 

ペレット保管容器 

(製品ペレット貯蔵設備) 

燃料棒貯蔵設備 

(貯蔵時) 
貯蔵マガジン 0.05×103 0.919 

燃料棒貯蔵設備 

(移動時) 
貯蔵マガジン 0.05×103 0.919 

燃料集合体貯蔵設備 

(貯蔵時及び移動時) 

BWR8×8型 0.04×103 0.877 

BWR9×9型 0.03×103 0.888 

PWR17×17型 0.02×103 0.836 

注記 ＊1：中性子実効増倍率が最大となる値を示す。 

＊2：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 
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第2-3表 被覆施設の複数ユニット(質量管理)の臨界安全設計一覧 

 

部屋名 

(部屋番号) 

単一 

ユニット数 
ユニット名称 形態 

単一ユニット間 

距離 

計算 

モデル図 

中性子 

実効増倍率＊1 

燃料棒加工第1室 

(314) 
7 

スタック編成ユニットA ペレット-2 

30 cm以上 

 第2-2図    

 第2-4図＊3 

 

 0.908    

 0.921＊3 

スタック編成ユニットB ペレット-2 

空乾燥ボート取扱 

ユニット 
ペレット-2 

スタック乾燥ユニットA ペレット-2 

スタック乾燥ユニットB ペレット-2 

スタック供給・挿入溶接 

ユニットA 
ペレット-2 

スタック供給・挿入溶接 

ユニットB 
ペレット-2 

燃料棒解体室 

(312) 

4 

燃料棒解体 

ユニット 
ペレット-2 

30 cm以上 

 第2-2図    

 第2-3図＊4 

 0.926    

 0.934＊4 

分析第2室 

(313) 

受払ユニット＊2 MOX溶液 

分析ユニット(b)＊2 MOX溶液 

分析済液処理 

ユニット＊1 
MOX溶液 

注記 ＊1：統計誤差として標準偏差の 3 倍を考慮している。 

   ＊2：その他の加工施設の単一ユニットであるが，被覆施設の単一ユニットと複数ユニットとなる。 

   ＊3：単一ユニットと床までの距離が近い場合の条件である。 

＊4：単一ユニットと床及び壁までの距離が近い場合の条件である。 
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第2-4表 組立施設の複数ユニット(体数管理(燃料集合体))の臨界安全設計一覧 

 

部屋名 

(部屋番号) 

単一 

ユニット数 
ユニット名称 形態 

単一ユニット間 

距離 

計算 

モデル図 

中性子 

実効増倍率＊1＊2 

燃料集合体洗浄

検査室 

(325) 

4 

燃料集合体洗浄 

ユニット 
燃料集合体 

50 cm以上 

第2-5図 

 

0.729 

燃料集合体第1検査 

ユニット 
燃料集合体 

燃料集合体第2検査 

ユニット 
燃料集合体 

燃料集合体仮置 

ユニット 
燃料集合体 

燃料集合体組立

第2室 

(326) 

2 

燃料集合体組立 

ユニット 
燃料集合体 

50 cm以上 

第2-5図 0.729 

リフタユニット 燃料集合体 

梱包室 

(419) 
2 

燃料集合体立会 

検査ユニット 
燃料集合体 

50 cm以上 

第2-5図 0.729 

燃料ホルダ取付 

ユニット 

BWR 

燃料集合体 

注記 ＊1：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 

   ＊2：最も中性子実効増倍率が高い燃料集合体の型式であるPWR17×17型の評価結果である。  
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第2-5表 核燃料物質の貯蔵施設の複数ユニットの臨界安全設計一覧(1/2) 

 

評価モデル 
貯蔵単位又は 

燃料集合体の型式 

単一ユニット間距離 

 

計算 

モデル図 

中性子 

実効増倍率＊1 

貯蔵容器 

一時保管設備 

 

混合酸化物 

貯蔵容器 

保管ピットの中心間距離 

行方向60cm以上 

列方向60cm以上 

第2-1図 

第2-6図   0.749＊2＊3 

原料MOX粉末缶 

一時保管設備 
粉末缶 

貯蔵単位の中心間距離 

行方向30cm以上 

列方向26cm以上 

第2-7図 

第2-8図 

第2-9図 

  0.778＊2    

  0.790＊3    

粉末一時 

保管設備 

 

J85 

貯蔵単位の中心間距離 

行方向65cm以上 

列方向65cm以上 

第2-10図 

第2-11図 

第2-12図 

  0.900＊2    

  0.934＊3    

J60 

第2-10図 

第2-11図 

第2-12図 

  0.896＊2    

  0.931＊3    

5缶バスケット 
第2-10図 

－ 

ペレット一時 

保管設備 

 

ペレット 

保管容器 

貯蔵単位の中心間距離 

段方向30cm以上 

行方向35cm以上 

第2-13図 

第2-14図 

第2-15図 

  0.892＊2    

  0.901＊3    

注記 ＊1：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 

＊2：貯蔵単位の貯蔵時の中性子実効増倍率を示す。 

＊3：貯蔵単位の移動時の中性子実効増倍率を示す。  

223



 

 

3
4 

Ⅰ
－
１
－
３
－
２

複
数
ユ
ニ
ッ
ト
の
臨
界
防
止
に
関
す
る
計
算
書

第2-5表 核燃料物質の貯蔵施設の複数ユニットの臨界安全設計一覧(2/2) 

 

評価モデル 
貯蔵単位又は 

燃料集合体の型式 

単一ユニット間距離 

 

計算 

モデル図 

中性子 

実効増倍率＊2 

スクラップ 

貯蔵設備 

9缶バスケット 貯蔵単位の中心間距離 

段方向45cm以上 

列方向45cm以上 

製品ペレット貯蔵棚との面間距離 250cm以上 

第2-16図 

第2-17図 

第2-18図 

  0.907＊2    

  0.914＊3    ペレット保管容器 

製品ペレット 

貯蔵設備 

 

ペレット保管容器 

貯蔵単位の中心間距離 

段方向25cm以上 

列方向45cm以上 

スクラップ貯蔵棚との面間距離 250cm以上 

第2-16図 

第2-17図 

第2-18図 

  0.907＊2    

  0.914＊3    

燃料棒貯蔵設備 貯蔵マガジン 

貯蔵単位の中心間距離 

段方向70cm以上 

行方向75cm以上 

第2-19図 

第2-20図 

第2-21図 

  0.919＊2    

  0.919＊2    

燃料集合体 

貯蔵設備 

 

BWR8×8型 

燃料集合体貯蔵チャンネルの 

中心間距離 

行方向75cm以上 

列方向75cm以上 

貯蔵単位の配置BWRガイド管の 

中心間距離19.2～20.4cm 

第2-22図 

第2-25図 

第2-26図 

  0.877＊2＊3 

BWR9×9型 

第2-23図 

第2-25図 

第2-26図 

  0.888＊2＊3 

PWR17×17型 

・燃料集合体貯蔵チャンネルの 

中心間距離 

行方向75cm以上 

列方向75cm以上 

第2-24図 

第2-25図 

第2-26図 
  0.836＊2＊3 

注記 ＊1：統計誤差として標準偏差の3倍を考慮している。 

＊2：貯蔵単位の貯蔵時の中性子実効増倍率を示す。 

＊3：貯蔵単位の移動時の中性子実効増倍率を示す。  
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第2-6表 その他の加工施設の複数ユニット(質量管理)の臨界安全設計一覧 

 

部屋名 

(部屋番号) 

単一 

ユニット数 
ユニット名称 形態 

単一ユニット

間距離 

計算 

モデル図 

中性子 

実効増倍率＊1 

燃料棒解体室 

(312) 

4 

燃料棒解体 

ユニット＊2 
ペレット-2 

30 cm以上 

 第2-2図    

 第2-3図＊3 

 0.926    

 0.934＊3 

分析第2室 

(313) 

受払ユニット MOX溶液 

分析ユニット(b) MOX溶液 

分析済液処理 

ユニット 
MOX溶液 

注記 ＊1：統計誤差として標準偏差の 3 倍を考慮している。  

   ＊2：被覆施設の単一ユニットであるが，その他の加工施設の単一ユニットと複数ユニットとなる。 

＊3：単一ユニットと床及び壁までの距離が近い場合の条件である。 
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Ⅰ－１－４ 

計算機プログラム（解析コード）の概要 

 

i 

 

目   次 

ページ 

1. はじめに ································································ 1 

 

別紙１ SCALE ······························································· 1-1 
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Ⅰ－１－４ 

計算機プログラム（解析コード）の概要 

 

1 

1. はじめに 

本資料は，「Ⅰ－１ 安全機能を有する臨界防止に関する説明書」において使用した解

析コードについて説明するものである。 

「Ⅰ－１ 安全機能を有する臨界防止に関する説明書」において使用した解析コード

の使用状況一覧，解析コードの概要を以降に記載する。 
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Ⅰ－１－４ 

計算機プログラム（解析コード）の概要 

1-1 

別紙１ SCALE 

1. 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

Ⅰ－１－３－１ 単一ユニットの臨界防止に関する計算書 4.4a KENO-V.a 

Ⅰ－１－３－２ 複数ユニットの臨界防止に関する計算書 4.4a KENO-V.a 
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Ⅰ－１－４ 

計算機プログラム（解析コード）の概要 

1-1 

2. 解析コードの概要 

コード名 

項目 
SCALE  

開発機関 米国オークリッジ国立研究所（ORNL) 

開発時期 2000 年 

使用した 

バージョン 
4.4a KENO-V.a 

使用目的 MOX 燃料加工施設の臨界評価 

コードの概要 

SCALE(以下「本解析コード」という。)は，核燃料物質，構造材等

の幾何形状等を入力とし，中性子の飛程を乱数を使用して確率的に

計算し，各中性子が吸収されて消滅するか，体系外に漏れるまでの

反応過程で発生する核分裂中性子数を計算し，これらの比から実効

増倍率を求めるものである。このため，3 次元の複雑な形状でも精

度の高い計算ができる。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証（Verification）】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・コード付属のサンプル問題を実行し，解析解があらかじめ準備さ

れた参照解を再現することを確認している。 

・本解析コードの運用環境について，動作環境を満足する計算機に

インストールして用いていることを確認している。 

 

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・本解析コードについては，臨界ベンチマーク実験の解析によりそ

の信頼性が確認され，MOX に対する推定臨界下限増倍率が 0.97 と

検証されている。具体的には，PuO2均質系 16 ケース，MOX 均質系

46ケース及びMOX非均質系 138ケースに分類した臨界ベンチマー

ク実験を計算しており，MOX 取扱施設臨界安全ガイドブック（動

力炉・核燃料開発事業団）において検証されている。 

・東京電力株式会社の核燃料輸送設計承認申請書(平成 12 年 9 月)

おいて，使用済燃料輸送容器の臨界評価の実績を有することを確

認している。 

・本申請において使用するバージョンは，上記の先行施設にて使用

しているものと同じであることを確認している。 
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臨界安全設計に係る耐震設計 

ⅰ 
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 5.3 機器・配管系の支持方針について ·········································· 8 
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Ⅰ－１－５ 

臨界安全設計に係る耐震設計 

1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針」に示す臨界安全設計に関し，

耐震設計における機能維持の方針と考慮すべき事項について説明するものである。 

 

2. 臨界防止に関する基本方針 

2.1 基本方針 

貯蔵設備のうち，MOXを一時保管又は貯蔵する設備は，複数ユニットにおける単一

ユニット間距離を維持するため，耐震Bクラスであるが，容器が相互に影響を与えな

いようにするために，地震に対して過大な変形が生じない設計とすることで臨界を防

止する設計とする。 

具体的には，貯蔵設備のうち，地震時に複数ユニットにおける単一ユニット間距

離の確保が必要となる設備となる一時保管ピット，原料MOX粉末缶一時保管装置，粉

末一時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵棚，燃

料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネル（以下「地震時に単一ユニット間距離の確

保が必要な設備」という。）は，地震時に主要な構造部材が，臨界を防止する機能を

維持可能な構造強度を確保し，臨界防止機能を維持できる設計とする。 

 

2.2 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の対象 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備は以下の設備を対象とする。 

(1) 貯蔵容器一時保管設備 

a. 一時保管ピット 

(2) 原料 MOX 粉末缶一時保管設備 

a. 原料 MOX 粉末缶一時保管装置 

(3) 粉末一時保管設備 

a. 粉末一時保管装置 

(4) ペレット一時保管設備 

a. ペレット一時保管棚 

(5) スクラップ貯蔵設備 

a. スクラップ貯蔵棚 

(6) 製品ペレット貯蔵設備 

a. 製品ペレット貯蔵棚 

(7) 燃料棒貯蔵設備 

a. 燃料棒貯蔵棚 

(8) 燃料集合体貯蔵設備 

a. 燃料集合体貯蔵チャンネル 

燃料加工建屋に設置する地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の直接
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支持構造物，間接支持構造物の耐震設計上の区分を第2.2-1表に示す。 

 

 

第 2.2-1 表 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震設計上の区分(1/1) 

区分 設備 
直接支持 

構造物 

間接支持 

構造物 

波及的影響を 

考慮すべき施設 

a. 地震

時に単一

ユニット

間距離の

確保が必

要な設備 

貯蔵容器一時保管設備 

・一時保管ピット 

原料MOX粉末缶一時保管

設備 

・原料MOX粉末缶一時保

管装置 

粉末一時保管設備 

・粉末一時保管装置 

ペレット一時保管設備 

・ペレット一時保管棚 

スクラップ貯蔵設備 

・スクラップ貯蔵棚 

製品ペレット貯蔵設備 

・製品ペレット貯蔵棚 

燃料棒貯蔵設備 

・燃料棒貯蔵棚 

燃料集合体貯蔵設備 

・燃料集合体貯蔵チャ

ンネル 

・設備・機

器の支持

構造物 

・燃料加

工建屋 

－ 

 

 

2.3 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震設計の基本方針 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備は，「Ⅰ－１－１ 臨界安全設

計の基本方針」の「3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止の設計方針」に基づき，

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「2. 耐震設計の基本方針」に示すMOX燃料加

工施設の耐震設計における基本方針を踏襲し，構造強度の特徴，作用する荷重等を考

慮し，基準地震動Ssによる地震力により，必要な機能が損なわれないことを目的とし

技術基準規則に適合する設計とする。 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備に係る耐震計算の基本方針につ

いては，「Ⅲ－３－１ 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震計算

に関する基本方針」に示す。 

(1) 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備は，基準地震動 Ss による地

震力に対して臨界防止機能を損なわない設計とする。 
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3. 地震力の設定 

地震力は，「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動 Ss 及び弾性設計用地震動 Sd の概要」の

「6. 基準地震動 Ss」に示す解放基盤表面レベルで定義された基準地震動 Ss の加速度

時刻歴波形により算出した地震力とする。 

動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析

の基本方針」を，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 設計

用床応答曲線の作成方針」の「2.6 設計用応答曲線の作成」によるものとする。 

  

235



Ⅰ－１－５ 

臨界安全設計に係る耐震設計 

4 

4. 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備に要求される機能及び機能維持の方

針 

4.1 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備に要求される機能 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備は，「2.1 基本方針」に示すと

おり，単一ユニット間距離を確保するために，臨界防止機能を維持する必要があるた

め，基準地震動Ssに対して必要な機能が損なわれるおそれがないことを確認する。 

耐震設計の機能維持の方針を以下に示す。 

(1) 要求機能 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備は，臨界を防止するため，地

震時に複数ユニットにおける単一ユニット間距離を確保することが要求される。 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備は，基準地震動 Ss による地

震力に対して，臨界防止機能が維持されることが要求され，地震時においても複

数ユニットにおける単一ユニット間距離を確保し，臨界防止機能が損なわないこ

とが要求される。 

(2) 機能維持 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の必要となる機能である地震

時においても複数ユニットにおける単一ユニット間距離を確保し，臨界防止機能

を維持する設計とする。 

 

4.2 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能維持の基本方針 

4.2.1 機能維持の基本方針 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備については，基準地震動 Ss

に対して，複数ユニットにおける単一ユニット間距離を維持できるよう構造強度

を確保するとともに，変位及び変形を許容値内に維持することで臨界防止機能を

維持できる設計とする。 

(1) 構造強度 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備については，基準地震動 Ss

に対して臨界防止機能を維持できるよう構造強度を確保する設計とするともに，

変位及び変形が許容値内となるよう設計する。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」

の「(1) 安全機能を有する施設」の「b. 機器・配管系」に基づく設計とす

る。 

b. 荷重の種類 

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.2 荷重の種類」の「(1) 

安全機能を有する施設」の「b. 機器・配管系」に基づく設計とする。 
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c. 荷重の組合せ 

基準地震動 Ss による地震力とほかの荷重との組合せは，「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」に基づき設定する。 

d. 許容限界 

基準地震動 Ss による地震力とほかの荷重とを組合せた状態に対する許容限

界は，「Ⅰ－１－１ 臨界安全設計の基本方針」の「3.4 核燃料物質の貯蔵

施設の臨界防止の設計方針」に示す評価対象設備に対し「Ⅲ－１－１－８ 機

能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」に基づき設定する。 

e. 変位及び変形の制限 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の設計に当たって，変位

及び変形に対して以下の設計とする。 

剛構造の設備については，剛構造にすることで地震時にこれらに生じる応

力を許容応力値以内に抑えることにより，変位，変形に対しては特に制限を設

けなくても機能は十分維持できる設計とする。 

剛構造ではない設備については，地震により生起される変位及び変形に対

し，単一ユニット間距離を確保するための許容変位以下であることを確認する。 

確保する単一ユニット間距離は以下のとおりである。 

(a) 貯蔵容器一時保管設備 

一時保管ピット：行方向 600mm 以上 

列方向 600mm 以上 

(b) 原料 MOX 粉末缶一時保管設備 

原料 MOX 粉末缶一時保管装置：行方向 300mm 以上 

列方向 260mm 以上 

(c) 粉末一時保管設備 

粉末一時保管装置：行方向 650mm 以上 

列方向 650mm 以上 

(d) ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管棚：段方向 300mm 以上 

行方向 350mm 以上 

(e) スクラップ貯蔵設備 

スクラップ貯蔵棚：段方向 450mm 以上 

列方向 450mm 以上 

(f) 製品ペレット貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵棚：段方向 450mm 以上 

列方向 250mm 以上 
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(g) 燃料棒貯蔵設備 

燃料棒貯蔵棚：段方向 750mm 以上 

行方向 750mm 以上 

(h) 燃料集合体貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵チャンネル：行方向 750mm 以上 

列方向 750mm 以上 

(2) 機能維持 

臨界防止機能については，「4.2.1 機能維持の基本方針」の「(1) 構造強度」

に基づく構造強度を確保並びに変位及び変形を制限することで，当該機能が維持

できる設計とする。 

 

4.2.2 耐震計算結果を用いた影響評価方法 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震評価の結果を踏まえて，

以下 3 つの影響評価を実施する。 

・水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価 

・一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価 

・隣接建屋に関する影響評価 

以下では，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価，一関東

評価用地震動(鉛直)に関する影響評価及び隣接建屋に関する影響評価の評価方法

を示す。 

(1) 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価 

設計用地震力は，「3. 地震力の設定」に示す基準地震動 Ss による地震力を

用いる。 

水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響に対しては，「Ⅲ－１－

１－７ 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す

方針にて，機器の影響評価を実施する。 

具体的な評価内容については，「Ⅲ－２－３－２－１ 機器・配管系の水平 2

方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

(2) 一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価 

一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響に対しては，一関東評価用地震動(鉛

直)を考慮した建物・構築物の応答結果を踏まえ，設計用地震力との比較等によ

り，機器の耐震安全性への影響評価を実施することとする。 

具体的な評価内容については，「Ⅲ－２－４－１－２－１ 機器・配管系の一

関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果」に示す。 

(3) 隣接建屋に関する影響評価 

隣接建屋に関する影響に対しては，隣接建屋の影響を考慮した建物・構築物の
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応答結果を踏まえ，設計用地震力との比較等により，機器の耐震安全性への影響

評価を実施することとする。 

具体的な評価内容については，「Ⅲ－２－４－２－２－１ 機器・配管系の隣

接建屋に関する影響評価結果」に示す。 

 

4.2.3 機能維持における耐震設計上の考慮事項 

「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」を踏まえ，地震時に単一ユニット間

距離の確保が必要な設備の機能維持における耐震設計上の考慮事項を以下に示す。 

(1) 設計用地震力 

設計用地震力は，「3. 地震力の設定」に示す基準地震動 Ss による地震力を

用いる。 

(2) 構造強度 

a. 構造強度上の制限 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震設計については，

「4.2.1 機能維持の基本方針」の「(1) 構造強度」に示す考え方に基づき，

基準地震動 Ss による地震力が加わった場合，これらに生じる応力とその他の

荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，

「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」に基

づき設定する。 

また，変位及び変形の制限については，「4.2.1(1)e. 変位及び変形の制

限」に基づき設定する。 

(3) 機能維持 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能の維持が要求される設

備は，「4.2.1 機能維持の基本方針」の「(2) 機能維持」の考え方及び「Ⅲ－

１－１－８ 機能維持の基本方針」の「3.2 変位，変形の制限」に基づき設計

する。 
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5. 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備のその他耐震設計に係る事項 

5.1 準拠規格 

準拠する規格は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「2.2 準拠規格」を適

用する。 

 

5.2 構造計画と配置計画 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の構造計画及び配置計画に際し

ては，地震の影響が軽減されるように考慮するため，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本

方針」の「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上

の留意点」に基づき設計する。 

 

5.3 機器・配管系の支持方針について 

地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震評価については「Ⅲ－３

－１ 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震計算に関する基本方針」

に基づき構造強度評価及び機能維持評価を行う。 

また，機器・配管系の支持については「Ⅲ－１－１－10 機器の耐震支持方針」

に基づいて耐震設計を行う。 
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補足説明すべき項目の抽出
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙５①

補足すべき事項

1

1. 核燃料物質の臨界防止
1.1 安全機能を有する施設の臨界防止
1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計
MOX燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要な工程を乾式で構成する設計とする。
安全機能を有する施設は，通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は
運転員の単一の誤操作を想定した場合においても，核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう以下の
設計とする。

I-1-1 臨界安全設計
の基本方針

【2. 基本的な考え方】
核燃料物質の臨界防止に関する設計の基本方針
臨界安全設計（単一ユニット，複数ユニット）の考え方について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

2

(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プルトニウム富化度60％以下，プルトニウム中のプルトニ
ウム－240含有率17％以上及びウラン中のウラン－235含有率1.6％以下のウラン・プルトニウム混合酸
化物，ウラン中のウラン－235含有率5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化ウラン並びに標準試料及
び分析試料であり，このうちウラン・プルトニウム混合酸化物，濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を
取り扱う設備・機器に対して単一ユニット，複数ユニットを設定し，臨界管理を行う設計とする。

I-1-1 臨界安全設計
の基本方針

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.1 臨界管理の対象とする核燃料物質】
MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の性状，取扱単位及び形態を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

3

(2) 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，核的制限値(臨界管理を行う体系の
未臨界確保のために設定する値)を設定する。単一ユニットについては，技術的にみて想定されるいか
なる場合でも臨界を防止するために，形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プルトニウム富化度等の
制限及び中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せによって核的に制限することにより臨界を防止する
設計とする。

4

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のうち，その形状寸法を制限し得るものに
ついては，その形状寸法について適切な核的制限値を設ける設計とする。
b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニットとしてのグローブボックスについては，取り扱
う核燃料物質自体の質量について適切な核的制限値を設ける設計とする。この場合，誤操作等を考慮し
ても工程内の核燃料物質が上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高いインターロックにより，核
的制限値以下であることが確認されなければ次の工程に進めない設計とする。
c. 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料物質が入るおそれのある設備・機器
についても上記a.又はb.を満足する設計とする。

5
d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組成，密
度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，
吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

6

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，
実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍
率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。

基本設計方針 添付書類

I-1-1 臨界安全設計
の基本方針

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】
・単一ユニットの臨界安全の考え方を説明する。
・単一ユニットの設定及び核的制限値の設定の考え方を説明する。

粉末及びペレットを取り扱う工程に係る単一ユニットの設定
⇒グローブボックス，焼結炉等に設定する。

燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程に係る単一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する。

混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う工程に係る単一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する

ウラン燃料棒を取り扱う工程
⇒設備・機器に設定する。

分析設備
⇒グローブボックスに設定する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全設計】
・核的制限値の設定に関する臨界評価方法を説明する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる核的制限値が各単一ユニットに設定されていることを確認
することで，MOX燃料加工施設に係る各単一ユニットの臨界安全設計の妥当性を評価する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・十分な安全裕度を見込んだモデルで中性子実効増倍率を計算する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下となる核的制限値が各単一ユニットに設定されていることを確認
することで，MOX燃料加工施設に係る各単一ユニットの臨界安全設計の妥当性を評価する。
・計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

Ⅰ-1-4 計算機プログラム（解析コード）の概要
【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全の基
本方針

Ⅰ-1-2 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-1 単一ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-4 計算機プログ
ラム（解析コード）の
概要
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

7

(3) 複数ユニットの臨界安全設計
二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，技術的にみて想定されるいかなる場合で
も臨界を防止するために，核的に安全な配置とした単一ユニット相互の間隔の維持及び単一ユニット相
互間における中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより，最も厳しい状態においても臨界に達し
ない設計とする。

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
・複数ユニットの臨界安全設計の考え方を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

8
a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等の設置又は単一ユニット相互間の距離を確保
することにより，核的に安全な配置とする設計とする。

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
・単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等の設置又は単一ユニット相互間の距離を確保
することにより，核的に安全な配置とする設計とする。なお，ユニット相互間に核的隔離条件である
30.5cm厚さ以上の普通コンクリートがある場合には，核的に安全な配置である。

※補足すべき事項の対象なし

9
b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び
反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

10

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算コードは，
実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性子実効増倍
率が0.95以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。

11

(4) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持
a. 核的制限値の維持・管理
核的制限値の維持・管理については，形状寸法管理及び質量管理により，起こるとは考えられない独立
した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
・核的制限値の維持・管理に関する考え方について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

12
(a) 形状寸法管理
形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により核的制限値を維持する設計と
する。

Ⅰ-1-1 臨界安全の基
本方針

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
・形状寸法管理に係る臨界管理の考え方について，説明する。

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により核的制限値を維持する設
計とする。

混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体数で管理する単一ユニットにおいては，構成する設備・機
器が構造的に核的制限値以下の体数でなければ取り扱えない設計とする。

燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理を行う単一ユニットは，単一ユニットの入口に核的制
限値以内に制限するためのゲートを設置するとともに，燃料棒を平板厚さに対する核的制限値以内で
取り扱うように設計する。

貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程において形状寸法管理を行う単一ユニットは，貯蔵
マガジン及び組立マガジンを積み重ねて取り扱うことのない機構とする。

※補足すべき事項の対象なし

I-1-1 臨界安全設計
の基本方針

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.3 複数ユニットの臨界安全設計】
・核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び
反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下であることを確認することで，臨界設計が妥当であると評価す
る。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・十分な安全裕度を見込んだモデルで中性子実効増倍率を計算する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以下であることを確認することで，臨界設計が妥当であると評価す
る。
・計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されることを説明する。

Ⅰ-1-4 計算機プログラム（解析コード）の概要
【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明する。

Ⅰ-1-1 臨界安全の基
本方針

Ⅰ-1-2 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-2 複数ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-4 計算機プログ
ラム（解析コード）の
概要

※補足すべき事項の対象なし
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

13

(b) 質量管理
質量管理は，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容
器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握する設計とする。単一ユニットへの
核燃料物質の搬送においては，核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可されないイン
ターロックを設ける設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全の基
本方針

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
・質量管理に係る臨界管理の考え方について，説明する。
・誤搬入防止機構，誤投入防止機構に関する構成，機構を説明する。
・MOX燃料加工施設における核的制限値の維持及び管理のうち計量設備である秤量器，ＩＤ番号読取
機,臨界管理用計算機，運転管理用計算機及び誤搬入防止機構，誤投入防止機構を用いた質量管理の
システム構成について説明する。
・誤搬入防止機構、誤投入防止機構の具体的設計を説明する。

・各設備の誤搬入防止機構，誤投入防止機構
・各設備の計量設備

・誤搬入防止機構及び誤投入防止機構の動作は，核燃料物質の搬送元及び搬送先における臨界管理の
方法（質量・本数，形状・体数）を考慮した搬送パターン及び添加剤投入パターンを踏まえた設計と
なっていることを示す
・質量管理における核的制限値設定条件の確認について説明する。
・各搬送パターン及び添加剤投入パターンにおける核的制限値設定条件の確認について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

14
b. 単一ユニット間距離の維持
単一ユニット間距離の維持については，以下に示す設計とすることにより，起こるとは考えられない独
立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全の基
本方針

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
・単一ユニット間距離の維持に関する考え方について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

15

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用している荷重に対して発生
する変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を用いて固定する設計とする。なお，固定する
ことが困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔を維持するための剛構造
物を取り付ける又は移動範囲を制限する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-1-5 臨界安全設計
に係る耐震設計

Ⅲ-3 地震時に単一ユ
ニット間距離の確保が
必要な設備の耐震性に
関する説明書

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
・通常時に作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を
用いて固定することを説明する。

Ⅰ-1-5 臨界安全設計に係る耐震設計
【4. 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備に要求される機能及び機能維持の方針】
【4.2 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能維持の基本方針】
【4.2.1 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の機能維持の基本方針】
・地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備については，基準地震動Ｓｓに対して，複数ユ
ニットにおける単一ユニット相互間距離を維持できるよう構造強度を確保するとともに，変位及び変
形を許容値内に維持することで臨界防止機能を維持できる設計とする。

Ⅲ-3 地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震性に関する説明書
「I-1-5 臨界安全設計に係る耐震設計」に基づき，地震時に単一ユニット間距離の確保が必要な設
備の基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震計算を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

16
また，核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件において容易に変形しない構造材を用いる設計と
する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】

核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件において容易に変形しない構造材を用いる設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

17
(b) 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ処理)施設においては，核燃料物質を次の工程に移動さ
せようとしても，核燃料物質を受け入れる工程が核的制限値を満足する状態にならなければ，移動する
ことができない設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全の基
本方針

【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
・バッチ処理における核燃料物質の次工程への移動について核的制限値を満足する状態にならなけれ
ば，移動できない設計を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

18
(c) 単一ユニット間距離を維持するため，核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，
核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅴ-1-1-10 搬送設備
に関する説明書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2.4 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持】
・核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設
計を説明する。

Ⅴ-1-1-10 搬送設備に関する説明書
・搬送中の核燃料物質の具体的な保持方法を示す。

※補足すべき事項の対象なし
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19

(5) 臨界事故を防止するために必要な設備
臨界事故を防止するために必要な設備として臨界の発生を検知することができる設備を設置する設計と
する。
臨界を検知する設備の設計方針については，第１章 共通項目の「8.5 警報設備等」に示す。

I-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅴ-１-１-11 警報設備
等に関する説明書

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針】
【2.5 臨界事故を防止するために必要な設備】
臨界検知用ガスモニタを設けることを説明する。

Ⅴ-１-１-11 警報設備等に関する説明書
臨界検知用ガスモニタの基本方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

20

1.1.2 成形施設の臨界防止
1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計
成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することか
ら，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料粉末受払設備，原料MOX粉末缶取出設備，一次混合設備，
二次混合設備，分析試料採取設備，スクラップ処理設備，圧縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレッ
ト検査設備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性
のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように体数又は質量を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防
止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-1 単一ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】
・成形施設の単一ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・成形施設の単一ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

※補足すべき事項の対象なし

21

1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算
コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界
を防止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-2 複数ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.1 成形施設の臨界安全設計】
・成形施設の複数ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・成形施設の複数ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されることを説明する。

※補足すべき事項の対象なし

22

1.1.3 被覆施設の臨界防止
1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計
被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することか
ら，単一ユニットは，スタック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒
収容設備及び燃料棒解体設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性
のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量，平板厚さ又は段数を設
定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防
止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-1 単一ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】
・被覆施設の単一ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・被覆施設の単一ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

※補足すべき事項の対象なし
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23

1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算
コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界
を防止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-2 複数ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.2 被覆施設の臨界安全設計】
・被覆施設の複数ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・被覆施設の複数ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されることを説明する。

※補足すべき事項の対象なし

24

1.1.4 組立施設の臨界防止
1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計
組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定することか
ら，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備，燃料集合体組立工程搬送設備及
び梱包・出荷設備の各設備・機器に設定する。
単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性
のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように段数又は体数を設定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防
止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-1 単一ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】
・組立施設の単一ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・組立施設の単一ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

※補足すべき事項の対象なし

25

1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算
コードで中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨界
を防止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-2 複数ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.3 組立施設の臨界安全設計】
・組立施設の複数ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・組立施設の複数ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されることを説明する。

※補足すべき事項の対象なし

26

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止
1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計
貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯蔵単位の集合を複数ユニットとし，取り扱う核燃
料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増
倍率が0.95以下となるように配置等を設定することにより，臨界を防止する設計とする。
貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，粉末一時保管設
備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備のうち燃料
棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵設備とする。
なお，燃料棒貯蔵設備のうち，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置には，臨界管理のた
めに単一ユニットを設定する。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-2 複数ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.4 核燃料物質の貯蔵施設の臨界安全設計】
・貯蔵施設の複数ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・貯蔵施設の複数ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されることを説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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27

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止
1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計
核燃料物質の検査設備の分析設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユ
ニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を
設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量を設
定する。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防
止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-1 単一ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設備の単一ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・核燃料物質の検査設備の分析設備の単一ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

※補足すべき事項の対象なし

28

実験設備の小規模試験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニット
を設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定
し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質量を設定す
る。
各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすることにより臨界を防
止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-1 単一ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
・実験設備の小規模試験設備の単一ユニットの臨界安全設計について説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価方法】
・実験設備の小規模試験設備の単一ユニットの臨界評価方法について説明する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対する中性子実効増倍率は0.95以下であり，未臨界は確保される。

※補足すべき事項の対象なし

29

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算
コードで中性子実効増倍率が0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設定することにより，臨
界を防止する設計とする。

Ⅰ-1-1 臨界安全設計
の基本方針

Ⅰ-2-1 臨界防止に関
する計算の基本方針

Ⅰ-1-3-2 複数ユニッ
トの臨界防止に関する
計算書

Ⅰ-1-1 臨界安全設計の基本方針
【3. 各施設における臨界防止の設計方針】
【3.5 その他の加工施設の臨界安全設計】
・核燃料物質の検査設備の分析設備及び実験設備の小規模試験設備の複数ユニットの臨界安全設計に
ついて説明する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考え方】
【2.2 複数ユニットの臨界評価方法】
・核燃料物質の検査設備の分析設備及び実験設備の小規模試験設備の複数ユニットの臨界評価方法に
ついて説明する。

Ⅰ-1-3-2 複数ユニットの臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・単一ユニット間距離を設定する際に使用した計算モデルを示す。
・中性子実効増倍率は，0.95以下となるので，未臨界は確保されることを説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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第 1章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止 

1.1 安全機能を有する施設の臨界防止 

1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

MOX 燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要な工程を乾式で構成する設計とする。 

安全機能を有する施設は，通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤

作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合においても，核燃料物質が臨界に達するおそれが

ないよう以下の設計とする。 

(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質 

MOX 燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プルトニウム富化度 60％以下，プルトニウム中の

プルトニウム－240 含有率 17％以上及びウラン中のウラン－235 含有率 1.6％以下のウラン・プ

ルトニウム混合酸化物，ウラン中のウラン－235 含有率 5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣

化ウラン並びに標準試料及び分析試料であり，このうちウラン・プルトニウム混合酸化物，濃縮

ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱う設備・機器に対して単一ユニット，複数ユニットを設

定し，臨界管理を行う設計とする。 

(2) 単一ユニットの臨界安全設計 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，核的制限値(臨界管理を行

う体系の未臨界確保のために設定する値)を設定する。単一ユニットについては，技術的にみて

想定されるいかなる場合でも臨界を防止するために，形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プ

ルトニウム富化度等の制限及び中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せによって核的に制限

することにより臨界を防止する設計とする。 

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のうち，その形状寸法を制限し得る

ものについては，その形状寸法について適切な核的制限値を設ける設計とする。 

b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニットとしてのグローブボックスについては，

取り扱う核燃料物質自体の質量について適切な核的制限値を設ける設計とする。この場合，誤

操作等を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高いイ

ンターロックにより，核的制限値以下であることが確認されなければ次の工程に進めない設計

とする。 

c. 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料物質が入るおそれのある設備・

機器についても上記 a.又は b.を満足する設計とする。 

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組

成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，

中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を

考慮して裕度を見込む。 

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算

コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。 

単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性

第 1章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止 

1.1 安全機能を有する施設の臨界防止 

1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

MOX 燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要な工程を乾式で構成する設計とする。 

安全機能を有する施設は，通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤

作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合においても，核燃料物質が臨界に達するおそれが

ないよう以下の設計とする。 

(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質 

MOX 燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プルトニウム富化度 60％以下，プルトニウム中の

プルトニウム－240 含有率 17％以上及びウラン中のウラン－235 含有率 1.6％以下のウラン・プ

ルトニウム混合酸化物，ウラン中のウラン－235 含有率 5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣

化ウラン並びに標準試料及び分析試料であり，このうちウラン・プルトニウム混合酸化物，濃縮

ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱う設備・機器に対して単一ユニット，複数ユニットを設

定し，臨界管理を行う設計とする。 

(2) 単一ユニットの臨界安全設計 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，核的制限値(臨界管理を行

う体系の未臨界確保のために設定する値)を設定する。単一ユニットについては，技術的にみて

想定されるいかなる場合でも臨界を防止するために，形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プ

ルトニウム富化度等の制限及び中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せによって核的に制限

することにより臨界を防止する設計とする。 

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のうち，その形状寸法を制限し得る

ものについては，その形状寸法について適切な核的制限値を設ける設計とする。 

b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニットとしてのグローブボックスについては，

取り扱う核燃料物質自体の質量について適切な核的制限値を設ける設計とする。この場合，誤

操作等を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高いイ

ンターロックにより，核的制限値以下であることが確認されなければ次の工程に進めない設計

とする。 

c. 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料物質が入るおそれのある設備・

機器についても上記 a.又は b.を満足する設計とする。 

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組

成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，

中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を

考慮して裕度を見込む。 

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算

コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。 

単一ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性
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子実効増倍率が 0.95 以下)となる核的制限値を設定する。 

(3) 複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，技術的にみて想定されるいかな

る場合でも臨界を防止するために，核的に安全な配置とした単一ユニット相互の間隔の維持及び

単一ユニット相互間における中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより，最も厳しい状態

においても臨界に達しない設計とする。 

a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等の設置又は単一ユニット相互間の距離

を確保することにより，核的に安全な配置とする設計とする。 

b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸

収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見

込む。 

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算

コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。 

複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性

子実効増倍率が 0.95 以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。 

(4) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持 

a. 核的制限値の維持・管理 

核的制限値の維持・管理については，形状寸法管理及び質量管理により，起こるとは考えら

れない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。 

(a) 形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により核的制限値を維

持する設計とする。 

   (b) 質量管理 

質量管理は，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質

を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握する設計と

する。単一ユニットへの核燃料物質の搬送においては，核的制限値以下であることが確認さ

れなければ搬入が許可されないインターロックを設ける設計とする。 

b. 単一ユニット間距離の維持 

単一ユニット間距離の維持については，以下に示す設計とすることにより，起こるとは考え

られない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。 

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用している荷重に対し

て発生する変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を用いて固定する設計とす

る。なお，固定することが困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間

の間隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は移動範囲を制限する設計とする。 

また，核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件において容易に変形しない構造材を

用いる設計とする。 

(b) 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ処理)施設においては，核燃料物質を次の工程に

子実効増倍率が 0.95 以下)となる核的制限値を設定する。 

(3) 複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，技術的にみて想定されるいかな

る場合でも臨界を防止するために，核的に安全な配置とした単一ユニット相互の間隔の維持及び

単一ユニット相互間における中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより，最も厳しい状態

においても臨界に達しない設計とする。 

a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等の設置又は単一ユニット相互間の距離

を確保することにより，核的に安全な配置とする設計とする。 

b. 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸

収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見

込む。 

また，参考とする文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，使用する臨界計算

コードは，実験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。 

複数ユニットに対しては，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中性

子実効増倍率が 0.95 以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。 

(4) 核的制限値の維持・管理及び単一ユニット間距離の維持 

a. 核的制限値の維持・管理 

核的制限値の維持・管理については，形状寸法管理及び質量管理により，起こるとは考えら

れない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。 

(a) 形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により核的制限値を維

持する設計とする。 

   (b) 質量管理 

質量管理は，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質

を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握する設計と

する。単一ユニットへの核燃料物質の搬送においては，核的制限値以下であることが確認さ

れなければ搬入が許可されないインターロックを設ける設計とする。 

b. 単一ユニット間距離の維持 

単一ユニット間距離の維持については，以下に示す設計とすることにより，起こるとは考え

られない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。 

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用している荷重に対し

て発生する変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を用いて固定する設計とす

る。なお，固定することが困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間

の間隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は移動範囲を制限する設計とする。 

また，核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条件において容易に変形しない構造材を

用いる設計とする。 

(b) 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ処理)施設においては，核燃料物質を次の工程に
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移動させようとしても，核燃料物質を受け入れる工程が核的制限値を満足する状態にならな

ければ，移動することができない設計とする。 

(c) 単一ユニット間距離を維持するため，核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した

場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物質を安全に保持

する設計とする。 

(5) 臨界事故を防止するために必要な設備 

臨界事故を防止するために必要な設備として臨界の発生を検知することができる設備を設置

する設計とする。 

     臨界を検知する設備の設計方針については，第１章 共通項目の「8.5 警報設備等」に示す。 

 

1.1.2 成形施設の臨界防止 

1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計 

成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設

定することから，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料粉末受払設備，原料 MOX 粉末缶取

出設備，一次混合設備，二次混合設備，分析試料採取設備，スクラップ処理設備，圧縮成形

設備，焼結設備，研削設備，ペレット検査設備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・

機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，

十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように体数

又は質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること

により臨界を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動させようとしても，核燃料物質を受け入れる工程が核的制限値を満足する状態にならな

ければ，移動することができない設計とする。 

(c) 単一ユニット間距離を維持するため，核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した

場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物質を安全に保持

する設計とする。 

(5) 臨界事故を防止するために必要な設備 

臨界事故を防止するために必要な設備として臨界の発生を検知することができる設備を設置

する設計とする。 

     臨界を検知する設備の設計方針については，第１章 共通項目の「8.5 警報設備等」に示す。 

 

1.1.2 成形施設の臨界防止 

1.1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計 

成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設

定することから，単一ユニットは，貯蔵容器受設備，原料粉末受払設備，原料 MOX 粉末缶取

出設備，一次混合設備，二次混合設備，分析試料採取設備，スクラップ処理設備，圧縮成形

設備，焼結設備，研削設備，ペレット検査設備，研削設備及びペレット検査設備の各設備・

機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，

十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように体数

又は質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること

により臨界を防止する設計とする。 
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形態 設定条件 

核的制限値 

取扱単位  プルトニウム富化度 
核分裂性プルトニウム 

富化度＊1 
含水率＊2 

混合酸化物 

貯蔵容器 
原料MOX粉末 60％以下 － 0.5％以下 １体 

MOX粉末-1 60％以下 － 1.5％以下 35.0kg･Pu＊＊3 

MOX粉末-2 33％以下 － 2.5％以下 45.0kg･Pu＊ 

MOX粉末-3 18％以下 11.6％以下 3.5％以下 29.0kg･Pu＊ 

MOX粉末-4 18％以下 － 0.5％以下 83.0kg･Pu＊ 

ペレット-1 18％以下 11.6％以下 3.5％以下 29.0kg･Pu＊ 

ペレット-2 18％以下 － 0.1％以下 36.0kg･Pu＊ 

ペレット-3 60％以下 － 3.5％以下 7.50kg･Pu＊＊4 

注記 ＊1：核分裂性プルトニウム富化度（％） 

＝（（プルトニウム－239 質量＋プルトニウム－241 質量）／（プルトニウム質量 

＋ウラン質量））×100 以下同じ。 

＊2：含水率（％）＝（水分質量／（MOX 質量＋水分質量））×100 以下同じ。 

＊3：Pu＊は，プルトニウム－239，プルトニウム－241 及びウラン－235 の総称とし， 

kg･Pu＊は，その合計質量とする。以下同じ。 

＊4：二重装荷を考慮する場合は 2分の 1とする。 

 

1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設

定することにより，臨界を防止する設計とする。 

 

1.1.3 被覆施設の臨界防止 

1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計 

被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設

定することから，単一ユニットは，スタック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接設備，

燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び燃料棒解体設備の各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，

十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように質量，

平板厚さ又は段数を設定する。 

 

形態 設定条件 

核的制限値 

取扱単位  プルトニウム富化度 
核分裂性プルトニウム 

富化度＊1 
含水率＊2 

混合酸化物 

貯蔵容器 
原料MOX粉末 60％以下 － 0.5％以下 １体 

MOX粉末-1 60％以下 － 1.5％以下 35.0kg･Pu＊＊3 

MOX粉末-2 33％以下 － 2.5％以下 45.0kg･Pu＊ 

MOX粉末-3 18％以下 11.6％以下 3.5％以下 29.0kg･Pu＊ 

MOX粉末-4 18％以下 － 0.5％以下 83.0kg･Pu＊ 

ペレット-1 18％以下 11.6％以下 3.5％以下 29.0kg･Pu＊ 

ペレット-2 18％以下 － 0.1％以下 36.0kg･Pu＊ 

ペレット-3 60％以下 － 3.5％以下 7.50kg･Pu＊＊4 

注記 ＊1：核分裂性プルトニウム富化度（％） 

＝（（プルトニウム－239 質量＋プルトニウム－241 質量）／（プルトニウム質量 

＋ウラン質量））×100 以下同じ。 

＊2：含水率（％）＝（水分質量／（MOX 質量＋水分質量））×100 以下同じ。 

＊3：Pu＊は，プルトニウム－239，プルトニウム－241 及びウラン－235 の総称とし， 

kg･Pu＊は，その合計質量とする。以下同じ。 

＊4：二重装荷を考慮する場合は 2分の 1とする。 

 

1.1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設

定することにより，臨界を防止する設計とする。 

 

1.1.3 被覆施設の臨界防止 

1.1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計 

被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設

定することから，単一ユニットは，スタック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接設備，

燃料棒検査設備，燃料棒収容設備及び燃料棒解体設備の各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，

十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように質量，

平板厚さ又は段数を設定する。 
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各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること

により臨界を防止する設計とする。 

形態 設定条件 

核的制限値 

取扱単位  プルトニウム富化度 
核分裂性プルトニウム 

富化度 
含水率 

ペレット-2 18％以下 － 0.1％以下 36.0kg･Pu＊＊1 

BWR燃料棒 17％以下 9.4％以下 0.1％以下 

平板厚さ15.0cm PWR燃料棒 18％以下 11.6％以下 0.1％以下 

ウラン燃料棒 (5％以下)＊2 － 0.1％以下 

貯蔵マガジン 

BWR 

燃料棒 
17％以下 9.4％以下 0.1％以下 

１段 
PWR 

燃料棒 
18％以下 11.6％以下 0.1％以下 

ウラン 

燃料棒 
(5％以下)＊2 － 0.1％以下 

注記 ＊1：二重装荷を考慮する場合は 2分の 1とする。 

＊2：ウラン中のウラン－235 含有率を示す。 

 

1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設

定することにより，臨界を防止する設計とする。 

 

1.1.4 組立施設の臨界防止 

1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計 

組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設

定することから，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備，燃料集

合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷設備の各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，

十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように段数

又は体数を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること

により臨界を防止する設計とする。 

 

 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること

により臨界を防止する設計とする。 

形態 設定条件 

核的制限値 

取扱単位  プルトニウム富化度 
核分裂性プルトニウム 

富化度 
含水率 

ペレット-2 18％以下 － 0.1％以下 36.0kg･Pu＊＊1 

BWR燃料棒 17％以下 9.4％以下 0.1％以下 

平板厚さ15.0cm PWR燃料棒 18％以下 11.6％以下 0.1％以下 

ウラン燃料棒 (5％以下)＊2 － 0.1％以下 

貯蔵マガジン 

BWR 

燃料棒 
17％以下 9.4％以下 0.1％以下 

１段 
PWR 

燃料棒 
18％以下 11.6％以下 0.1％以下 

ウラン 

燃料棒 
(5％以下)＊2 － 0.1％以下 

注記 ＊1：二重装荷を考慮する場合は 2分の 1とする。 

＊2：ウラン中のウラン－235 含有率を示す。 

 

1.1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設

定することにより，臨界を防止する設計とする。 

 

1.1.4 組立施設の臨界防止 

1.1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計 

組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設

定することから，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備，燃料集

合体組立工程搬送設備及び梱包・出荷設備の各設備・機器に設定する。 

単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，

十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように段数

又は体数を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること

により臨界を防止する設計とする。 
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形態 設定条件 

核的制限値 
取扱単位 

 
プルトニウム富化度 

核分裂性プルトニウム 

富化度 
含水率 

貯蔵マガジン 

BWR 

燃料棒 
17％以下 9.4％以下 0.1％以下  

PWR 

燃料棒 
18％以下 11.6％以下 0.1％以下 １段 

ウラン 

燃料棒 
(5％以下)＊1 － 0.1％以下  

組立マガジン 

BWR 

燃料棒 
17％以下 9.4％以下 0.1％以下  

PWR 

燃料棒 
18％以下 11.6％以下 0.1％以下 １段 

ウラン 

燃料棒 
(5％以下)＊1 － 0.1％以下  

BWR 

燃料集合体 
11％以下＊2 6.1％以下＊2 0.1％以下 

１体 
PWR 

燃料集合体 
14％以下＊2 9.1％以下＊2 0.1％以下 

注記 ＊1：ウラン中のウラン－235 含有率を示す。 

＊2：燃料集合体平均（燃料集合体中の MOX 燃料棒の平均） 

 

1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設

定することにより，臨界を防止する設計とする。 

 

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止 

1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計 

貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯蔵単位の集合を複数ユニットとし，

取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように配置等を設定することにより，臨界

を防止する設計とする。 

貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時保管設備，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，粉末

一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料

形態 設定条件 

核的制限値 
取扱単位 

 
プルトニウム富化度 

核分裂性プルトニウム 

富化度 
含水率 

貯蔵マガジン 

BWR 

燃料棒 
17％以下 9.4％以下 0.1％以下  

PWR 

燃料棒 
18％以下 11.6％以下 0.1％以下 １段 

ウラン 

燃料棒 
(5％以下)＊1 － 0.1％以下  

組立マガジン 

BWR 

燃料棒 
17％以下 9.4％以下 0.1％以下  

PWR 

燃料棒 
18％以下 11.6％以下 0.1％以下 １段 

ウラン 

燃料棒 
(5％以下)＊1 － 0.1％以下  

BWR 

燃料集合体 
11％以下＊2 6.1％以下＊2 0.1％以下 

１体 
PWR 

燃料集合体 
14％以下＊2 9.1％以下＊2 0.1％以下 

注記 ＊1：ウラン中のウラン－235 含有率を示す。 

＊2：燃料集合体平均（燃料集合体中の MOX 燃料棒の平均） 

 

1.1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設

定することにより，臨界を防止する設計とする。 

 

1.1.5 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止 

1.1.5.1 複数ユニットの臨界安全設計 

貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯蔵単位の集合を複数ユニットとし，

取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように配置等を設定することにより，臨界

を防止する設計とする。 

貯蔵施設の複数ユニットは，貯蔵容器一時保管設備，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，粉末

一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料
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棒貯蔵設備のうち燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵設備とする。 

なお，燃料棒貯蔵設備のうち，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置には，

臨界管理のために単一ユニットを設定する。 

 

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止 

1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計  

核燃料物質の検査設備の分析設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位

となる単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍

率が 0.95 以下となるように質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること

により臨界を防止する設計とする。 

形態 

設定条件 

核的制限値 

プルトニウム富化度 含水率 

ペレット-3 60％以下 3.5％以下 7.50kg･Pu＊＊1 

MOX溶液 60％以下 －＊2 0.50kg･Pu＊＊1 

注記 ＊1：二重装荷を考慮する場合は 2分の 1とする。 

＊2：最適減速条件 

 

実験設備の小規模試験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる

単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること
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注記 ＊1：二重装荷を考慮する場合は 2分の 1とする。 

 

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設

定することにより，臨界を防止する設計とする。 
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注記 ＊1：二重装荷を考慮する場合は 2分の 1とする。 

＊2：最適減速条件 

 

実験設備の小規模試験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の一つの単位となる

単一ユニットを設定する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを使用して，中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的制限値以下となるようにすること

により臨界を防止する設計とする。 

形態 

設定条件 

核的制限値 

プルトニウム富化度 含水率 

ペレット-3 60％以下 3.5％以下 7.50kg･Pu＊＊1 

注記 ＊1：二重装荷を考慮する場合は 2分の 1とする。 

 

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように単一ユニットの配置等を設

定することにより，臨界を防止する設計とする。 
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